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道�交通安全対策 
中項目 ʧ

生活道路等におけるƤ優先の安全・安心な歩行

空間の整備【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

「Ƥ」の視点に立った、安全でÂ適な歩行、Ǒ行のための道路整備を推進する。 

道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため、歩行者･自転車対策及び生活道路対策を推進する。 

ア 生活道路における交通安全対策の推進【重点事項】

生活道路における歩行者や自転車利用者の安全な通行を確保するため、「ゾーン30」の設置を推進するとと

もに、「ゾーン30」等による低速度規制と物理デバイス等の適切な組合せによる「ゾーン30プラス」の整備

について、道路管理者と公安委員会が連携し、速度抑制対策の充実を図るほか、歩道の整備、路Ǘǥの設置・

拡幅等、道路標識・標示の高ë度化等の安全対策を推進する:とにより、円滑な交通を確保し、交通事故の

防止を図る。

生活道路を中心に³Ăū信号機や歩車分ʊū信号機等のȡȪや、道路ďƛや交差点が存Ŋする:との©転

者Qの明示、歩行者・自動車の通行区分の明示等を進める:とにより、歩行者や自転車利用者の安全な通行

を確保する。 

中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課ࠊ県警察交通つไ課 

イ 通学路等における交通安全の確保【重点事項】

通学路等における交通安全を確保するため、「通学路交通安全プ�lラ�」等に基づ7定期的な合Ƞ点検の

実施や対策の改ǅ・充実等のĕǝ的なŶ組をŜするとともに、未就学児を中心に子供が日常的に集団で移

動する経路のĆñ安全点検等のĘ果を踏ま2、道路交通実Ǧに応=、学ĳ、þ¤委員会、ėő、保¤所等の対

Ɣ施設、その所管機関及び道路管理者等の関係機関が連携し、�ー}・vフトのʓ面か\Ƀʄな対策を推進

する。 

中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課ࠊ県㟷ᑡᖺᐙᗞ課 

県ᩍጤᩍ⫱指導課ࠊ県警察交通つไ課

ウ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備【重点事項】

改Ǵ事業等による整備とɔせて、高齢者、Ƣǣ障がい者等の公ú交通機関を利用した移動の円滑化のǖ進

に関するɠʌ（いわZる「交通バリアフリーɠ」）に基づ7「道路の移動円滑化整備iイ}ライン�のĶ2ɟ

に基づき、Â適な歩行空間をƀ分確保した歩道の整備にȕめるとともに、交通バリアフリー基本Ĵǋ特定事

業計画箇所のほか、「pルバーゾーン�Ȧを中心に³Ăū信号機・経¾ŧ間Ɇ示機能Ɋ歩行者用Șâやfスコー

トゾーン（横断歩道上Qの点ť��yクのɋ設）の整備、道路標識・標示の高ë度化等による歩行空間のバ

リアフリー化を推進する。 

また、�ŮƬ、危険Ƭ、ɰʣƬの高い横断歩道やバスȃʑ所Ɋćの駐車¡ȺŶȈりをý化する。 

中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課ࠊ県警察交通指導課 

県警察交通つไ課  
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道�交通安全対策 
中項目 ʨ

高速道路の更なる活用ǖ進による生活道路との

機能分化【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

高速自動車国道等か\生活道路にŠる道路�yト�ークをǣ系的に整備し、道路の適切な機能分化を推進す

る。 

ア 道路�yト�ークの整備

高規Î道路等の整備を推進し、道路種ɗに応=た適切な交通ʖを分Ǭできる道路�yト�ークď成にȕめ、

道路の適切な機能分化を推進する。 

イ 歩行者、自転車中心の生活道路【重点対策】

高速自動車国道等、事故率の低い道路利用をǖ進する一ɟ、生活道路においてN、車ʓ速度や通りȷけ車ʓ

を抑制し、歩行者、自転車中心の道路交通のď成にȕめる。 

中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㧗㏿道路᥎㐍課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課 

県警察交通つไ課ࠊす᪥ᮏ㧗㏿道路ᰴᘧ♫中国ᨭ♫

道�交通安全対策 
中項目 ʩ

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

事故危険箇所をàめşƊ事故率の高い区間や、ǲ£の交通安全実績を踏ま2た区間を優先的にǃ定し、対策立

�ǯÇでN「成果を上9る��q�ント」を推進するとともに、ñ��ーjデータ等の�ylデータを活用した

ǁŊ的危険箇所の対策など、きめŉか7効率的な事故対策を推進する。 

また、高速自動車国道等$においてN、交通安全施設等の整備を計画的に進めるとともに、適切な道路の維持

管理�道路交通情報の提供等を積極的に推進し、安全ƨƄの維持、向上を図る。 

さ\に、一ȼ道路にȽR安全Ƭの高い高速自動車国道等の利用ǖ進を図るほか、特に高齢者©転者にわかりや

すいîǑ防止対策にŶり組V。 

（ $高速自動車国道等とN、高速自動車道と:れにɖ行する一ȼ国道の自動車ƾ用道を示す。） 

ア 事故u�プラン（事故危険区間重点ÁƏō戦）の推進【重点事項】

ȗŁĞȦの交通事故が多発している区間、ć年、重大交通事故が発生した区間等、危険な箇所を交通事故デー

タやǲ£のƲ等ǩœ者の�見をŔĶに「事故危険区間（54箇所��としてǃ定し、効率的・計画的に交通安全施

策を実施する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）

道�交通安全対策 
中項目 ʩ

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

イ 事故危険箇所対策の推進

道路管理者と公安委員会がĆɩに連携し、şƊ事故率の高い幹線道路の区間及び交差点についてś定してい

る「交通事故危険箇所」において道路標識高ë度化等、集中的な交通事故抑止対策をĸ=る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ） 

【交通事故重点対Ɣ事業】 

# 松江国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 473 168 

二 種 事 業 . 52 

合 計 482 220 

# 浜田河川国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 260 215 

二 種 事 業 15 22 

合 計 275 237 

$一種事業�道路管理者が行う交通安全事業の中でŵに道路の改良に関する事業で、ĉǣ的にN歩道、歩行者

ƾ用道路、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者ƾ用道路、横断歩道ÿ、ǲ´横断歩道、中¯ǥ、交差

点改良、視øの改良、車ʓȃ車ǥ、路ğの改良、登坂車線及びɊ·車線等の事業

$二種事業�道路管理者が行う交通安全事業の中でŵに道路ɎǛ物及び区画線の設置に関する事業で、ĉǣ的

にN道路照明、防護柵、道路標識、視線ɿȡ標、道路ȺŰā、自転車駐車場、道路情報提供装置、区画線、

自動車駐車場及びǲ点標等の事業

ウ 幹線道路における交通規制

一ȼ道路についてN、道路ĴǕ、交通安全施設の整備ƛĀ、交通ƛĀ、交通事故の発生ƛĀ等を勘�しつつ、

交通規制の見直しを行い、その適ư化を図る。 

新規供用の高速自動車国道等についてN、道路ĴǕ、交通安全施設の整備ƛĀ等を勘�し、適ưな交通規制

を実施するとともに、既供用の高速自動車国道等についてN、交通ʐのɘ動、道路ĴǕの改良ƛĀ等を総合的

に勘�して交通実Ǧに即した交通規制を推進する。また、交通事故発生ŧ、Ȏīɉ良等の交通障É発生ŧにN、

そのƛĀに即してʙŧ交通規制をƥ速かつ的確に実施し、二Ũ事故の防止を図る。 

（ 県警察交通つไ課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ʩ

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

イ 事故危険箇所対策の推進

道路管理者と公安委員会がĆɩに連携し、şƊ事故率の高い幹線道路の区間及び交差点についてś定してい

る「交通事故危険箇所」において道路標識高ë度化等、集中的な交通事故抑止対策をĸ=る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ） 

【交通事故重点対Ɣ事業】 

# 松江国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 473 168 

二 種 事 業 . 52 

合 計 482 220 

# 浜田河川国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 260 215 

二 種 事 業 15 22 

合 計 275 237 

$一種事業�道路管理者が行う交通安全事業の中でŵに道路の改良に関する事業で、ĉǣ的にN歩道、歩行者

ƾ用道路、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者ƾ用道路、横断歩道ÿ、ǲ´横断歩道、中¯ǥ、交差

点改良、視øの改良、車ʓȃ車ǥ、路ğの改良、登坂車線及びɊ·車線等の事業

$二種事業�道路管理者が行う交通安全事業の中でŵに道路ɎǛ物及び区画線の設置に関する事業で、ĉǣ的

にN道路照明、防護柵、道路標識、視線ɿȡ標、道路ȺŰā、自転車駐車場、道路情報提供装置、区画線、

自動車駐車場及びǲ点標等の事業

ウ 幹線道路における交通規制

一ȼ道路についてN、道路ĴǕ、交通安全施設の整備ƛĀ、交通ƛĀ、交通事故の発生ƛĀ等を勘�しつつ、

交通規制の見直しを行い、その適ư化を図る。 

新規供用の高速自動車国道等についてN、道路ĴǕ、交通安全施設の整備ƛĀ等を勘�し、適ưな交通規制

を実施するとともに、既供用の高速自動車国道等についてN、交通ʐのɘ動、道路ĴǕの改良ƛĀ等を総合的

に勘�して交通実Ǧに即した交通規制を推進する。また、交通事故発生ŧ、Ȏīɉ良等の交通障É発生ŧにN、

そのƛĀに即してʙŧ交通規制をƥ速かつ的確に実施し、二Ũ事故の防止を図る。 

（ 県警察交通つไ課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ʩ

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

f 重大交通事故のŅ発防止

交通şɡ事故をN=め、社会的に大きなªĂをʀ2る重大交通事故が発生した場合N、速やかにșË箇所の

道路交通環境等発生のʄ因についてǽńするとともに、発生ʄ因にǘした所ʄの対策をǍñにĸ?る:とによ

り、șË事故とȠʂな交通事故のŅ発防止を図る。 

また、重大交通事故発生現場における現ǲ検Ȝ会のĘ果等をúɽする:とにより、Ƞʂの道路交通環境の改

ǅを図るRき危険箇所を発見し、重大交通事故のŅ発を防止するためのɃʄなǈ置をĸ?る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ） 

g 適切に機能分Ǭされた道路ɵの整備

高速自動車国道等か\生活道にŠる�yト�ークをǣ系的に整備するとともに、通¾交通のȲƉと交通の効

果的な分ŕ、�種交通の分ʊを図り、道路łŒのない円滑で安全な交通環境を確保するための整備を推進する。 
�ア� 高速自動車国道等

安全Ƭが高い高速自動車国道等の整備をǖ進し、一ȼ道路の事故の減ƌを図る。
�イ� Ğ管理道路

一ȼ国道432号【大Ȇバイ�ス】、（ŵ）浜田ȵ重¸ɏ線【ĿŚ工区】などの整備ǖ進を図る。
�ウ� ȯ道

ȯŖ物ɻǒの合理化を図るため、ȯ道の新設ɦN既設ȯ道の改良による整備を行う。
�f� ʘ道

ʘ道機能の向上を図り、安全な自動車Ǒ行を確保するため、改良・ɚ装事業を行う。

中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県㎰ᮧᩚഛ課ࠊ県᳃ᯘᩚഛ課ࠊ県道路建設課ࠊ県㧗㏿道路᥎㐍課 

県㒔ᕷィ⏬課ࠊす᪥ᮏ㧗㏿道路ᰴᘧ♫中国ᨭ♫

h 高速自動車国道等における事故防止対策の推進

�ア� 事故多発区間のうCĆñに対策を実施すRき箇所についてN、事故ʄ因のƓŉな分析を行い、Ǹ�Õê標

識、路面標示、ȴǊɚ装の整備等を重点的に実施する。

�イ� 道路ĴǕ上°ɐに分ʊされていない区間についてN、対向車線QのNUƃしによる重大事故を防止するた

め、高視ȫƬ�ストコーン、高視ȫƬ区画線の設置によるÜ�分ʊ施設の視ȫƬ向上、®ȤĎ路面標示の設

置等の分ʊ対策のý化を図る。

�ウ� îǑ及び歩行者、自転車等の立CȪり事�による事故を防止するための、連絡等施設ɊćでN標識や路面

標示の整備、情報Ȼによる効果的な対策の拡充に·2、サー�スfリア等におけるč発活動を行う�スター

等のđ示により安全č発を図る。

�f� Ɓǧ区間におけるȀȥ事故防止を図るため、情報Ȼの効果的な活用を推進するほか、ħɂėÃ車等により

Ɓǧ最ħɂɊćのėÃを行う。

�g� 事故発生ħのòƈ・òñ活動をŜするためĆñÆĮɏの活用及び高速自動車国道における�リコプター

によるòƈ・òñ活動をŜする。

�h� ¾ʟ©転やイライラ©転を防止し、安全でÂ適な自動車Ǒ行に資するより良いǑ行環境の確保を図るた

め、事故や故障によるȃ車車ʓのǍ期ȌöによるƁǧ対策、ïĐ施設のłŒÁƏを推進する。

�j� 道路利用者の多ʂな~ーsに:た2、道路利用者Q適切な道路交通情報を提供する道路交通情報通信pス

z�（VICS）およびＥＴＣ2.0等の整備・拡充を図るとともに、ƁǧのÁƏ及び利用者サー�スの向上を図る

ため、携ǥ電ʢ、インター�yト等ı7Ɍ及している情報通信を活用し即ŧに道路交通情報提供を行う利用

者サー�スの向上等を推進する。

�ク� 二Ũ的交通事故防止対策の推進

車ʓ故障Ŵし7N交通事故によりȃ止中の車ʓか\Ĺ車し、ɦN車Ȧにとどまった©転者等がȾÉにǓう

交通事故がħをƼたない:とか\�車ʓ故障等で©転がŀȧとなった場合におけるiー}�ールのÈǗ等の

安全な場所Qのɀȧやȃ止Ɇ示âŋのɆ示等のǈ置について、ı報č発活動や交通安全þ¤を推進する。 

中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県㧗㏿道路᥎㐍課ࠊ県警察交通つไ課 

す᪥ᮏ㧗㏿道路ᰴᘧ♫中国ᨭ♫ 

道�交通安全対策 
中項目 ʩ 

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

j 改Ǵ等による交通事故対策の推進

�ア� 高速自動車国道等

# 高速自動車国道等のƛĀ（令和５年４ę１日現Ŋ）

計画路線¬長（ʦ） 
供用¬長（ʦ） 供用率（"） 

令和４年度現ƛ 令和５年度計画 令和４年度現ƛ 令和５年度計画 

289 222 235 77 81 

�イ� Ğ管理道路

歩行者及び自転車利用者の安全確保を図るため道路改Ǵにɔせた歩道の新設、拡幅等を（Ȕ）松江ċɹ線

を始めとするÊ路事業や道路改Ǵ事業により計画的に実施する。 

事業ɭ 

（実施事業・工種） 

令和４年度実績 令和５年度計画 

事業ʖ 事業ȿ（百万円） 事業ʖ 事業ȿ（百万円） 

道路改Ǵ事業（道路ě設課） 181工区 18�147 138工区 11�028

Ê 路 事 業（ȔŚ計画課） ,工区 1�855 ,工区 1�625

計 20�002 12�653

$事業ʖNșË年度実施箇所Ʃ（ĕǝ及びÖʒの全て）である。

�ウ� ȯ道

ȯ道の通行の安全を確保するため、新設・改良及び交通安全施設の整備を行う。

# ȯ道の新設・改良及び交通安全施設の整備

事業ɭ 
令和４年度実績 令和５年度計画 

事業ʖ 事業ȿ（百万円） 事業ʖ 事業ȿ（百万円） 
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ȯ道保全対策事業 18ǲ区 829 22ǲ区 730

計 28ǲ区 1�878 33ǲ区 1�584

�f� ʘ道

ʘ道の通行の安全を確保するため、改良・ɚ装事業を行うとともに、交通安全施設の整備を行う。

# ʘ道の改良、ɚ装及び交通安全施設の整備

事業ɭ（事業ŵǣ） 
令和４年度実績 令和５年度計画 

事業ʖ 事業ȿ（百万円） 事業ʖ 事業ȿ（百万円）

ʘ道改良事業（ŚǼ） .路線 178 ,路線 150

ʘ道ɚ装事業（ŚǼ） １路線 10 １路線 14

計 10路線 188 -路線 164

中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県㎰ᮧᩚഛ課ࠊ県᳃ᯘᩚഛ課ࠊ県道路建設課ࠊ県㧗㏿道路᥎㐍課 

県㒔ᕷィ⏬課ࠊす᪥ᮏ㧗㏿道路ᰴᘧ♫中国ᨭ♫
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道�交通安全対策 
中項目 ʩ 

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 
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供用¬長（ʦ） 供用率（"） 
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�ウ� ȯ道

ȯ道の通行の安全を確保するため、新設・改良及び交通安全施設の整備を行う。
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事業ʖ 事業ȿ（百万円） 事業ʖ 事業ȿ（百万円） 

一ȼȯ道整備事業 ４ǲ区 391 ４ǲ区 460

基幹ȯ道整備事業 ４ǲ区 539 ５ǲ区 374

Pるさとȯ道整備事業 'ǲ区 119 'ǲ区 20

ȯ道保全対策事業 18ǲ区 829 22ǲ区 730

計 28ǲ区 1�878 33ǲ区 1�584

�f� ʘ道

ʘ道の通行の安全を確保するため、改良・ɚ装事業を行うとともに、交通安全施設の整備を行う。

# ʘ道の改良、ɚ装及び交通安全施設の整備

事業ɭ（事業ŵǣ） 
令和４年度実績 令和５年度計画 

事業ʖ 事業ȿ（百万円） 事業ʖ 事業ȿ（百万円）

ʘ道改良事業（ŚǼ） .路線 178 ,路線 150

ʘ道ɚ装事業（ŚǼ） １路線 10 １路線 14

計 10路線 188 -路線 164
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道�交通安全対策 
中項目 ʩ

幹線道路における交通安全対策の推進 

【重点項目】 大項目 １ 道路交通環境の整備 

ク 交通安全施設等の高度化

�ア� 信号機

交通の実Ǧ、交通事故の発生ƛĀをƀ分にǽń分析し、ơにɃʄƬが高い場所に信号機を設置するととも

に、既設信号機についてN信号柱の集ɺなどの設置ɟɠの合理化や交通環境のɘ化に応=た見直しを図る。 

信号機の集中制御化、系統化、速度感応化、多現示化、¨ƺ感応化等の高度化を推進し、交通ƛĀのɘ化

に合理的に対応する。 

�イ� 道路標識等交通安全施設

道路ĴǕや交通ʖ、交通事故の発生ƛĀ等、交通実Ǧをƀ分にȰ�し、交通の安全を確保するため、道路

標識の高ë度化等の交通安全施設の整備を推進するほか、ɃʄƬの低´した交通安全施設の合理化によっ

て、ơにɃʄƬの高い箇所Qの交通安全施設の整備を推進する。

また、経年ʜ化等により視ȫƬの低´した交通規制標識及び標示を計画的に補修し、標識･Ɇ示の適切な

維持管理にȕめる。 

そのほか、道路のĴǕ、交通のƛĀ等に応=て、自動車の�置や目的ǲまでのøʊをʁ�に確ȫƃʆるよ

うにするためのj��スト（ǲ点標）の整備を推進する。 

また、�ǆとして多発しているɸ間şɡ事故に対ƅするため、道路照明・視線ɿȡ標等の設置によるɸ間

事故対策を推進する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ⑷ 交通安全施設等整備事業の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

社会資本整備重点計画に基づき、歩行者及び自転車利用者の保護を最重点に自転車歩行者道の整備を始め、交

差点改良の推進、道路照明、防護柵、道路情報提供装置等の整備と、区画線の更新等を積極的に実施するととも

に、高齢者、障がい者等の移動が円滑になるようバリアフリー化の推進を行う。 

また、歩道の設置を伴う既存道路の拡幅工事、駐車場の設置、登坂車線等の道路事業を計画的に実施する。 

【交通安全施設等整備事業の推進】 

◯ 松江国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 276 269 

二 種 事 業 48 530 

合 計 324 799 

◯ 浜田河川国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 554 664 

二 種 事 業 34.4 134 

合 計 588.4 798 

ア 交通安全施設等の戦略的維持管理

平成 25 年に「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において策定された「インフラ長寿

命化基本計画」等に即して、中長期的な視点に立った老朽施設の更新、施設の長寿命化、ライフサイクルコス

トの削減等を推進する。 

横断歩行者優先の前提となる横断歩道の道路標識･標示が破損、滅失、褪色、摩耗等の理由により、その効果

が損なわれないよう、効率的かつ適切な管理を行う 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）

イ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進

「ゾーン30」による低速度規制と物理デバイス等の適切な組合せによる「ゾーン30プラス」の整備につい

て、道路管理者と公安委員会が連携して速度抑制対策の充実を図る等の面的かつ総合的な交通対策を推進する

とともに、通学路や未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路における安全･安心な歩行空間の確

保を図るほか、道路標識や道路標示などの交通安全施設の整備を行う。 

また、自転車利用環境の整備、無電柱化の推進、安全上課題のある踏切の対策等による歩行者・自転車の安

全な通行空間を確保する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県警察交通つไ課 ）

ウ 幹線道路対策の推進

幹線道路の機能の維持向上のため、信号機の制御設定の計画的な見直し等を推進するとともに、信号機の集

中制御化、系統化、感応化、多現示化等の高度化を推進するともに、信号機等老朽化した交通安全施設につい

ての計画的な更新補修を推進し、重大交通事故の防止などの交通の安全と円滑を確保する。 

また、交通事故が特定の区間に集中して発生する幹線道路の事故危険箇所において、事故データの客観的な

分析による事故原因の検証に基づき、交通信号機の改良、交差点改良等総合的な対策を実施する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県警察交通つไ課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ⑷ 交通安全施設等整備事業の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

社会資本整備重点計画に基づき、歩行者及び自転車利用者の保護を最重点に自転車歩行者道の整備を始め、交

差点改良の推進、道路照明、防護柵、道路情報提供装置等の整備と、区画線の更新等を積極的に実施するととも

に、高齢者、障がい者等の移動が円滑になるようバリアフリー化の推進を行う。 

また、歩道の設置を伴う既存道路の拡幅工事、駐車場の設置、登坂車線等の道路事業を計画的に実施する。 

【交通安全施設等整備事業の推進】 

◯ 松江国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 276 269 

二 種 事 業 48 530 

合 計 324 799 

◯ 浜田河川国道事務所

令和４年度実績 令和５年度計画 

道路整備勘定（百万円） 道路整備勘定（百万円） 

一 種 事 業 554 664 

二 種 事 業 34.4 134 

合 計 588.4 798 

ア 交通安全施設等の戦略的維持管理

平成 25 年に「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において策定された「インフラ長寿

命化基本計画」等に即して、中長期的な視点に立った老朽施設の更新、施設の長寿命化、ライフサイクルコス

トの削減等を推進する。 

横断歩行者優先の前提となる横断歩道の道路標識･標示が破損、滅失、褪色、摩耗等の理由により、その効果

が損なわれないよう、効率的かつ適切な管理を行う 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）

イ 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進

「ゾーン30」による低速度規制と物理デバイス等の適切な組合せによる「ゾーン30プラス」の整備につい

て、道路管理者と公安委員会が連携して速度抑制対策の充実を図る等の面的かつ総合的な交通対策を推進する

とともに、通学路や未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路における安全･安心な歩行空間の確

保を図るほか、道路標識や道路標示などの交通安全施設の整備を行う。 

また、自転車利用環境の整備、無電柱化の推進、安全上課題のある踏切の対策等による歩行者・自転車の安

全な通行空間を確保する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県警察交通つไ課 ）

ウ 幹線道路対策の推進

幹線道路の機能の維持向上のため、信号機の制御設定の計画的な見直し等を推進するとともに、信号機の集

中制御化、系統化、感応化、多現示化等の高度化を推進するともに、信号機等老朽化した交通安全施設につい

ての計画的な更新補修を推進し、重大交通事故の防止などの交通の安全と円滑を確保する。 

また、交通事故が特定の区間に集中して発生する幹線道路の事故危険箇所において、事故データの客観的な

分析による事故原因の検証に基づき、交通信号機の改良、交差点改良等総合的な対策を実施する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県警察交通つไ課 ）

－ 7－



道�交通安全対策 
中項目 ǲ 交通|全施ŕ等整備đ業の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

エ 交通円滑化Ŵ策の推進

交通|全に資するため、ľô機の改ǫ、交ùƖのǦ体化、分かりやすい}内ƳėのŕƂ、Ǖ間の交通Ǭに

�じたƲ要な�İのó¹ƚƳėのŕƂ等を推進するほか、ƶǉŗ用物×のƫı、道路のÈりǂしのǟ制など

道路使用の適Ŏ化やƈ車Ŵ策を実施することにより、交通ǜǬの 大を図るとともに、ƾ*0自動車からの

ƥą化żŠƫĭのǟ制を推進する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県警察交通つไ課 ）

L óƚ道路交通システム（ＩＴＳ���������������
�������������）の推進による|全で�適な道路交通環境の実現

交通情報のģĦ�分ő�提供や交通状況にŭ�したľô制ã+のŲ道路に�$る交通の規制をë域的か.Ŧ

õ的に行うため、交通制エリアの 大をĈめ、交通制システムの充実・改ǫを図る。 

交通実Ŷに�じたľô制ãのóƚ化や新交通ǣシステム（%Ｔ Ｓ�	������
����
����
�
��������������）

の整備推進により、情報ģĦ・提供環境を 充し、道路交通情報提供の充実等を図る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県警察交通つไ課 ）

カ 道路交通環境整備へのħǏă�の促進

「Ƴė�!'・ľô機�!'」（はが"、インターネ\ト等を利用し0、地域ħǏや�転者等道路利用者から道

路Ƴė等に関する�ÜをġƷ$るもの。）等を活用し、地域ħǏ等が日Ļªじ0いる�Üを取り入E、交通|全

施ŕの整備やŴ策を実施する。 

・ 「道のťſĘ」の活用

・ 地域ħǏă�の現ĺƖÙの実施

(ア) 道路ǣ者、交通ǣ者及び地域ħǏや道路利用者のĞ体的なă�のもと、「交通|全ŦƖÙ」「通£路交

通|全kxPラム」とし0道路環境のƖÙを行い、行ŌとħǏなど地域が�体となった取り組<を通じ0交

通の|全確保を図る。 

(イ) Ī大交通đâƮŏ時やđâ³Ý�İに�い0、地域内の交通関É団体やħǏのă�をƢた現ĺƖÙを実施

し地域ħǏの�ÜをƯ�さ*た道路交通環境の整備を図る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）

N ǯǡ�»等の活用

「ƛ÷県道路交通環境|全推進ǯǡ�»」等のǯǡ�»を活用し、£ėÏÞ者のアドバイスをġ$..、施

策の企�、ƴ�、進行ǣ等に関し0¿»を行い、的確か.Ƅ実に|全な道路交通環境の実現を図る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ǳ óǭ者等の�動Ġžの確保・充実

大項目 １ 道路交通環境の整備 

市町村とǯÍし、市町村に�$る地域公共交通のマスターkランのþŋなど、地域課題の解決に資する新たな

取組を支援し、óǭ者をĈめとする地域ħǏの�動Ġžの確保�充実を推進する。 

（ 県交通ᑐ⟇課 ）

道�交通安全対策 
中項目 Ǵ ǆ行者Ç間のsニバーサvデSイン化

大項目 １ 道路交通環境の整備 

óǭ者やķがい者等を±め0全0のŅが|全に、|Ŀし0ă�し活動で"るě�を実現するため、ƻのëいǆ

道・自転車ǆ行者道の整備やǆ道のžù・ÊĚ・è配の改善、乗õ自動車ƎǨİ（バスƎ）の整備、ǑƘƆ化、

ď¢ķがい者ǚ導用ブx\クの整備等によるǆ行Ç間のǯů的・ǒ的なsニバーサvデSイン化を推進する。 

また、バリアiリー化をĈめとする|全�|Ŀなǆ行Ç間を整備する。 

（ 中国ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ǵ ǑƘƆ化の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

|全で�適な通行Ç間の確保、道路のǊû性の向上、ǫêなÎ®のÌŋ、情報通ľネ\トyークのľǠ性の向

上、®åŀÂの®Ɩから、道路の新ŕ ƻ等を行うýに同時整備を推進するとともに、Ƙś共同ðのŚţǌŕ等

ƍコストĠǉの導入によるコストī減を図るほか、地上機´のĳË化によるǆ行者の|全性確保などの取組を推

進する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ǳ óǭ者等の�動Ġžの確保・充実

大項目 １ 道路交通環境の整備 

市町村とǯÍし、市町村に�$る地域公共交通のマスターkランのþŋなど、地域課題の解決に資する新たな

取組を支援し、óǭ者をĈめとする地域ħǏの�動Ġžの確保�充実を推進する。 

（ 県交通ᑐ⟇課 ）

道�交通安全対策 
中項目 Ǵ ǆ行者Ç間のsニバーサvデSイン化

大項目 １ 道路交通環境の整備 

óǭ者やķがい者等を±め0全0のŅが|全に、|Ŀし0ă�し活動で"るě�を実現するため、ƻのëいǆ

道・自転車ǆ行者道の整備やǆ道のžù・ÊĚ・è配の改善、乗õ自動車ƎǨİ（バスƎ）の整備、ǑƘƆ化、

ď¢ķがい者ǚ導用ブx\クの整備等によるǆ行Ç間のǯů的・ǒ的なsニバーサvデSイン化を推進する。 

また、バリアiリー化をĈめとする|全�|Ŀなǆ行Ç間を整備する。 

（ 中国ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ǵ ǑƘƆ化の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

|全で�適な通行Ç間の確保、道路のǊû性の向上、ǫêなÎ®のÌŋ、情報通ľネ\トyークのľǠ性の向

上、®åŀÂの®Ɩから、道路の新ŕ ƻ等を行うýに同時整備を推進するとともに、Ƙś共同ðのŚţǌŕ等

ƍコストĠǉの導入によるコストī減を図るほか、地上機´のĳË化によるǆ行者の|全性確保などの取組を推

進する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 Ƕ 効�的な交通規制の推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

ア 地域のƣ性に�じた交通規制

自動車交通をŻう©ś道路とǆ行者中Ŀのŏ活道路等、+の利用実Ŷに�じた交通規制を推進するととも

に、「Zーン�0」によるƍŮƚ規制と物ǣデバイス等の適Ŕな組õ*による「Zーン�0kラス」の整備に.い

0、道路ǣ者とǯÍし0Ůƚǟ制Ŵ策の充実を図るほか、通£路やǎĥ£Ēを中Ŀにĉ供が日Ļ的にĦ団で

�動するÏ路等に�$る|全・|Ŀなǆ行Ç間を確保するためŦõ的な交通規制を実施する。 

イ |全で機Ʃ的なƙ市交通確保のための交通規制

|全で機Ʃ的なƙ市交通を確保するため、Ñ�的にƙ市ƺに�$る交通規制を推進し、交通流・Ǭの適Ŏな

配分・ǚ導を図る。 

ウ 交通実Ŷのǀ化等にŭした交通規制の推進及び道路交通環境のíなる改善

道路整備、地域�Ʈ、Ĳ業施ŕの新ŕ等による交通đ情のǀ化を的確にƪ{し0、Yiト・dード両ǒでの

Ŧõ的なŴ策を実施するとともに、úóŮƚ、ƈ車、ľô制ã等の交通規制に.い0、実ŉŮƚ、路上ƈ車実

Ŷ、交通Ǭ等の地域の交通実Ŷ及び地域ħǏ、道路利用者等の�ÜもƝまえ、Ñ�的なÜƋしを推進する。 

úóŮƚ規制に.い0は、「ƛ÷県ÒāŮƚǣċń」をƝまえ、Ğ要な©ś道路に�い0は、道路環境や

道路構ū、実ŉŮƚ、交通đâƮŏ状況等を§}し..、規制ŮƚのÜƋしや規制ǣǙのĤƀşƂ等をÑ�的

に推進するとともに、ŏ活道路に�い0は、Ůƚǟ制Ŵ策を積Å的に推進する。 

（ 県警察交通つไ課 ）

道�交通安全対策 
中項目 Ƿ 自転車利用環境のŦõ的整備�ĪƖđ項�

大項目 １ 道路交通環境の整備 

ア |全で�適な自転車利用環境の整備

公|~��と道路ǣ者がǯÍし0、自転車の|全な通行環境を整備する。

また、自転車がŨ行�Ʃなƻのëいǆ道である自転車ǆ行者道、路Ûのカラーǅŧ化や�ŒのŕƂ等、Ŧõ

的に自転車利用環境を整備する。 

自転車専用通行帯上のƈ車�Ư取Ɛりを実施する。 

イ 自転車等のƈ車Ŵ策の推進

自転車の|全利用の促進及び自転車等のƈ車Ŵ策のŦõ的推進に関するǉǤ（ĴǱ		ƨǉǤŹ�
ô）にµ

/"、自転車等のƈ車Ŵ策をŦõ的に推進する。 

ウ 大規Ǔ自転車道の整備

地域のニーWをƝまえ、¶Ű施ŕをǘ効利用し、交通の|全を確保し、Ǜ�活動のŪ大にŴ�したǮćや自

ŝにłしめる大規Ǔ自転車道の整備を推進する。 

中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課ࠊ県警察交通指導課 

県警察交通つไ課

道�交通安全対策 
中項目 Ǹ óƚ道路交通システム（ＩＴＳ）の活用

大項目 １ 道路交通環境の整備 

ア 道路交通情報通ľシステムの整備

リアvタイムでの渋滞情報、交通規制の状況等の道路交通情報を提供するＶＩＣＳの整備・ 充を推進するた

め、åビーコンを整備するとともに、情報提供の充実を図る。 

（ 中国⥲ྜ通ಙ局ࠊ中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県警察交通つไ課 ）

イ 新交通ǣシステムの推進

交通制Xンターを中Ŀに、á�の車両等とのŢǈ向通ľが�Ʃなåビーコンをƭ体とし0交通流・ǬをŦ

õ的にǣすることにより、óƚな交通情報提供、公共車両の優先通行、交通公�のÿ減、|全�転の支援、

ǆ行者の|全確保等を図り、交通の|全及び�適性を確保しようとする%Ｔ Ｓの構Ťにµ/"、システムの

充実等を推進する。 

（ 県警察交通つไ課 ）

ウ 交通đâǊĎのための�転支援システムの推進

交通制システムのインiラ等を利用し0、�転者にŴし0Ĥǁの交通状況をリアvタイムに情報提供する

ことにより、³Ý要�にŴするƇ�を促し、交通đâのǊĎを図る|全�転支援システムの整備促進を図る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県警察交通つไ課 ）

エ ＥＴＣ2.0のƔ�

ＥＴＣの通ľºĮをlースとしたＥＴＣ2.0サービスのƸ及を¨Ǐ�体となっ0Ɣ�する。

ＥＴＣ2.0 サービスにより、ＥＴＣに�え渋滞�ư支援、|全�転支援、û�時の支援といった情報提供サー

ビスを実現する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊす᪥ᮏ㧗㏿道路ᰴᘧ♫ ）

L 道路�送đ業にÉるóƚ情報化の推進

環境に配慮した|全か.円滑な自動車の�行を実現するため道路�送đ業に�い0実Ķ実Þ等の実施Õ�

をƝまえ、ＩＴＳºĮを活用した、システム等の整備を推進し、公共交通機関の利用促進や物流の効率化を進め

る。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局ࠊ中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県警察交通つไ課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 Ǹ óƚ道路交通システム（ＩＴＳ）の活用

大項目 １ 道路交通環境の整備 

ア 道路交通情報通ľシステムの整備

リアvタイムでの渋滞情報、交通規制の状況等の道路交通情報を提供するＶＩＣＳの整備・ 充を推進するた

め、åビーコンを整備するとともに、情報提供の充実を図る。 

（ 中国⥲ྜ通ಙ局ࠊ中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県警察交通つไ課 ）

イ 新交通ǣシステムの推進

交通制Xンターを中Ŀに、á�の車両等とのŢǈ向通ľが�Ʃなåビーコンをƭ体とし0交通流・ǬをŦ

õ的にǣすることにより、óƚな交通情報提供、公共車両の優先通行、交通公�のÿ減、|全�転の支援、

ǆ行者の|全確保等を図り、交通の|全及び�適性を確保しようとする%Ｔ Ｓの構Ťにµ/"、システムの

充実等を推進する。 

（ 県警察交通つไ課 ）

ウ 交通đâǊĎのための�転支援システムの推進

交通制システムのインiラ等を利用し0、�転者にŴし0Ĥǁの交通状況をリアvタイムに情報提供する

ことにより、³Ý要�にŴするƇ�を促し、交通đâのǊĎを図る|全�転支援システムの整備促進を図る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県警察交通つไ課 ）

エ ＥＴＣ2.0のƔ�

ＥＴＣの通ľºĮをlースとしたＥＴＣ2.0サービスのƸ及を¨Ǐ�体となっ0Ɣ�する。

ＥＴＣ2.0 サービスにより、ＥＴＣに�え渋滞�ư支援、|全�転支援、û�時の支援といった情報提供サー

ビスを実現する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊす᪥ᮏ㧗㏿道路ᰴᘧ♫ ）

L 道路�送đ業にÉるóƚ情報化の推進

環境に配慮した|全か.円滑な自動車の�行を実現するため道路�送đ業に�い0実Ķ実Þ等の実施Õ�

をƝまえ、ＩＴＳºĮを活用した、システム等の整備を推進し、公共交通機関の利用促進や物流の効率化を進め

る。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局ࠊ中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県警察交通つไ課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ⑾ 交通需要マネジメントの推進

大項目 １ 道路交通環境の整備 

ア 公共交通機関利用の促進

(ア) 道路交通の混雑が著しい道路でのバス優先・専用レーンなどの交通規制や公共車両優先システム（"Ｔ"Ｓ）

などの整備、コミュニティバスの導入など公共交通機関の利用促進を図る。 

また、鉄道、バス、タクシー等の公共交通機関の確保・維持・改善を図るための施策を推進するほか、新

たなモビリティサービスである ((Ｓ等の地域課題の解決に資する取組への支援など、地域の状況に適った

公共交通機関への転換・活性化を図り利用を促進する。 

さらに、公共交通機関の乗り継ぎ改善等によるシームレスな公共交通の実現を促すことにより、利用者の

利便性向上を図る。 

(イ) ノーマイカーデー、パークアンドライド等を推進し、マイカー通勤から鉄道・バス等の公共交通機関への

転換による円滑な道路交通の実現を図る。 

また、マイカー利用を自粛する取組の促進するため、毎月１日、20日を車の利用を控える「ノーマイカー

デー」とするとともに、環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用を行う「エコドライブ」の推進に全県的に

取り組むこととし、県をはじめ県内の市町村や企業及び団体等とともに推進する。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県⎔ቃᨻ⟇課ࠊ県警察交通つไ課 ）

イ 貨物自動車利用の効率化

共同配送システムの構築等による貨物自動車の積載率向上などの取組により輸送や物流の効率化の促進を

図る。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県⎔ቃᨻ⟇課 ）

ウ 交通需要の平準化

交通需要のピーク時間帯の交通を分散するため、渋滞情報等の交通情報提供の充実を図る。

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県⎔ቃᨻ⟇課ࠊ県警察交通つไ課 ）

道�交通安全対策 
中項目 ɫ 

災害に備えた道路交通Êêの整備 

【重点事項】 大項目 % 道路交通Êêの整備 

a 災害に備えた道路の整備

大規Ⱥ地Ƈ発生時のȐ災地のã 活動や緊急ȟ資ȼƬにȚ©ąな緊急ȼƬ道路を確保するため�緊急ȼƬ

道路のíɕのƻƇȨ強�を推進する。 

〇 č管理道路のíɕのƻƇƭ強  

令和4年度実績 令和５年度計画（予定） 

事ïɗ 

（路ơ�®ŭ）

事ïȑ 

（ȕȰ�） 

Çɓ 

（®ŭ） 

事ïɗ 

（路ơ�®ŭ）

事ïȑ 

（ȕȰ�） 

Çɓ 

（®ŭ） 

17�27 1,409 , ,�, 9�� + 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㧗㏿道路᥎㐍課ࠊ県Ỉ⏘課 ）

イ 災害に強い交通安全施設等の整備推進

道路ĦƮの保全、道路ĦƮにÜ�する交通の危険防止、災害時等の緊急時における道路状îのƉƴかつ的

確なȅ�を目的として、交通管制oンrーの高度化と機ȄのȠŁ化、道路管理用ËŊf��（ＣＣＴＶ）の整

備を推進する。 

また、災害発生時のǕǤにÜ�するƂĭ機の機ȄǕ止によるĲɋを防止するため、予備ǤĔとして自動Ü

動ŒƂĭ機ǤĔț¨ƫ置やǕǤƺľ用ǤĔȈ、©ȌŒ発動発Ǥ機の整備とǜƙな�Ŏ管理を推進するととも

に、©ȌŒ発動発Ǥ機等の確保について関係機関・団体、Ȳ間Ñï等との協力関係のĦǊを図る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県警察交通つไ課 ）

c 災害発生時における交通規制

災害発生時は、Ȑ災地Oの車ɔのɑǿɉ制等の交通規制をƉƴかつ的確に実施するとともに、大規Ⱥ災害発

生時には、緊急交通路を確保するため、災害ƺľÔȮȬ�Ŵ和36 年Ȭɏǀ223 ĭ�にÔDく緊急通行車ɔ以¹

の車ɔ通行ò止規制を実施する。 

また、道路交通のĲɋをĶ小ėにɉえるため的確な�回路指Ő・ģȩを行うとともに情ȩをǙçする道路情

ȩȍ等の整備を推進する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）

エ 災害発生時における情ȩǙçの充実

災害発生にȊう通行止め等の道路交通規制情ȩをƉƴにšŤし、道路利用者O道路交通情ȩȍやインrー

ztv等を活用した情ȩǙçの充実を図る。 

また、通行止め等の災害時における道路交通規制情ȩǙçのĻりȫについて、道路管理者等の関係機関及び

ȩ道関係者間で�き続き検ǰを進める。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課ࠊす᪥ᮏ㧗㏿道路ᰴᘧ♫ ）
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道�交通安全対策 
中項目 ɫ 

災害に備えた道路交通Êêの整備 

【重点事項】 大項目 % 道路交通Êêの整備 

a 災害に備えた道路の整備

大規Ⱥ地Ƈ発生時のȐ災地のã 活動や緊急ȟ資ȼƬにȚ©ąな緊急ȼƬ道路を確保するため�緊急ȼƬ

道路のíɕのƻƇȨ強�を推進する。 

〇 č管理道路のíɕのƻƇƭ強  

令和4年度実績 令和５年度計画（予定） 

事ïɗ 

（路ơ�®ŭ）

事ïȑ 

（ȕȰ�） 

Çɓ 

（®ŭ） 

事ïɗ 

（路ơ�®ŭ）

事ïȑ 

（ȕȰ�） 

Çɓ 

（®ŭ） 

17�27 1,409 , ,�, 9�� + 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㧗㏿道路᥎㐍課ࠊ県Ỉ⏘課 ）

イ 災害に強い交通安全施設等の整備推進

道路ĦƮの保全、道路ĦƮにÜ�する交通の危険防止、災害時等の緊急時における道路状îのƉƴかつ的

確なȅ�を目的として、交通管制oンrーの高度化と機ȄのȠŁ化、道路管理用ËŊf��（ＣＣＴＶ）の整

備を推進する。 

また、災害発生時のǕǤにÜ�するƂĭ機の機ȄǕ止によるĲɋを防止するため、予備ǤĔとして自動Ü

動ŒƂĭ機ǤĔț¨ƫ置やǕǤƺľ用ǤĔȈ、©ȌŒ発動発Ǥ機の整備とǜƙな�Ŏ管理を推進するととも

に、©ȌŒ発動発Ǥ機等の確保について関係機関・団体、Ȳ間Ñï等との協力関係のĦǊを図る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県警察交通つไ課 ）

c 災害発生時における交通規制

災害発生時は、Ȑ災地Oの車ɔのɑǿɉ制等の交通規制をƉƴかつ的確に実施するとともに、大規Ⱥ災害発

生時には、緊急交通路を確保するため、災害ƺľÔȮȬ�Ŵ和36 年Ȭɏǀ223 ĭ�にÔDく緊急通行車ɔ以¹

の車ɔ通行ò止規制を実施する。 

また、道路交通のĲɋをĶ小ėにɉえるため的確な�回路指Ő・ģȩを行うとともに情ȩをǙçする道路情

ȩȍ等の整備を推進する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）

エ 災害発生時における情ȩǙçの充実

災害発生にȊう通行止め等の道路交通規制情ȩをƉƴにšŤし、道路利用者O道路交通情ȩȍやインrー

ztv等を活用した情ȩǙçの充実を図る。 

また、通行止め等の災害時における道路交通規制情ȩǙçのĻりȫについて、道路管理者等の関係機関及び

ȩ道関係者間で�き続き検ǰを進める。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課ࠊす᪥ᮏ㧗㏿道路ᰴᘧ♫ ）
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道�交通安全対策 
中項目 ɬ 総合的なǏ車ƺľの推進【重点事項】

大項目 % 道路交通Êêの整備 

a きめĸやかなǏ車規制の推進
道路Êê、交通実態、Ǐ車Š要等の変化にȊい、より良ġなǏ車ǋŮを確立するため、時間、ɄǾ、ÙƜ等

による交通ɑ・ɗの変化等の時間的Ŋ点と、道路のõ間8との交通Êêや道路ĦƮの特性等の場ŭ的Ŋ点のɔ
ȹから、°ȟŤȇ中の車ɔに係るǏ車規制のĎǒしをはじめ、Ę�の時間及び場ŭに応じたきめĸかなǏ車規
制を推進する。 

（ 県警察交通つไ課 ）

イ �ȬǏ車ƺľの推進
�a� �質性�危険性�ȷɥ性の高い�ȋに重点指向し、地域の実態に応じた取ǚりを推進する。
�イ� 交通事故のĒ�となBたǏ車�ȋや、常習的な�ȋ等�質なǏ車�ȋについては、運転者の責任Ǔ及を徹
底する�
他ȫ、運転者責任をǓ及できないȪ置車ɔについては、Ń用者の責任をǓ及する。 

（ 県警察交通指導課 ）

c �ȬǏ車をȆůしようとする機運の醸成
�a� ģȩú発活動の推進

�ȬǏ車のȆů及び自動車の保管場ŭの確保等に関し、čȲOのƖñ的なģȩú発活動を行う。
�イ� 地域交通安全活動推進�員制度の活性化

地域交通安全活動推進�員によるƖñ的な¼ǲ活動等により、ťȲの理解・協力を得ながら�ȬǏ車Ȇů
の機運醸成を図る。 

（ 県警察交通⏬課 ）

道�交通安全対策 
中項目 ɭ 道路交通情ȩの充実【重点事項】

大項目 % 道路交通Êêの整備 

a 情ȩšŤ・Ǚç体制の充実
ƸɅ化する道路利用者のyーnに7たえて道路利用者にƺし必要な道路交通情ȩをǙçする7とにより、安

全かつ�Äな道路交通を確保するため、Ğ}`イ{ーztv�ーク等のƄたな情ȩÝŪを活用しつつ、交通Ë
Ŋf��、路ư通Ƃlスuム、車ɔÉǆÓ、交通情ȩȍ、道路情ȩǙçƫ置等の整備による情ȩšŤ・Ǚç体
制の充実を図る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）

イ 高度交通lスuム（ＩＴＳ）を活用した道路交通情ȩの高度化
高度交通lスuム（ＩＴＳ）の一Êとして、運転者にŧƽ状î等の道路交通情ȩをǙçするＶＩＣＳやＥＴＣ2.0の

整備�¾充をƖñ的に図る7とにより、交通のȠŁを図り、交通ŧƽを解Ŷし、交通の安全と�Ä化を推進す
る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県警察交通つไ課 ）

c Ƞかりやすい道路交通Êêの確保
時間別・車Ş別等の交通規制の実効を図るためのŊȁ性・ƻß性にȽ\た規制Ȗ識の整備Ȣびに利用者の

yーnに即した系ǯ的でȠかりやすい�内Ȗ識及び中£ơ変�lスuムの整備を推進する。 
また、主要なÈơ道路の交ĳ点及び交ĳ点ț近において、ルーvȏĭ等を用いた�内Ȗ識の設置を推進する

とともに、地図を活用したƸĖěȗÛの実施等により、İĹ化の進ǟOのƺ応に努める。 
（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ɮ

交通安全にÕɁする道路交通Êêの整備 

【重点事項】 大項目 % 道路交通Êêの整備 

a 道路のŃ用及びƞ用のǜ正化等

道路Ȭ及び道路交通Ȭの規定にÔDくƞ用（Ń用）許©Ôūのǜ正な運用を図る。

また、道路Ń用許©žĈのɍ行、ƞ用ȟĈ等の�Ŏ管理のǜ正化を図る。

�a� 道路のŃ用及びƞ用のǜ正化

ĢĽȟの設置、Ģ事等のための道路のŃ用及びƞ用の許©に当たBては、道路のĦƮを保全し、安全かつ

�Äな道路交通を確保するためにǜ正な運用を行うとともに、許©žĈのɍ行、ƞ用ȟĈ等の�Ŏ管理のǜ

正化について指導する。 

�イ� ȚȬƞ用ȟĈのȆů

道路交通にŇŸをɁえるȚȬƞ用ȟĈ等については、Ņ¼地を重点として、実態ȅ�、強力な指導により

@のȆůに努める。 

ȚȬƞ用ȟĈ等を一ƨするため��道路N\-いć間�等を中心に、¡ơťȲをńめとする道路利用者にƺ

し、ú発活動をƖñ的に行う。 

" 歩道の自転車、ŰȘ等の置場化、ģįƟǢ用ȟĈのȆůを図る。

" 行Ƒ指導ȯはËǻŬȠをøりȥし、Ǟåしない�質なものは、行ƑƾŔ行等の強行Ʀ置を行う。

" Ǥǎģįについては、路上ģįȟ等のƞ用Ôūに�ȋするものは、ůåさせるようǤǎŭȾ者にƺして

指導を行う。

�c� 道路の÷りȥしのɉ制等

道路の÷りȥしをȊうƞ用Ģ事については、ȴǋŮな÷りȥしとĢ事にȊう交通事故・ŧƽを防止するた

め、施Ģ時期や施ĢȫȬをǑ整する。 

�エ� Ǥơɝの地中化Ư進

良ġなÿ観のü成、安全で�Äな道路交通や良ġな歩行ö間の確保等を図るため、道路地下ö間を活用し

たĞ}`イ{ーやǤơɝをš容するǤơ共ǴĨの整備Ư進を図る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ㺃⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）

イ àý施設等の整備Ư進

±ɣ運転にȊう交通事故防止や近年の高ɠ運転者等のƭ¨にƺ応して、ǦŅ間の一Ȏ道路においてǓ�しの

ためのț¨車ơやÍ�|ーgンi、道の�等のàý施設等の整備をƖñ的に推進する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ㺃⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課 ）

c 道路ȬにÔDく通行のò止ȯは制ė

道路を保全し、交通の危険を防止するため、やTを得ないとȁめら\る場合には、Ɖƴかつ的確に通行のò

止ȯは制ėを行う。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ㺃⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課 ）

エ 地域に応じた安全の確保

交通の安全は地域にı:した¯ǁで-る7とから、地域の人�のyーnや道路の利用実態等をȅ�し、@の

特性に応じた道路交通Êêの整備を行う。 

また、ƖƝÆɟ特別地域においてはǩ期の安全な道路交通を確保するため、ƂĭǬÓのŨû化、Ƃĭ機ț¨

の¥�rンのp}vrtsŒ¶良等を推進するとともに、ƖƝ・ǪĆ路ȹƺľとしてǜ時ǜƙなůƝやǪĆ防

止ĺŁȜの実施、交ĳ点等におけるŶȿƝ施設等の整備、ɑƝĨ、sdーンǌǃ場等の整備を推進する。 

さらに、安全な道路交通の確保に資するため、Øŷ・路ȹ状î等をšŤし、道路利用者にǙçする道路情ȩ

Ǚçƫ置等の整備を推進する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ㺃⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ɮ

交通安全にÕɁする道路交通Êêの整備 

【重点事項】 大項目 % 道路交通Êêの整備 

a 道路のŃ用及びƞ用のǜ正化等

道路Ȭ及び道路交通Ȭの規定にÔDくƞ用（Ń用）許©Ôūのǜ正な運用を図る。

また、道路Ń用許©žĈのɍ行、ƞ用ȟĈ等の�Ŏ管理のǜ正化を図る。

�a� 道路のŃ用及びƞ用のǜ正化

ĢĽȟの設置、Ģ事等のための道路のŃ用及びƞ用の許©に当たBては、道路のĦƮを保全し、安全かつ

�Äな道路交通を確保するためにǜ正な運用を行うとともに、許©žĈのɍ行、ƞ用ȟĈ等の�Ŏ管理のǜ

正化について指導する。 

�イ� ȚȬƞ用ȟĈのȆů

道路交通にŇŸをɁえるȚȬƞ用ȟĈ等については、Ņ¼地を重点として、実態ȅ�、強力な指導により

@のȆůに努める。 

ȚȬƞ用ȟĈ等を一ƨするため��道路N\-いć間�等を中心に、¡ơťȲをńめとする道路利用者にƺ

し、ú発活動をƖñ的に行う。 

" 歩道の自転車、ŰȘ等の置場化、ģįƟǢ用ȟĈのȆůを図る。

" 行Ƒ指導ȯはËǻŬȠをøりȥし、Ǟåしない�質なものは、行ƑƾŔ行等の強行Ʀ置を行う。

" Ǥǎģįについては、路上ģįȟ等のƞ用Ôūに�ȋするものは、ůåさせるようǤǎŭȾ者にƺして

指導を行う。

�c� 道路の÷りȥしのɉ制等

道路の÷りȥしをȊうƞ用Ģ事については、ȴǋŮな÷りȥしとĢ事にȊう交通事故・ŧƽを防止するた

め、施Ģ時期や施ĢȫȬをǑ整する。 

�エ� Ǥơɝの地中化Ư進

良ġなÿ観のü成、安全で�Äな道路交通や良ġな歩行ö間の確保等を図るため、道路地下ö間を活用し

たĞ}`イ{ーやǤơɝをš容するǤơ共ǴĨの整備Ư進を図る。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ㺃⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）

イ àý施設等の整備Ư進

±ɣ運転にȊう交通事故防止や近年の高ɠ運転者等のƭ¨にƺ応して、ǦŅ間の一Ȏ道路においてǓ�しの

ためのț¨車ơやÍ�|ーgンi、道の�等のàý施設等の整備をƖñ的に推進する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ㺃⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課 ）

c 道路ȬにÔDく通行のò止ȯは制ė

道路を保全し、交通の危険を防止するため、やTを得ないとȁめら\る場合には、Ɖƴかつ的確に通行のò

止ȯは制ėを行う。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ㺃⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課 ）

エ 地域に応じた安全の確保

交通の安全は地域にı:した¯ǁで-る7とから、地域の人�のyーnや道路の利用実態等をȅ�し、@の

特性に応じた道路交通Êêの整備を行う。 

また、ƖƝÆɟ特別地域においてはǩ期の安全な道路交通を確保するため、ƂĭǬÓのŨû化、Ƃĭ機ț¨

の¥�rンのp}vrtsŒ¶良等を推進するとともに、ƖƝ・ǪĆ路ȹƺľとしてǜ時ǜƙなůƝやǪĆ防

止ĺŁȜの実施、交ĳ点等におけるŶȿƝ施設等の整備、ɑƝĨ、sdーンǌǃ場等の整備を推進する。 

さらに、安全な道路交通の確保に資するため、Øŷ・路ȹ状î等をšŤし、道路利用者にǙçする道路情ȩ

Ǚçƫ置等の整備を推進する。 

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ㺃⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県警察交通つไ課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ⑴

段階的かつ体系的な交通安全教育等の推進 

【重点事項】 大項目 ２ 交通安全意識の普及徹底 

a ɂ児にƺする交通安全教育の推進

ɂ児にƺしては、ÔȮ的な交通ルールや交通マナー及びǾ常生活において安全に道路を通行するために必要

なÔȮ的ǆ識・ÝȄの習得に向け、ɂǈ�、保育ŭ、ȁ定7ども�、保Ĝ者等と連携し、Ŋǐ覚教ļ等を活用

した交通安全教ŕや交通安全aw{イkーによる発達段階に応じた交通安全教育を実施するとともに、関係機

関・団体と連携し、通�路における定期的な安全指導や安全点検を実施する。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課 ）

イ 小学生にƺする交通安全教育の推進

小学生にƺしては、歩行者及び自転車利用者として必要なǆ識・ÝȄを習得させるとともに、道路における

危険を予測し、7\を回避して安全に通行する意識及びȄ力を高めるため、学校・"Ｔ�等と連携し�交通安全

aw{イkー等によるŀ¨・体Đ・実Ƣûの交通安全教ŕを実施する。 

また、関係機関・団体と連携し、通学路における定期的な安全指導や安全点検を実施するほか、地域の交通

安全活動Oのŀ¨をƯ進する。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察交通つไ課 ） 

c 中学生にƺする交通安全教育の推進

中学生にƺしては、自転車利用者として必要なǆ識・ÝȄを習得させ、自ęの安全のSなら>他人の安全に

もȇɒできるようにするため、学校、"Ｔ�等と連携したŀ¨・体Đ・実Ƣûの自転車教ŕ等のほか、自転車指

導ú発重点地õ等における¼ǲ指導を実施し、自転車の安全な利用をƯ進するための交通安全教育を重点的に

実施する。 

また、スjaーw・スv�イv教育ÝȬ（スrンvマンの交通事故実¢）による自転車交通安全教ŕをč内

+校で開催する。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課 ） 

エ 高校生にƺする交通安全教育の推進

高校生にƺしては、自転車の利用者及びǽɛ車の運転者として必要なǆ識・ÝȄを修得させるとともに、交

通社会の一員としての責任をŎBた行動ができるよう、学校、"Ｔ�等と連携したŀ ・̈体Đ・実Ƣûの自転車

教ŕやǽɛ車安全運転講習会等のほか、自転車指導ú発重点地õ等における¼ǲ指導を実施し、自転車及びǽ

ɛ車の安全な利用をƯ進するための交通安全教育を重点的に実施する。 

また、自転車ź車用~ル�tvǌ用によるȐ害Ąē効果等についても指導し、~ル�tvのǌ用Ư進を図る。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ）

道�交通安全対策 
中項目 ⑴

段階的かつ体系的な交通安全教育等の推進 

【重点事項】 大項目 ２ 交通安全意識の普及徹底 

イ～エ共通 学校における交通安全教育 

Ⅰ 学校における交通安全教育の徹底 

ⅰ 学校においては、生涯にわたる交通安全教育の推進を図る観点から、自他の生命尊重の理念の下に、交

通社会の一員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重する良

き社会人を育成するため、家庭・地域社会との密接な連携を図りながら、児童生徒の心身の発達段階や地

域の実情に応じ、交通安全教育を計画的、組織的に行う。 

学習指導要領を踏まえ、体育科、保健体育科、学級（ホームルーム）活動、児童・生徒会活動、学校行

事等の特別活動及び総合的な学習の時間を中心に学校教育活動全体を通じて、歩行者としての安全な行

動、自転車の安全な利用、交通規則の理解、危険予測と回避、応急手当などについて計画的、継続的に指

導する。 

特に、高等学校においては、近い将来運転者となる現状を踏まえ、運転免許を取得する以前から、運転

者として備えておくべき安全意識を醸成する教育を行い、運転者に必要な資質のかん養を図る。 

ⅱ 学校行事の交通安全に関する内容を充実させ、関係機関等と連携を図りながら、重点的に指導を行う。 

ⅲ 道徳教育との関連を図りながら、生命尊重、規則の尊重等安全にかかわる内容の指導を徹底する。 

Ⅱ 指導者の資質の向上 

学校安全（生活安全・交通安全・災害安全）研修の中で交通安全教育に関する講義等を設け、指導者の養

成・資質の向上を図る。 

〇 学校安全研修開催計画 

領域名 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

生活安全 〇 〇 〇 

交通安全 〇 〇 〇 

災害安全 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

※各領域とも開催年は東部・西部の２会場で実施 

〇 指導者の育成、資質向上を図る学校安全（交通安全）研修 

交通安全研修 学校安全研修 

令和４年度実績 令和５年度計画※ 平成17年度～令和４年度累計 

受講者数 60人 ０人 4,609人 

※平成29年度から領域別の研修に変更、交通安全は平成30年度より隔年で実施 

Ⅲ 組織活動の強化 

ⅰ 小学校の児童会活動・交通少年団活動及び中学校・高等学校の生徒会活動の自主的活動を通じて交通事

故防止を図る。 

ⅱ 関係機関・団体等との緊密な連携のもとに、安全施設の設置や効果的な指導を推進する。 

Ⅳ 安全な通学路の確保と安全指導 

ⅰ 通学路については、安全性の高い道路を選定し、定期的、臨時的に点検を実施し安全の確保に努めると

ともに、安全な通行の指導の徹底を図る。 

ⅱ スクール・ゾーンについては、関係機関の協力のもと常に再点検を行い、実態に即した修正を行うほか

道路管理者や警察と連携し交通安全施設の整備、交通規制の実施等により実効性を高める。 

（ 県ᩍጤᩍ⫱指導課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑴

段階的かつ体系的な交通安全教育等の推進 

【重点事項】 大項目 ２ 交通安全意識の普及徹底 

イ～エ共通 学校における交通安全教育 

Ⅰ 学校における交通安全教育の徹底 

ⅰ 学校においては、生涯にわたる交通安全教育の推進を図る観点から、自他の生命尊重の理念の下に、交

通社会の一員としての責任を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重する良

き社会人を育成するため、家庭・地域社会との密接な連携を図りながら、児童生徒の心身の発達段階や地

域の実情に応じ、交通安全教育を計画的、組織的に行う。 

学習指導要領を踏まえ、体育科、保健体育科、学級（ホームルーム）活動、児童・生徒会活動、学校行

事等の特別活動及び総合的な学習の時間を中心に学校教育活動全体を通じて、歩行者としての安全な行

動、自転車の安全な利用、交通規則の理解、危険予測と回避、応急手当などについて計画的、継続的に指

導する。 

特に、高等学校においては、近い将来運転者となる現状を踏まえ、運転免許を取得する以前から、運転

者として備えておくべき安全意識を醸成する教育を行い、運転者に必要な資質のかん養を図る。 

ⅱ 学校行事の交通安全に関する内容を充実させ、関係機関等と連携を図りながら、重点的に指導を行う。 

ⅲ 道徳教育との関連を図りながら、生命尊重、規則の尊重等安全にかかわる内容の指導を徹底する。 

Ⅱ 指導者の資質の向上 

学校安全（生活安全・交通安全・災害安全）研修の中で交通安全教育に関する講義等を設け、指導者の養

成・資質の向上を図る。 

〇 学校安全研修開催計画 

領域名 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

生活安全 〇 〇 〇 

交通安全 〇 〇 〇 

災害安全 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

※各領域とも開催年は東部・西部の２会場で実施 

〇 指導者の育成、資質向上を図る学校安全（交通安全）研修 

交通安全研修 学校安全研修 

令和４年度実績 令和５年度計画※ 平成17年度～令和４年度累計 

受講者数 60人 ０人 4,609人 

※平成29年度から領域別の研修に変更、交通安全は平成30年度より隔年で実施 

Ⅲ 組織活動の強化 

ⅰ 小学校の児童会活動・交通少年団活動及び中学校・高等学校の生徒会活動の自主的活動を通じて交通事

故防止を図る。 

ⅱ 関係機関・団体等との緊密な連携のもとに、安全施設の設置や効果的な指導を推進する。 

Ⅳ 安全な通学路の確保と安全指導 

ⅰ 通学路については、安全性の高い道路を選定し、定期的、臨時的に点検を実施し安全の確保に努めると

ともに、安全な通行の指導の徹底を図る。 

ⅱ スクール・ゾーンについては、関係機関の協力のもと常に再点検を行い、実態に即した修正を行うほか

道路管理者や警察と連携し交通安全施設の整備、交通規制の実施等により実効性を高める。 

（ 県ᩍጤᩍ⫱指導課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑴

ǹÈ的かつ体ď的な交通安全教育等の推進 

�重点事項� 大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

g 成ưに対する交通安全教育の推進

(ア) 運転免許取得時等における交通安全教育

運転免許取得時の教育は自動車教習所での教習が中心となることから、教習指導員等の資質の向上を図る

とともに教習水準の©ǘの向上に努める。 

また、免許取得後の運転者に対しては、Į安¡員Ãが行う各種講習、自動車教習所が受講者の特性にµ;

て行う運転者教育、地域・Ʀ域における各種講習Ã、>のǨ参加・体験・実践型の交通安全講習等により交

通安全教育を推進してい3。 

また、交通安全ûÃや安全運転Û理者ûÃなどが安全運転Û理の©環として行う交通安全教育や�ŗù・

高齢者を交通事故からŷる事Ă所運動�等地域における交通安全Ô動に対してǅă的な指導・ûʜを行う。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 

(イ) Įɸß等における交通安全ŚǙのɗ及

� Įɸß、図Ɛß、ŲÃ教育Ęžセンター、ǂƖȻの¼、ƖȻ自Ǔの¼などのŲÃ教育施設内に、�スター・

標īなどをȘŪし、安全ŚǙのɗ及に努める。 

� Įɸß等をÃƠに、交通安全教Ů等をÇŅする。

(ウ) 各種Ęžにおける交通安全学習のƔʡ

� 交通安全について学習する時Ýを設け、ǎʀ的講řによる指導を行う。

� ǂƖȻを対ƜとするĘžÃにおいては、正しい}�イ�ーとしての運転�~ーをƭにつけ、交通êǢ、

交通道ȳをŷり、安全な運転を心がけることを中心とした学習を行う。 

� ¼ȑ教育学級、�Ｔ�、ɕưÃ、ǂȻǷ、ȅ内Ã等でのĘžɟびに講ńにおいては、地域4るS、ƦƠ4

るSの交通安全指導についてのĈ体的な施策を学習する。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県ᩍጤ♫ᩍ⫱課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ⑴

ǹÈ的かつ体ď的な交通安全教育等の推進 

�重点事項� 大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

h 高齢者に対する交通安全教育の推進�重点事項�

Řȅǧ、ʥưク�ブ、交通安全ûÃ等とのʣĎを強化し、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。

Ęžɟびに講習においては、ɥ行者としての交通ルールをŷり、安全の確認、安全なɥ行、ƟĹ時の安全な

ƭのこなし方などについて、実施指導を中心とした学習を行うほか、Ȝ動車£ŗの安全ʓ用にĊる講習Ãの実

施に努める。 

また、ę内全高齢者を対Ɯに、ĒŐƦ員や交通安全ア}�イpー等によるÌȫでの交通安全指導及び個別ɭ

ɿ指導等を実施するとともに�高齢者安全安心おうえ`Ǳ�による効果的な交通安全教育の充実を図る。 

さらに、交通安全講習Ã、Ĳɩċ発検ɿ、イベント等+らXる機ÃをÔ用し、危険ÅɌ行動�ɦƓ運転・ɦ

Ɠɥ行�のʡ行を促すĲɩċ発Ô動を推進する。 

高齢運転者に対しては、高齢者講習及び更新時講習における高齢者学級の内容の充実に努めるとともに、交

通安全ア}�イpーによる認Ǽ機能検査体験指導やºɆŬ運転適性検査ã、交通安全教育車�8Ȉż交通安全

ļ�による運転適性診断をǅă的に推進するほか、安全運転o�ート車のɗ及ċ発を推進する。 

� 高齢者の交通安全個別ɭɿ指導実施状況

事Ă内容 ʟʦ$Ȼ度実ǆ ʟʦ%Ȼ度目標 

交通安全個別ɭɿ指導 ������	ư �������ư 

※ 高齢者ưİ ������	ư�ʟʦ$Ȼ��ĕ推đưİ�

� 高齢者に対する交通安全教ʏ

事Ă内容 Ë要 目標等 

高齢者ƷǬɭɿ事Ă 

 交通安全講習を受講する機ÃのƖない高

齢者を対Ɯに、各ưのƷǬをɭɿし、>れ

?れの状況にµ;た交通安全指導や反ű材

のȀ用を推進する。 

�����ư�上 

ŒƷǲ交通安全交ʗ事Ă

 高齢者・ƫ・ŗのŒƷǲの交ʗを通;た

参加・体験型の交通安全ĘžÃをÇŅし、

自ƭが安全をŷる動機付けを図る。 

 新型コ�~ウbルスØǏƘ

拡大防止対策の必要性を踏ま

え、ÇŅのº能性を検Ȩ。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 

i Ɲがい者に対する交通安全教育の推進

地域におけるɛŠÔ動のƠをʓ用して、Ɲがいの程度にµ;た2めŋかい交通安全教育を推進するとともに

ÂĬư等を対Ɯとした講習ÃをÇŅする。 

また、ȆÑƝがい者が安全に運転で2るよう、講習の充実やŽ の運転者がȾʘすべ2事項についての安全

教育に努める。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 

ク ÉĽưに対する交通安全教育の推進

ÀがĽの交通ルールに関するǼŭのɗ及を目的として、ÉĽưのħ用者やŕ用者をàめたƦ域での交通安全

教ŮをÇŅする。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑴

ǹÈ的かつ体ď的な交通安全教育等の推進 

�重点事項� 大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

h 高齢者に対する交通安全教育の推進�重点事項�

Řȅǧ、ʥưク�ブ、交通安全ûÃ等とのʣĎを強化し、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。

Ęžɟびに講習においては、ɥ行者としての交通ルールをŷり、安全の確認、安全なɥ行、ƟĹ時の安全な

ƭのこなし方などについて、実施指導を中心とした学習を行うほか、Ȝ動車£ŗの安全ʓ用にĊる講習Ãの実

施に努める。 

また、ę内全高齢者を対Ɯに、ĒŐƦ員や交通安全ア}�イpー等によるÌȫでの交通安全指導及び個別ɭ

ɿ指導等を実施するとともに�高齢者安全安心おうえ`Ǳ�による効果的な交通安全教育の充実を図る。 

さらに、交通安全講習Ã、Ĳɩċ発検ɿ、イベント等+らXる機ÃをÔ用し、危険ÅɌ行動�ɦƓ運転・ɦ

Ɠɥ行�のʡ行を促すĲɩċ発Ô動を推進する。 

高齢運転者に対しては、高齢者講習及び更新時講習における高齢者学級の内容の充実に努めるとともに、交

通安全ア}�イpーによる認Ǽ機能検査体験指導やºɆŬ運転適性検査ã、交通安全教育車�8Ȉż交通安全

ļ�による運転適性診断をǅă的に推進するほか、安全運転o�ート車のɗ及ċ発を推進する。 

� 高齢者の交通安全個別ɭɿ指導実施状況

事Ă内容 ʟʦ$Ȼ度実ǆ ʟʦ%Ȼ度目標 

交通安全個別ɭɿ指導 ������	ư �������ư 

※ 高齢者ưİ ������	ư�ʟʦ$Ȼ��ĕ推đưİ�

� 高齢者に対する交通安全教ʏ

事Ă内容 Ë要 目標等 

高齢者ƷǬɭɿ事Ă 

 交通安全講習を受講する機ÃのƖない高

齢者を対Ɯに、各ưのƷǬをɭɿし、>れ

?れの状況にµ;た交通安全指導や反ű材

のȀ用を推進する。 

�����ư�上 

ŒƷǲ交通安全交ʗ事Ă

 高齢者・ƫ・ŗのŒƷǲの交ʗを通;た

参加・体験型の交通安全ĘžÃをÇŅし、

自ƭが安全をŷる動機付けを図る。 

 新型コ�~ウbルスØǏƘ

拡大防止対策の必要性を踏ま

え、ÇŅのº能性を検Ȩ。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 

i Ɲがい者に対する交通安全教育の推進

地域におけるɛŠÔ動のƠをʓ用して、Ɲがいの程度にµ;た2めŋかい交通安全教育を推進するとともに

ÂĬư等を対Ɯとした講習ÃをÇŅする。 

また、ȆÑƝがい者が安全に運転で2るよう、講習の充実やŽ の運転者がȾʘすべ2事項についての安全

教育に努める。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 

ク ÉĽưに対する交通安全教育の推進

ÀがĽの交通ルールに関するǼŭのɗ及を目的として、ÉĽưのħ用者やŕ用者をàめたƦ域での交通安全

教ŮをÇŅする。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ʩ 効果的な交通安全教育の推進�重点事項�

大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

高齢者をは;めとした受講者が安全に道路を通行するために必要な技能及びǼŭを習得し、>の必要性を理Ä

してもらうため、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。 

ア 交通安全教育の推進

交通安全教育を行う機関・Ƿ体は、交通安全教育に関するƢɩをúʃし、Ǩの関Ċ機関・Ƿ体のôめにµ;

て交通安全教育に用いる資機材のÔ用、講řのȽě等、ǛĩのʣĎを図りながら交通安全教育を推進する。 

また、受講者のȻ齢や道路交通Nの参加のǮʌにµ;た交通安全教育指導者のʏ成・確保、教材等の充実及

び}�イブレコーwーをÔ用するなど効果的な教育Ÿ法のÇ発・導入に努める。 

さらに、交通安全教育の効果を確認し、必要にµ;て教育の方法、ʓ用する教材のĚȊしを行うなど、ơに

効果的な交通安全教育がで2るよう努める。 

このほか、ƅǑの取ǖSに加え、動ÁをÔ用した学習機ÃのȒùや���等各種ȿ体のǅă的Ô用など、対ɼ

によらない交通安全教育やĲɩċ発Ô動についても効果的に推進する。 

イ 指導者の育成

ĒŐƦ員の交通安全教育に関する指導能ʜの向上を図るとともに、地域交通安全Ô動推進¡員、安全運転Û

理者、自ũ体の交通指導員等、交通安全教育にĎわる者に対しても、ŵ体的に教育を実施で2る指導者として

の育成・資質の向上を図り、地域実Ǯにǣした効果的な安全教育をđÁ的かつ強ʜに推進する。 

ウ エコ}�イブの推進

エコ}�イブが安全運転¢ŭの向上にもつながることから、エコ}�イブ講習Ãによる安全¢ŭとƙ資Ġ・

ƙエ�行動の取ǖS¢ŭのċ発を図る。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県㟷ᑡᖺᐙᗞ課ࠊ県ᩍጤᩍ⫱指導課ࠊ県ᩍጤ♫ᩍ⫱課ࠊ県⎔ቃᨻ⟇課ࠊ県警察交通⏬課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ʪ 交通安全に関するɗ及ċ発Ô動の推進

大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

ア 交通安全ęɸ運動の推進�重点事項�

ęɸ©ưLとりの交通安全¢ŭの定Ȁと向上を図り、正しい交通ルールと交通�~ーの実践を習ÙCけるた

めɗ及ċ発Ô動をǖƥ的・đÁ的に推進する。 

交通安全ęɸ運動実施要ĶにäC2、Ɖ・ſの全Ľ交通安全運動、>のǨの交通事故防止Ô動を、ȻÝを通

;、ęɸǜ4るSでȘÇする。 

(ア) ʟʦ%Ȼ度ęɸ運動ȻÝ重点

� 高齢者の交通事故防止�Ň重点�

� ŗùの交通事故防止

� 飲酒運転のĿǊ

� 全てのńǄのシートベルトとx�イル}シートの正しいȀ用のȗȐ

� 自転車の安全ʓ用の推進

(イ) 全Ľ交通安全運動

運 動 ɺ æ Ý 

Ɖ の 全 Ľ 交 通 安 全 運 動 %ĕ��ȸから��ȸまでの��ȸÝ 

ſ の 全 Ľ 交 通 安 全 運 動 (ĕ��ȸから	�ȸまでの��ȸÝ 

(ウ) æÝを定めて行う運動

運 動 ɺ æ Ý 

新入学�³�æの交通事故防止運動 $ĕ&ȸから��ȸまでの��ȸÝ 

自 転 車 � ~ ー ア y � 運 動 %ĕ!ȸから	�ȸまでの!かĕÝ 

» の 交 通 事 故 防 止 運 動 'ĕ!ȸから��ȸまでの��ȸÝ 

高 齢 者 の 交 通 事 故 防 止 運 動 ��ĕ��ȸから��ȸまでの��ȸÝ 

Ȼ ɶ の 交 通 事 故 防 止 運 動 ��ĕ��ȸから	�ȸまでの��ȸÝ 

※各運動æÝ中に©ǃ行動ȸを設定する。 

(エ) ȸを定めて行う運動

ɺ ƚ Ô動ȸ 運動の進め方 

交通安全ęɸのȸ ɳĕ!ȸ※ 交通安全ęɸのȸ制定要ĶにäC2Ìȫċ発Ô動を実施 

自転車・二輪車 

交通安全指導のȸ 
ɳĕ��ȸ※

! 自転車の正しいƟり方、二輪車の正しいƟ車を指導 

" 自転車・二輪車の点検整備を指導 

交通事故şu�を目指すȸ
%ĕ��ȸ 

(ĕ	�ȸ 

 全Ľ交通安全運動に+わ=、交通事故şu�を目指し

た交通安全行事等をÇŅし、安全¢ŭの高ʊを図る 

※!ȸɵは��ȸがȡ・ȸʋ、Ƈðȸにȥたると2は、>のȊ後のɞȸをÔ動ȸとする。 

(g) 交通şɮ事故ǩ発Ēɩ発ʟ時のÔ動

Ô 動 ɺ æ Ý 実 施 事 項 

交通şɮ事故ǩ発Ēɩ ��ȸÝ 
 交通şɮ事故ǩ発Ēɩ等の発ʟ・ǍĢ及びąò対策実施要ʛ

にäC2実施 

(h) >のǨの行事

行事 ÇŅȸ ÃƠ 

Ɖの全Ľ交通安全運動推進のƁい %ĕ��ȸ ęȄǑĲƠ 

ſの全Ľ交通安全運動推進のƁい (ĕ��ȸ ęȄǑĲƠ 

Ǵ��ÅȢĿę交通安全ęɸ大Ã ��ĕ!ȸ ƈ°Ř大Ųȅ 

（ 県交通ᑐ⟇課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ʪ 交通安全に関するɗ及ċ発Ô動の推進

大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

ア 交通安全ęɸ運動の推進�重点事項�

ęɸ©ưLとりの交通安全¢ŭの定Ȁと向上を図り、正しい交通ルールと交通�~ーの実践を習ÙCけるた

めɗ及ċ発Ô動をǖƥ的・đÁ的に推進する。 

交通安全ęɸ運動実施要ĶにäC2、Ɖ・ſの全Ľ交通安全運動、>のǨの交通事故防止Ô動を、ȻÝを通

;、ęɸǜ4るSでȘÇする。 

(ア) ʟʦ%Ȼ度ęɸ運動ȻÝ重点

� 高齢者の交通事故防止�Ň重点�

� ŗùの交通事故防止

� 飲酒運転のĿǊ

� 全てのńǄのシートベルトとx�イル}シートの正しいȀ用のȗȐ

� 自転車の安全ʓ用の推進

(イ) 全Ľ交通安全運動

運 動 ɺ æ Ý 

Ɖ の 全 Ľ 交 通 安 全 運 動 %ĕ��ȸから��ȸまでの��ȸÝ 

ſ の 全 Ľ 交 通 安 全 運 動 (ĕ��ȸから	�ȸまでの��ȸÝ 

(ウ) æÝを定めて行う運動

運 動 ɺ æ Ý 

新入学�³�æの交通事故防止運動 $ĕ&ȸから��ȸまでの��ȸÝ 

自 転 車 � ~ ー ア y � 運 動 %ĕ!ȸから	�ȸまでの!かĕÝ 

» の 交 通 事 故 防 止 運 動 'ĕ!ȸから��ȸまでの��ȸÝ 

高 齢 者 の 交 通 事 故 防 止 運 動 ��ĕ��ȸから��ȸまでの��ȸÝ 

Ȼ ɶ の 交 通 事 故 防 止 運 動 ��ĕ��ȸから	�ȸまでの��ȸÝ 

※各運動æÝ中に©ǃ行動ȸを設定する。 

(エ) ȸを定めて行う運動

ɺ ƚ Ô動ȸ 運動の進め方 

交通安全ęɸのȸ ɳĕ!ȸ※ 交通安全ęɸのȸ制定要ĶにäC2Ìȫċ発Ô動を実施 

自転車・二輪車 

交通安全指導のȸ 
ɳĕ��ȸ※

! 自転車の正しいƟり方、二輪車の正しいƟ車を指導 

" 自転車・二輪車の点検整備を指導 

交通事故şu�を目指すȸ
%ĕ��ȸ 

(ĕ	�ȸ 

 全Ľ交通安全運動に+わ=、交通事故şu�を目指し

た交通安全行事等をÇŅし、安全¢ŭの高ʊを図る 

※!ȸɵは��ȸがȡ・ȸʋ、Ƈðȸにȥたると2は、>のȊ後のɞȸをÔ動ȸとする。 

(g) 交通şɮ事故ǩ発Ēɩ発ʟ時のÔ動

Ô 動 ɺ æ Ý 実 施 事 項 

交通şɮ事故ǩ発Ēɩ ��ȸÝ 
 交通şɮ事故ǩ発Ēɩ等の発ʟ・ǍĢ及びąò対策実施要ʛ

にäC2実施 

(h) >のǨの行事

行事 ÇŅȸ ÃƠ 

Ɖの全Ľ交通安全運動推進のƁい %ĕ��ȸ ęȄǑĲƠ 

ſの全Ľ交通安全運動推進のƁい (ĕ��ȸ ęȄǑĲƠ 

Ǵ��ÅȢĿę交通安全ęɸ大Ã ��ĕ!ȸ ƈ°Ř大Ųȅ 

（ 県交通ᑐ⟇課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ʪ 交通安全に関するɗ及ċ発Ô動の推進

大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

イ 高齢者の交通事故防止対策の推進�重点事項�

高齢者が、加齢にɄAて生;るƭ体機能のɡ化が行動に及Qす±ā等を自ら理Äした上で、安全かつ安心し

てÉƈしたり¤動することがで2るよう、ĒŐ×や交通安全ア}�イpーによる高齢者ƷǬNの個別ɭɿ指導

や反ű材等のȀ用促進Ô動、ミニɥ行シミュレーター等の交通安全教育機ãをŕ用した参加・体験・実践型交

通安全教育に加え、ÌȫにおけるǀかけÔ動、認Ǽ機能検査を通;た安全指導・ǛǺ等を行い高齢者自ƭに対

する施策をĐǥして推進するほか、関Ċ機関・Ƿ体とʣĎした�ŗù・高齢者を交通事故からŷる事Ă所運動�

などのǡɼ的なŜ´施策を推進し、交通ルールのƋŷと正しい交通�~ーの実践を習ÙCける。 

また、高齢運転者の安全¢ŭを高ʊさ=るとともに、ǨのȻ齢ǘに対し、高齢者の特性を理Äさ=、高齢者

をŷるŚいやりの+る運転¢ŭの定Ȁを図るため、×ɸを÷6たĲɩċ発Ô動を実施する。 

ウ ¶断ɥ行者の安全確保�重点項目�

¶断ɥ道を¶断中のɥ行者の安全を確保するため、¶断ɥ行者等妨害等の交ł点関ʣ違反取Ȕりを推進す

る。ɥ行者には、¶断ɥ道のʓ用等の交通ルールのƋŷと道路¶断の¢ŚɐŪや¶断Ǒ・¶断中の安全確認の

ȗȐについての教育を推進するほか、自ũ体及び関Ċ機関・Ƿ体とʣĎしたĲɩċ発を行うとともに、各種Ĳ

ɩȿ体をÔ用してŽǼを図る。 

エ 自転車の安全ʓ用の推進�重点事項�

(ア) 自転車ʓ用者に対するルールのŽǼ

Řȅǧや学Ĵ、自転車関Ċ事Ă者等とʣĎし�交通の方法に関する教Ǣ�や�自転車安全ʓ用ĨǢ�をÔ

用したƁ中的かつ効果的なĲɩċ発Ô動を実施するなど、ŦȰ・生ȝのほか、ġŌ教育がɓƄ分な大学生、

高齢者等のɚĲい自転車ʓ用者に対して�自転車は路ǡǬをàめŁǡ通行が原Ǣで+るなど�通行ルール等

のƋŷを図るとともに、自転車運転者講習制度のŽǼȗȐに努める。 

また、地域交通安全Ô動推進¡員や各Řȅǧ交通指導員、地域Ƃɸ等とúȮでÌȫ指導ċ発Ô動をǅă的

に推進する。 

さらに、自転車事故の実ǮやƟ車用�ル�yトȀ用によるɋ害ēğ効果を理Äさ=るĲɩċ発Ô動によ

り、Ɵ車用�ル�yトをȀ用することの重要性についてŽǼを図るとともに、全てのȻ齢ǘの自転車ʓ用者

に対するƟ車用�ル�yトȀ用を促す。 

(イ) 自転車安全教育の推進

学Ĵ、教育¡員Ã等とのʣĎを強化して、ŦȰ・生ȝに対する自転車安全教育を強ʜに推進するとともに

教育効果の高い教材のÔ用等により教育内容の充実に努める。 

また�ƕ学生のほか中学生・高Ĵ生や高齢者等にも対Ɯを拡大して、自転車シミュレーター等をÔ用した

参加・体験・実践型の自転車教Ů・自転車大Ãをǅă的に実施するほか、更新時講習において、自転車の通

行ルールや自転車の安全確保のためȾʘすべ2事項等についてもŽǼするよう努める。 

さらに、ʈŦ二ưȮƟ用自転車ʓ用者に対し、自転車安全教育を実施する。 

(ウ) 自転車の安全性の確保

ʆɧれ時からʁÝの交通事故防止のため反ű材用ɒのɗ及促進をすることにより、自転車のɋš認性の向

上を図る。 

また、自転車ʓ用者が定æ的に点検整備や正しいʓ用方法等の指導を受ける機運をƤ成するとともに、自

転車事故によるɋ害者のóŉに資するため各種保険のɗ及に努める。 

道�交通安全対策 
中項目 ʪ 交通安全に関するɗ及ċ発Ô動の推進

大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

g 特定ƕ型原動機付自転車に関する交通ルールのŽǼと安全教育の推進

関Ċ機関や関Ċ事Ă者等とʣĎし、交通の方法に関する教ǢをÔ用するなどにより、効果的な交通安全教育

を実施するとともに、ウeブoイトや*)*等による動ÁやƢɩの発Ƨ等の効果的なĲɩċ発Ô動を実施し、

ŽǼを図る。 

 また、特定ƕ型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習を適Ǉに運用し、特定ƕ型原

動機付自転車運転者の交通ルールに対するƋ法¢ŭをƤ成する。 

 さらに、Ɵ車用�ル�yトȀ用によるɋ害ēğ効果についてのĲɩċ発Ô動を推進し、特定ƕ型原動機付自

転車の運転者に対し、Ɵ車用�ル�yトのȀ用のȗȐを図る。 

（県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課） 

h 後ɘńǄをàめた全てのńǄにおけるシートベルトの正しいȀ用のȗȐ�重点事項�

後ɘńǄにおけるシートベルトȀ用îɹ化の改正法(ɞ成 �� Ȼ&ĕ!ȸ)を踏まえ、Řȅǧや関Ċ機関・Ƿ

体等とʣĎし、交通指導取Ȕりや、各種講習等の+らXる機Ã及び各種Ĳɩȿ体を通;て、改正法のŽǼに努

めるとともに、各種講習Ãや交通安全運動等+らXる機Ã・ȿ体を通;たĲɩċ発やƛȵ実験²ǟ、シートベ

ルトコン�ンoー等をÔ用するなどしてȀ用によるɋ害ēğ効果をǗえ、全てのńǄにおける自動車のƟ員に

ついてシートベルトȀ用のȗȐを図る。 

i x�イル}シートの正しいŕ用のȗȐ�重点事項�

x�イル}シートのŕ用効果及び正しいŕ用方法について、ʈǾ³・保育所、ɑ、ɉɀș等とʣĎした取

り付け講習Ãや指導員育成のためのĘžÃ等をÇŅし、ʈŦの体Ïに適したx�イル}シートのŕ用、正しい

取り付け方等適正なŕ用方法についてのĲɩċ発及び指導のȗȐを図るとともに、&ň�上で+Aても、体Ï

等によりシートベルトを適ǇにȀ用さ=ることがで2ないŦȰにはx�イル}シートをŕ用さ=ることにつ

いてのĲɩċ発に努める。 

また、ŘȅǧやɸÝǷ体等が実施している各種Ŝ´制度のÔ用を通;てx�イル}シートのʓ用しやすい環

境C3りを推進する。 

ク ǚめの�イト点Ȥと反ű材のɗ及促進�重点事項�

}�イ�ーには、ǚめの�イト点Ȥと上向2�イトNのこまめなǇりǯえ、ɥ行者及び自転車ʓ用者には、

ʆɧれ時からʁÝにおける交通事故防止に効果がæǭで2る反ű材のɗ及を図るため、各種Ĳɩȿ体をÔ用し

てǅă的なĲɩċ発を推進するとともに、関Ċ機関・Ƿ体とʣĎし、反ű材のš認・Ȁ用効果を理Äさ=る交

通安教育を強化する。 

l 飲酒運転ĿǊに向けたêɊ¢ŭの確ʖ�重点事項�

自ũ体をは;めとする関Ċ機関・Ƿ体とʣĎし、飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実Ǯについ

て、各種Ĳɩȿ体をÔ用してŽǼを図るほか、飲酒運転及び車ʙ・酒種ʞȒùやȮƟした者に対するɃǢにつ

いてĉりɣし教育するとともに、飲酒体験nーグルのÔ用や自動車教習所における飲酒運転体験教Ů等、飲酒

が運転に及Qす±āを実Øで2る教育を推進する。 

さらに、地域交通安全Ô動推進¡員や交通安全ûÃ、安全運転Û理者ûÃ等を通;、地域やƦ域8との飲酒

運転ĿǊǍĢに向けたȬ2かけ、�ン}ルiー�ー運動のɗ及促進など、飲酒運転ĿǊ機運のƤ成を図る。 

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ʪ 交通安全に関するɗ及ċ発Ô動の推進

大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

g 特定ƕ型原動機付自転車に関する交通ルールのŽǼと安全教育の推進

関Ċ機関や関Ċ事Ă者等とʣĎし、交通の方法に関する教ǢをÔ用するなどにより、効果的な交通安全教育

を実施するとともに、ウeブoイトや*)*等による動ÁやƢɩの発Ƨ等の効果的なĲɩċ発Ô動を実施し、

ŽǼを図る。 

 また、特定ƕ型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習を適Ǉに運用し、特定ƕ型原

動機付自転車運転者の交通ルールに対するƋ法¢ŭをƤ成する。 

 さらに、Ɵ車用�ル�yトȀ用によるɋ害ēğ効果についてのĲɩċ発Ô動を推進し、特定ƕ型原動機付自

転車の運転者に対し、Ɵ車用�ル�yトのȀ用のȗȐを図る。 

（県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課） 

h 後ɘńǄをàめた全てのńǄにおけるシートベルトの正しいȀ用のȗȐ�重点事項�

後ɘńǄにおけるシートベルトȀ用îɹ化の改正法(ɞ成 �� Ȼ&ĕ!ȸ)を踏まえ、Řȅǧや関Ċ機関・Ƿ

体等とʣĎし、交通指導取Ȕりや、各種講習等の+らXる機Ã及び各種Ĳɩȿ体を通;て、改正法のŽǼに努

めるとともに、各種講習Ãや交通安全運動等+らXる機Ã・ȿ体を通;たĲɩċ発やƛȵ実験²ǟ、シートベ

ルトコン�ンoー等をÔ用するなどしてȀ用によるɋ害ēğ効果をǗえ、全てのńǄにおける自動車のƟ員に

ついてシートベルトȀ用のȗȐを図る。 

i x�イル}シートの正しいŕ用のȗȐ�重点事項�

x�イル}シートのŕ用効果及び正しいŕ用方法について、ʈǾ³・保育所、ɑ、ɉɀș等とʣĎした取

り付け講習Ãや指導員育成のためのĘžÃ等をÇŅし、ʈŦの体Ïに適したx�イル}シートのŕ用、正しい

取り付け方等適正なŕ用方法についてのĲɩċ発及び指導のȗȐを図るとともに、&ň�上で+Aても、体Ï

等によりシートベルトを適ǇにȀ用さ=ることがで2ないŦȰにはx�イル}シートをŕ用さ=ることにつ

いてのĲɩċ発に努める。 

また、ŘȅǧやɸÝǷ体等が実施している各種Ŝ´制度のÔ用を通;てx�イル}シートのʓ用しやすい環

境C3りを推進する。 

ク ǚめの�イト点Ȥと反ű材のɗ及促進�重点事項�

}�イ�ーには、ǚめの�イト点Ȥと上向2�イトNのこまめなǇりǯえ、ɥ行者及び自転車ʓ用者には、

ʆɧれ時からʁÝにおける交通事故防止に効果がæǭで2る反ű材のɗ及を図るため、各種Ĳɩȿ体をÔ用し

てǅă的なĲɩċ発を推進するとともに、関Ċ機関・Ƿ体とʣĎし、反ű材のš認・Ȁ用効果を理Äさ=る交

通安教育を強化する。 

l 飲酒運転ĿǊに向けたêɊ¢ŭの確ʖ�重点事項�

自ũ体をは;めとする関Ċ機関・Ƿ体とʣĎし、飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実Ǯについ

て、各種Ĳɩȿ体をÔ用してŽǼを図るほか、飲酒運転及び車ʙ・酒種ʞȒùやȮƟした者に対するɃǢにつ

いてĉりɣし教育するとともに、飲酒体験nーグルのÔ用や自動車教習所における飲酒運転体験教Ů等、飲酒

が運転に及Qす±āを実Øで2る教育を推進する。 

さらに、地域交通安全Ô動推進¡員や交通安全ûÃ、安全運転Û理者ûÃ等を通;、地域やƦ域8との飲酒

運転ĿǊǍĢに向けたȬ2かけ、�ン}ルiー�ー運動のɗ及促進など、飲酒運転ĿǊ機運のƤ成を図る。 

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ʪ 交通安全に関するɗ及ċ発Ô動の推進

大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

コ 効果的なĲɩの実施

ęɸ©ưLとりの交通安全に対する関心と¢ŭを高め、交通ルールのƋŷと交通�~ーの実践の習ÙCけを

図るとともに、各種安全運動Nのǅă的な参加とûʜを得るため、+らXるĲɩȿ体と機ÃをÔ用し、ǅă的

かつタイ�リーなĲɩに努める。 

(ア) 運転者に対しては、後ɘńǄをàめたシートベルトとx�イル}シートの正しいȀ用、ス�ー}wウン、

運転中のĎǬȜʧ等のŕ用Ą止、妨害運転・飲酒運転のĿǊ、ʆɧれ時・ʁÝの交通事故防止、¶断ɥ道に

おけるɥ行者ʂǋ、ŗùと高齢者の保Ĭʅ導等についてĲɩを行い、交通事故防止を図る。 

(イ) ¼ȑに対しては、ÅʒɇやŘȅǧĲɩţ等、¼ȑ向けのĲɩȿ体をǅă的にÔ用し、関Ċ機関・Ƿ体及び

ȅ内Ã等のǖƥを通;て各¼ȑにƪȪする2めŋかなĲɩに努め、飲酒運転のĿǊ、ŗùと高齢者の保Ĭ、

反ű材のÔ用等、交通安全¢ŭの¼ȑからの発Ƨを図る。 

(ウ) 交通安全ûÃ等のɸÝǷ体が行う交通安全に関するĲɩÔ動をŜ´するため、交通事故防止に関する資

ʚ・ƢɩのȒùをǅă的に行うほか、ɩ道機関のûʜを得て、全ęɸを対Ɯとして交通安全に対するè運の

Ƥ成を図る。 

(エ) 交通安全運動、i�ン�ーンのǅă的なĲɩを通;てęɸを÷6ての交通安全Ô動のȘÇを促進する。

� テレ�、�rg等をÔ用した交通安全ス�yトɪǞの実施

� 各éの運動の時æをとらえた�ンフレyト、x�シのŎ成Ⱦ付

� インター�yトÔ用などによるŘȅǧ・交通安全推進Ƿ体に対するタイ�リーな交通安全ƢɩのȒù

� ęやŘȅǧのĲɩ車によるĲɩ

� 関Ċ機関・Ƿ体によるĲɩÔ動

� 酒Ƶい体験nーグル・反ű材š認用Ĉ�nーグル�イト�等交通安全ċ発用ɒのǰƈ

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課 ）

o 高Ǥ自動車Ľ道等における交通安全ċ発Ô動

高Ǥ道路における交通事故を防止するため、高Ǥ道路ʓ用者Nの交通安全ċ発Ô動を実施する。

(ア) 交通安全運動æÝ中等にęĒ高Ǥ道路交通ĒŐǱ等の関Ċ機関とûʜして、交通安全i�ン�ーンを実施

する。 

(イ) 交通安全をĥびかけるx�シや�スターをȾɖ・čŪするとともに、ĖƲɴ・¶断ɴをÔ用し、交通安全

ċ発を実施する。 

(ウ) 高Ǥ道路等における自ǓŊ害時�地Ư、ə、®、ǉ�や、トン�ルにおける交通事故時の安全Ǖ置等のĲ

ɩを実施する。 

(エ) nール{ンウbーク、おɲ、ȻɶȻŖ等の交通ŀőæに、ŀőがʇǙされる¾所について事ǑĲɩを行い、

交通事故防止のためĲɩを実施する。 

(g) 車ʙ制ģʟ違反にë«する交通事故防止に努めるため、車ʙ制ģʟ等の関Ċ法ʟのĲɩを実施する。

（ す᪥ᮏ㧗㏿道路ᰴᘧ♫中国ᨭ♫ ） 

道�交通安全対策 
中項目 ʫ 交通安全に関するɸÝǷ体等のŵ体的Ô動の推進

大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

ɸÝの交通安全Ƿ体については、交通安全指導者の育成、交通安全ƑÔ動に対する´ƒ、必要な資ʚ・Ƣɩの

Ȓù等を通;て、>のŵ体的なÔ動をŜ´するとともに、Ƿ体ǛĩÝのʣʑûʜ体制の強化を図る。 

また、ȢĿę交通安全対策ûïÃを中心に交通安全運動をÔ発化さ=、交通安全に関するęɸ÷6てのÔ動、

さらに地域Ƃɸの交通安全指導、教育にĎわAているŘȅǧの交通指導員のÔ動を推進する。 

ア ę交通安全対策ûïÃのʣĎの強化

ȻÝを通;て交通安全ęɸ運動の©ǘの推進を図るとともにĵ成Ƿ体Nの交通事故発生Ƣɩや交通事故ȧ

đなどタイ�リーなƢɩȒùを行うことによAて地域の交通Ƣƹにµ;た効果的な交通安全Ô動の推進を図

る。 

� ƢɩȒù等実施状況

項 目 ʟʦ$Ȼ度実ǆ 

交 通 Ƣ ɩ ��Å 

交通事故発生状況 ��Å 

イ Řȅǧ交通安全対策ûïÃのǅă的Ô動の促進

交通事故のǩ3が事故ȥ事者のöƂ地域内で発生していることから、Řȅǧや自ũÃ等のǶ�で地ć交通安

全対策ûïÃの結成を促進するとともに、このǖƥが中心となり、ŵ体性をもAて各種の交通安全対策をǅă

的に推進する。 

ウ 交通安全推進Ƿ体NのȬ2Óけとŵ体的なÔ動の推進

(ア) ʥưク�ブ等NのȬ2Óけと高齢運転者に対する安全運転指導の推進

Įɸßȃ車Ơ等ƭĆな施設をÔ用した運転実技講習Ãを実施するほか、ʥưク�ブ等にȬ2Óけ、ºɆŬ

運転適性検査ãや交通安全教育車�8Ȉż交通安全ļ�の効果的な運用等により運転適性検査を促進し、高

齢運転者に対してƭ体機能のȍ·を自Ñした安全運転指導を推進する。 

ɝ=て、危険ÅɌ行動�ɦƓ運転�のʡ行を促すĲɩċ発を推進する。 

(イ) Ɂȉク�ブ等NのȬ2ÓけとʈŦに対する交通安全教育Ô動の促進

ʈŦと>の保Ĭ者の交通安全教育を推進しているɁȉク�ブ等のÔ動の中心となる指導者を対Ɯとした

ĘžÃ等をÇŅし、指導能ʜの向上を図るとともに、必要な資ʚ・ƢɩのȒùをǅă的に行い、Ɂȉク�ブ

等のÔ動の促進を図る。 

(ウ) >のǨ

地域交通安全Ô動推進¡員ûïÃ、交通安全ûÃ、安全運転Û理者ûÃ等交通安全推進Ƿ体Nのǅă的な

交通ƢɩのȒùを行い、これらのǷ体の自ŵ的なÔ動をŜ´する。 

エ ×ɸを÷6た安全運転o�ート車のɗ及ċ発

ȋȵ事故や運転者のアクセルとブレーiの踏SÝ違い等による事故を防止するため、ƛȵɋ害ēğブレーi

や�wル踏SÝ違いò発進抑制ǝ置等をǝ備した安全運転o�ート車について、×ɸを÷6てɗ及ċ発に努め

る。 

また、安全運転o�ート車について、運転免許センター等のĒŐ施設をŢƟÃの実施Ơ所としてȒùするな

ど、各種機Ãをʓ用してɗ及ċ発に努めるほか、>のʓ用にȥたAてのȂ¢点等に対する理Äの促進を図る。 

g 交通指導員NのŜ´

交通指導員の能ʜ向上を図るため、交通指導員ĘžÃをÇŅする。

� 交通指導員Ęž事Ă

項 目 ʟʦ$Ȼ度実ǆ ʟʦ%Ȼ度đÁ 

交通指導員ĘžÃ 

３Å ３Å 

ȣɘ���ĕ��ȸ、�	ȸ� 

ǁɘ���ĕ&ȸ� 

ȣɘ"¾所 

ǁɘ!¾所 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ʫ 交通安全に関するɸÝǷ体等のŵ体的Ô動の推進

大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

ɸÝの交通安全Ƿ体については、交通安全指導者の育成、交通安全ƑÔ動に対する´ƒ、必要な資ʚ・Ƣɩの

Ȓù等を通;て、>のŵ体的なÔ動をŜ´するとともに、Ƿ体ǛĩÝのʣʑûʜ体制の強化を図る。 

また、ȢĿę交通安全対策ûïÃを中心に交通安全運動をÔ発化さ=、交通安全に関するęɸ÷6てのÔ動、

さらに地域Ƃɸの交通安全指導、教育にĎわAているŘȅǧの交通指導員のÔ動を推進する。 

ア ę交通安全対策ûïÃのʣĎの強化

ȻÝを通;て交通安全ęɸ運動の©ǘの推進を図るとともにĵ成Ƿ体Nの交通事故発生Ƣɩや交通事故ȧ

đなどタイ�リーなƢɩȒùを行うことによAて地域の交通Ƣƹにµ;た効果的な交通安全Ô動の推進を図

る。 

� ƢɩȒù等実施状況

項 目 ʟʦ$Ȼ度実ǆ 

交 通 Ƣ ɩ ��Å 

交通事故発生状況 ��Å 

イ Řȅǧ交通安全対策ûïÃのǅă的Ô動の促進

交通事故のǩ3が事故ȥ事者のöƂ地域内で発生していることから、Řȅǧや自ũÃ等のǶ�で地ć交通安

全対策ûïÃの結成を促進するとともに、このǖƥが中心となり、ŵ体性をもAて各種の交通安全対策をǅă

的に推進する。 

ウ 交通安全推進Ƿ体NのȬ2Óけとŵ体的なÔ動の推進

(ア) ʥưク�ブ等NのȬ2Óけと高齢運転者に対する安全運転指導の推進

Įɸßȃ車Ơ等ƭĆな施設をÔ用した運転実技講習Ãを実施するほか、ʥưク�ブ等にȬ2Óけ、ºɆŬ

運転適性検査ãや交通安全教育車�8Ȉż交通安全ļ�の効果的な運用等により運転適性検査を促進し、高

齢運転者に対してƭ体機能のȍ·を自Ñした安全運転指導を推進する。 

ɝ=て、危険ÅɌ行動�ɦƓ運転�のʡ行を促すĲɩċ発を推進する。 

(イ) Ɂȉク�ブ等NのȬ2ÓけとʈŦに対する交通安全教育Ô動の促進

ʈŦと>の保Ĭ者の交通安全教育を推進しているɁȉク�ブ等のÔ動の中心となる指導者を対Ɯとした

ĘžÃ等をÇŅし、指導能ʜの向上を図るとともに、必要な資ʚ・ƢɩのȒùをǅă的に行い、Ɂȉク�ブ

等のÔ動の促進を図る。 

(ウ) >のǨ

地域交通安全Ô動推進¡員ûïÃ、交通安全ûÃ、安全運転Û理者ûÃ等交通安全推進Ƿ体Nのǅă的な

交通ƢɩのȒùを行い、これらのǷ体の自ŵ的なÔ動をŜ´する。 

エ ×ɸを÷6た安全運転o�ート車のɗ及ċ発

ȋȵ事故や運転者のアクセルとブレーiの踏SÝ違い等による事故を防止するため、ƛȵɋ害ēğブレーi

や�wル踏SÝ違いò発進抑制ǝ置等をǝ備した安全運転o�ート車について、×ɸを÷6てɗ及ċ発に努め

る。 

また、安全運転o�ート車について、運転免許センター等のĒŐ施設をŢƟÃの実施Ơ所としてȒùするな

ど、各種機Ãをʓ用してɗ及ċ発に努めるほか、>のʓ用にȥたAてのȂ¢点等に対する理Äの促進を図る。 

g 交通指導員NのŜ´

交通指導員の能ʜ向上を図るため、交通指導員ĘžÃをÇŅする。

� 交通指導員Ęž事Ă

項 目 ʟʦ$Ȼ度実ǆ ʟʦ%Ȼ度đÁ 

交通指導員ĘžÃ 

３Å ３Å 

ȣɘ���ĕ��ȸ、�	ȸ� 

ǁɘ���ĕ&ȸ� 

ȣɘ"¾所 

ǁɘ!¾所 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ʬ ęɸの参加・ûȬの推進

大項目 " 交通安全¢ŭのɗ及ȗȐ 

交通安全は、ęɸの交通安全¢ŭによりŜえられることから、ęɸ自らが交通安全Ô動にǅă的に参加で2る

ŔǖSC3りや目標を設定して地域の実Ƣにǣした取りǖSを推進する。 

特に、交通安全運動の効果を高めるため、ęɸ運動のȻÝ重点にƶǻ目標を設定して取りǖT。 

� ȻÝ重点に対µしたƶǻ目標の設定

ȻÝ重点 ƶǻ目標 

高齢者の交通事故防止 

(Ň重点� 

� 高齢運転者標ŭ�高齢者�ーク�のŕ用ʕ

� 反ű材のȀ用ʕ�ɥ行者�

� 高齢者ƷǬɭɿ指導ƶ

 ����上 

 
���上 

��ɷư�上 

ŗùの交通事故防止 

� 交通安全教Ůの実施ʕ�学ĴǶ��

� Ȟ·Ĵ中における交通指導員のÌȫ指導ƶ

� 通学路の安全点検実施ʕ�学ĴǶ�Ȼ�Å�

���� 

３ɷ&ǌư�上

���� 

飲酒運転のĿǊ 
� 事Ă所における飲酒運転ĿǊの取ǖʕ

� 飲酒運転ĿǊƏɺɨƏɺ者ƶ

���� 

%ɷư�上 

全てのńǄのシートベルトと 

x�イル}シートの 

正しいȀ用のȗȐ 

� シートベルト�運転Ǆ・ƒŸǄ�Ȁ用ʕ

� シートベルト�©Ɉ道後ɘńǄ�Ȁ用ʕ

� x�イル}シートのȀ用ʕ

���� 

 ��� 

���� 

自転車の安全ʓ用の推進 � 自転車の交通ルールのƋŷʕ ���� 

（ 県交通ᑐ⟇課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ⑴ 運転教育者等の充実

大項目 ３ 安全運転の確保 

ア 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実

(ア) 自動車教習所の教習に関し、交通事故の発生状況、道路環境等の交通状況を勘案した教習内容の充実に努

める。 

(イ) 自動車教習所の教習指導員等の資質の維持向上、教習技法の充実を図るなど、教習水準の向上に努める。

(ウ) 運転免許を取得しようとする者に対する取得時講習の充実に努める。

（ 県警察運㌿චチ課 ） 

イ 運転者に対する再教育等の充実

(ア) 取消処分者講習、停止処分者講習、違反者講習、初心運転者講習、更新時講習及び高齢者講習等が効果的

に行われるように、講習内容及び講習方法の充実、講習指導員の資質向上、講習設備・資機材等の拡充等と

実車等による参加・体験・実践型の運転者教育の充実を図る。 

 特に飲酒運転を防止する観点から、運転免許の取消処分者講習では、飲酒運転を理由に取消処分を受けた

者に対してアルコールスクリーニングテストやブリーフ・インターベンション等の飲酒行動改善の指導を行

うとともに、停止処分者講習では、運転シミュレーターを用いた飲酒運転模擬体験の実施や飲酒運転にかか

る停止処分者による飲酒学級を編成し、さらには更新時講習や取得時講習等の各種講習においては、飲酒運

転による事故事例を取り入れるなど、飲酒運転防止に重点を置いた運転者教育を推進する。 

※ アルコールスクリーニングテスト：アルコール依存の程度を調べるための飲酒に関するテスト

※ ブリーフ・インターべンション：アルコールスクリーニングテストの結果を踏まえ、飲酒運転抑止のた

めの目標設定、目標達成状況の確認を行い、今後の飲酒行動について改善を指導すること。 

(イ) 自動車教習所については、既に運転免許を取得した者に対する再教育も実施するなど、地域の交通安全教

育センターとしての機能強化を促進する。 

（ 県警察交通⏬課・県警察運㌿චチ課 ） 

ウ 妨害運転等の悪質・危険な運転者に対する処分者講習での再教育

運転適性検査により、受講者の運転特性を診断した上で、必要な個別的指導等を実施し、悪質･危険な運転

特性の矯正を図る。 

（ 県警察運㌿චチ課 ） 

エ 二輪車安全運転対策の推進

(ア) 取得時講習のほか、自動二輪車安全運転講習や原付等安全講習の推進に努める。

(イ) 自動車教習所の教習施設及び体制の整備等を促進し、二輪車運転者に対する教育の充実に努める。

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑴ 運転教育者等の充実

大項目 ３ 安全運転の確保 

ア 運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実

(ア) 自動車教習所の教習に関し、交通事故の発生状況、道路環境等の交通状況を勘案した教習内容の充実に努

める。 

(イ) 自動車教習所の教習指導員等の資質の維持向上、教習技法の充実を図るなど、教習水準の向上に努める。

(ウ) 運転免許を取得しようとする者に対する取得時講習の充実に努める。

（ 県警察運㌿චチ課 ） 

イ 運転者に対する再教育等の充実

(ア) 取消処分者講習、停止処分者講習、違反者講習、初心運転者講習、更新時講習及び高齢者講習等が効果的

に行われるように、講習内容及び講習方法の充実、講習指導員の資質向上、講習設備・資機材等の拡充等と

実車等による参加・体験・実践型の運転者教育の充実を図る。 

 特に飲酒運転を防止する観点から、運転免許の取消処分者講習では、飲酒運転を理由に取消処分を受けた

者に対してアルコールスクリーニングテストやブリーフ・インターベンション等の飲酒行動改善の指導を行

うとともに、停止処分者講習では、運転シミュレーターを用いた飲酒運転模擬体験の実施や飲酒運転にかか

る停止処分者による飲酒学級を編成し、さらには更新時講習や取得時講習等の各種講習においては、飲酒運

転による事故事例を取り入れるなど、飲酒運転防止に重点を置いた運転者教育を推進する。 

※ アルコールスクリーニングテスト：アルコール依存の程度を調べるための飲酒に関するテスト

※ ブリーフ・インターべンション：アルコールスクリーニングテストの結果を踏まえ、飲酒運転抑止のた

めの目標設定、目標達成状況の確認を行い、今後の飲酒行動について改善を指導すること。 

(イ) 自動車教習所については、既に運転免許を取得した者に対する再教育も実施するなど、地域の交通安全教

育センターとしての機能強化を促進する。 

（ 県警察交通⏬課・県警察運㌿චチ課 ） 

ウ 妨害運転等の悪質・危険な運転者に対する処分者講習での再教育

運転適性検査により、受講者の運転特性を診断した上で、必要な個別的指導等を実施し、悪質･危険な運転

特性の矯正を図る。 

（ 県警察運㌿චチ課 ） 

エ 二輪車安全運転対策の推進

(ア) 取得時講習のほか、自動二輪車安全運転講習や原付等安全講習の推進に努める。

(イ) 自動車教習所の教習施設及び体制の整備等を促進し、二輪車運転者に対する教育の充実に努める。

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ː ¸転Ē±者等の充実

大項目 & 安全¸転の確保 

n 高˅¸転者対ťの充実�Ɯ点事項�

�i� 高˅者ŊƕのĿÉ的な実施にȽめるとともに、Ņǂ時Ŋƕにおける高˅者åċのà充等にȽめる。

また、�Ŝ§ƶの高˅¸転者に対する高˅者Ŋƕについては、認Ș機ɜというǇ体的ȴǗのȫÃにț目す

るのみならB、̧ 転技ɜ検ŗとɋ²のÌȑを行うこと等を通@て、加˅にɦうǇ体機ɜのȫÃが自動車の¸

転にºĕを及YすÇɜ性があること等についてʴÒ>Cる指導を行う。 

�イ� � Ŝ§ƶの高˅¸転者が²定の®反行¬をしたƸ合には、ʿ時に認Ș機ɜ検ŗを行い、認Ș機ɜのȫÃ

のƼēについて確認を行うとともに、²定のùƟにÝɄする者については、ʿ 時の高˅者Ŋƕを実施し、認

Ș機ɜのȫÃを自ãした安全¸転にȽめるよう指導する。

�l� � Ŝ§ƶL²定の®反ˆのある高˅¸転者に対する¸転技ɜ検ŗによc、¸転ʚČ証のŅǂ時に実車に

よるǵ行を行い、²時Ȭ止等のÌȑについてDのĦÉが²定のùƟにÝɄする者には¸転ʚČ証のŅǂを

しないこととなることから関Ĝ者VのƒȘ等を行い、ɋ制度のȴǗかつ¼éな¸用にȽめる。

�m� 高˅¸転者の交通事故のɼǜなNによc、¸転ȴ性検ŗの充実ʋťにȽめる。

�n� 加˅にɦうǇ体機ɜのȫÃなNによc¸転に不安のある高˅者に対しては、÷険Óɬ行動（ʇ償¸転）の

˄行や、¸転ʚČʃɛに関するÈȀ間Lのˌし合い・ģŦ等Vのǲȗ等についてɉ8かける。

�o� 認Ș機ɜ検ŗのĦÉ等にùJいて、認Șưの疑いのある¸転者のɝ£にȽめ、ʿ 時ȴ性検ŗの確実な実施

等によc、安全な¸転にůƵのある者については、¸転ʚČのƉƯ等のȴǠな行政ƣɼを行う。

また、ʿ時ȴ性検ŗの¼éな実施のための認ȘưǦʟ¯等との連ğを強化するなN、体制強化にȽめる。 

�q� 高˅¸転者の安全意識を高めるため、�� Ŝ§ƶの¸転者に対して高˅¸転者ɯ識のɰźの促進を図ると

ともに、ɯ識をɰźした自動車に対する保Ļ意識の高ʪをķTかける。

�ク� ¸転ġˆ証ʘƦのǇɼ証ʘƦとしての機ɜがƙɼに利è用>れるよう¸転ġˆ証ʘƦ制度についてƒȘ

を図るとともに、関Ĝ機関・ȕ体と連ğして¸転ʚČ証を自ƈʃɛしやすい環境の整備を図る。

�t� 高˅者に対するĶʁʍʞ指導によc、加˅にɦうǇ体ɜʾのȫÃにÁ@た¸転を指導するなN、安全¸転

Vの自ãを促す。

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 

o xート�ルト・��イル�xートのǗしいț用の徹底

�i� 関Ĝ機関・ȕ体と連ğし、ßƍŊƕÑ、安全¸動等あら`る機Ñを通@てț用ĿÉについて広報Ğɥし、

ț用の徹底を図る。 

また�ȌǠ�z等のƷąのxート�ルトț用の徹底を図るため�事Ė者等と連ğした広報Ğɥを推進する。 

�イ� ț用義ʕ®反に対するÜɈLの指導Ɖȱcの強化を図る。

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課 ） 

q 自動車¸転ȍ行Ė者に対する指導等

�安全・安心な利用にŀけた自動車¸転ȍ行ĖのŅなるĩ全化対ť�（ɿ成
�ɚ&ħ
�ɖģŦȟ・œȿ交

通Ʊ）にùJ8、自動車¸転ȍ行ĖがこれまL§ƶに安全かつ安心に利用>れるように事Ė者に対して指導ð

ɐするとともに、事Ė者の自ƈ的なƉcǭみに対するů½・ďʾを行うことによc、ĖØ全体の²Ǯのĩ全化

を図る。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課）

道�交通安全対策 
中項目 ː ¸転Ē±者等の充実

大項目 & 安全¸転の確保 

ク 自動車¸Ƕ事Ė等にƚ事する¸転者に対するȴ性ǆȖの実施

�i� ¸行ñʴ者²ɩŊƕや事Ė者に対するðŗ等の機ÑをǼえてȴ性ǆȖの受ǆを徹底する。

�イ� ǆȖĦÉにùJいたȴǠな指導を実施する

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ） 

t ÷険な¸転者の早期ɠƨ等

�i� 行政ƣɼ制度のȴǗかつ迅速な¸用によc、¢Ɓ÷険な¸転者の早期ɠƨにȽめる。

�イ� ʚČƉɎ時のȴ性Ŵį、ʚČŅǂ時のȴ性検ŗ、安全¸転ǲȗ及Tʿ時ȴ性検ŗの的確な実施によc、ʚ

ČのƉƯし等の事ʥにÝɄする¸転者等のɥĭにȽめる。 

" 行政ƣɼž行Ƽē

ƉƯĨǐ Ȭ止Ĩǐ 

˂ˋ４ɚ度実Ǟ 
��Ĩ ��Ĩ 

（ 県警察運㌿චチ課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ˑ Ĭʔの立Ƹに立Hた¸転ʚČĖʕの推進

大項目 & 安全¸転の確保 

i 安全¸転ǲȗĖʕの充実

安全¸転ǲȗについては、ǲȗ者等の�ライ�xーを保ĻするためのȴǠなǬ置をžるとともに、ȓɄƿ³

のǦʟ的Ș識・技ɜのŀƶを図c、安全¸転ǲȗè動の²Ǯの充実にȽめる。 

また、Ǉ体Ƶがい者用にÕǸした車両等のŷGŔみによる技ɜŴįを実施するとともに、自動車Ēƕƥに対

する指導を行い、Ǉ体Ƶがい者に対するĒƕ体制の充実の促進を図る。 

イ 大規模Ş害対ťの推進

大規模Ş害による¸転ʚČĖʕVのºĕをŚƫĵのものとするため、̧ 転ʚČ|¡}ー等のȇǊ化・ʚǊ化・

制Ǌ化、xz��ƀVのʚǊƬのǡ置、自È用ɥȼ機の整備、̧ 転ʚČ関連xz��の��クi���ー}の

ɼũ保ñ等を推進する。 

また、大規模Ş害ɥǘ時において、̧ 転ʚČ証をʙſ、¿損等した者からのř交付ǄǛに迅速に対Áするた

め、ǄǛ受ʴから交付まLのƣʴ体制の確保とƣʴʭʽの整備を図る。 

（ 県警察運㌿චチ課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ː ¸転Ē±者等の充実

大項目 & 安全¸転の確保 

ク 自動車¸Ƕ事Ė等にƚ事する¸転者に対するȴ性ǆȖの実施

�i� ¸行ñʴ者²ɩŊƕや事Ė者に対するðŗ等の機ÑをǼえてȴ性ǆȖの受ǆを徹底する。

�イ� ǆȖĦÉにùJいたȴǠな指導を実施する

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ） 

t ÷険な¸転者の早期ɠƨ等

�i� 行政ƣɼ制度のȴǗかつ迅速な¸用によc、¢Ɓ÷険な¸転者の早期ɠƨにȽめる。

�イ� ʚČƉɎ時のȴ性Ŵį、ʚČŅǂ時のȴ性検ŗ、安全¸転ǲȗ及Tʿ時ȴ性検ŗの的確な実施によc、ʚ

ČのƉƯし等の事ʥにÝɄする¸転者等のɥĭにȽめる。 

" 行政ƣɼž行Ƽē

ƉƯĨǐ Ȭ止Ĩǐ 

˂ˋ４ɚ度実Ǟ 
��Ĩ ��Ĩ 

（ 県警察運㌿චチ課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ˑ Ĭʔの立Ƹに立Hた¸転ʚČĖʕの推進

大項目 & 安全¸転の確保 

i 安全¸転ǲȗĖʕの充実

安全¸転ǲȗについては、ǲȗ者等の�ライ�xーを保ĻするためのȴǠなǬ置をžるとともに、ȓɄƿ³

のǦʟ的Ș識・技ɜのŀƶを図c、安全¸転ǲȗè動の²Ǯの充実にȽめる。 

また、Ǉ体Ƶがい者用にÕǸした車両等のŷGŔみによる技ɜŴįを実施するとともに、自動車Ēƕƥに対

する指導を行い、Ǉ体Ƶがい者に対するĒƕ体制の充実の促進を図る。 

イ 大規模Ş害対ťの推進

大規模Ş害による¸転ʚČĖʕVのºĕをŚƫĵのものとするため、̧ 転ʚČ|¡}ー等のȇǊ化・ʚǊ化・

制Ǌ化、xz��ƀVのʚǊƬのǡ置、自È用ɥȼ機の整備、̧ 転ʚČ関連xz��の��クi���ー}の

ɼũ保ñ等を推進する。 

また、大規模Ş害ɥǘ時において、̧ 転ʚČ証をʙſ、¿損等した者からのř交付ǄǛに迅速に対Áするた

め、ǄǛ受ʴから交付まLのƣʴ体制の確保とƣʴʭʽの整備を図る。 

（ 県警察運㌿චチ課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ⑶ 安全¸転ñʴの推進�Ɯ点事項�

大項目 & 安全¸転の確保 

i ȴǗな安全¸転ñʴにŀけた強ʾな指導等

事Ėƥ等における自ƈ的な安全¸転ñʴの推進及T安全¸転ñʴ者等のŵƁŀƶを図るため、安全¸転中À

īƔƥLのīƔÌȰの受Ŋ、¸転ġˆ証ʘƦのè用等による安全¸転ñʴ者等のñʴÃにある¸転者のɝ£、

自ƈ的なīƔÑのÙŘ、ʖ事故ʖ®反¸動の実施等について指導を強化する。 

ɏに、交通事故Ȅɥ事Ėƥ、安全¸転ñʴ者等法定Ŋƕのʒ受Ŋ事Ėƥ、ÎǝŠ¸転、ʊ置Ȟ車等にĜる指

źや自動車のŪ用制ĵʗ˂を受けた事Ėƥ等安全¸転ñʴƶʞȑのある事Ėƥについては、ŵʺ提ƝのʭĊや

ĶʁのƠÓ指導等の実施によc、¸転ñʴの体制及Tʋ法のÕǩ等の指導を強化する。 

また、ǂたにǨɘ対ƴとなる事Ėƥのɝ£にȽめ、ʒǨɘ事Ėƥの²ǰを図る。 

イ 車両のŪ用者等Vのǟɘȩ及の徹底

車両のŪ用者のĖʕに関してな>れたと認められるɍˈ交通法®反についてはŪ用者及T¸ʣůėȤ等V

の通Șを行うとともに、Ū用者、安全¸転ñʴ者等によるÎǝŠ¸転、ʖʚČ¸転等のÃʗ・ʩ認®反等につ

いては、Ū用者等のǟɘをȩ及し安全¸転ñʴĖʕの徹底を図る。 

l ĿÉ的かつȴǗな安全¸転ñʴ者等Ŋƕの実施

安全¸転ñʴ者及Tɹ安全¸転ñʴ者に対するŊƕĿÉをƶ;るため、ŊŭのǨ定にɢ意するXか、ųȡã

ĒʮをƉc入れたĿÉ的なʋ法によるŊƕの実施を促進する。 

>らに、Ŋƕの中L交通安全Ē±指ǉのɓʩやDれにùJ9具体的なĒ±実施˃をǢʘするなN、安全¸転

ñʴ者等が事Ėƥの¸転者に対して行うɋ指ǉにƚHた交通安全Ē±にɮʭな指導・ƧĴにȽめる。 

" 安全¸転ñʴ者等Ŋƕ実施ƼēとĢÏ

項 目 ɿ成��ɚ度実Ǟ ˂̀ İɚ度実Ǟ ˂̀ %ɚ度実Ǟ ˂̀ &ɚ度実Ǟ ˂̀ ４ɚ度実Ǟ ˂̀ (ɚ度ĢÏ

ÙŘÓǐ 	�Ó 	�Ó 

中止 

	�Ó 	�Ó 	�Ó 

受Ŋ者ǐ �����人 ����人 ����人 �����人 ��
��人 

受 Ŋ ʶ 	��! 	��! ����! ����! 	��! 

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課 ）

道�交通安全対策 
中項目 ⑷ 自動車¸Ƕ事Ė者の安全対ťの充実

大項目 & 安全¸転の確保 

すWての¸Ƕ事Ė者は、ġ¹ト��から現Ƹの¸転ƋにŲるまLʣǶの安全がŚもƜʭLあることを自ãし¸

ʣ安全マ�ジ�¡トによcǤえBʣǶの安全性のŀƶにȽめなけれSならないことから、̧ ʣ安全マ�ジ�¡ト

に関する情報を提供する。 

i ¸ʣ安全マ�ジ�¡ト等を通@た安全体Ɓの確立

自動車¸Ƕ事Ė等の¸行ñʴ者に対し、œȿ交通大ǅが認定した指導Ŋƕの受Ŋを促進し、ŵƁのŀƶを図

る。 

事Ė者等の安全意識の高ʪを図るため、事Ė用自動車によるƜ大事故のɥǘƼē、事Ė用自動車にĜる安全

対ť等の情報を提供する。 

¸Ƕ事Ė者がƉcǭ\、ƄɓLの安全Ē±を促進するため、ÚɷǦʟÈ等のè用による事故防止コ¡vル

�j¡s実施に対してů½を行い、ƄɓLの安全Ē±の充実を図る。 

イ ¶Ǝ¸転の根Ǥ

点ķ時におけるiルコール検ȘøのŪ用義ʕ化にɦい、確実な点ķの実施を指導する等、¶Ǝ¸転根Ǥにŀ

けたƉcǭみの徹底を行う。 

l ＩＣＴ・ǂ技術をè用した安全対ťの推進

�ライ��コー~ー、�ジ}ルż¸行ÿˊĢ等の安全¸転の確保にŵする機øの普及促進にȽめるため、こ

れらの機øに対してŋ入ů½を行うとともに、自動車¸Ƕ事Ėにおけるġ¹者、̧ 行ñʴ者による事故のřɥ

防止ťの検Ɇをʩ«に、かつ、Ŀʶ的�ĿÉ的に実施するためのè用ƋƢƦについてƒȘを図る。 

自動車や車Šø等によcƉɎした¸転情報なNを連ğ>Cた総合的�ー}をè用し、Ņなる事故のŤĲを図

る。 

m 超高˅ƄÑにおけるユ��ーvルvー�z連ğ強化をɇまえた事故防止対ť

高˅¸転者による事故防止対ťを推進する。

Ʒ合�zにおける車ɓ事故の実ȊをɇまえたƉǭを推進する。

n ĖȊ=との事故ɥǘĝŀ、ƈʭなʭ´等をɇまえた事故防止対ť

自動車事故報Œ規Ǻ（ƭˋ
�ɚ¸ʣƱ˂	��ŏ）にùJ9交通事故情報の収集・ɼǜに加え�自動車¸Ƕ事

ĖにĜる交通事故ʭ´ɼǜのための情報収集・ɼǜの充実強化を図る。 

また、�ライ��コー~ーを事Ė用自動車にɁŠし、交通事故ʯ止ĿÉ等についてȢŗ・ɼǜを行い、普及

促進を図る。 

o 事Ė用自動車の事故Ȣŗ©³Ñの提¦をɇまえた対ť

ƄÑ的ºĕの大8な事Ė用自動車のƜ大事故については、事故のɡĠにあるǭƾ的・構Ǹ的なʞȑのŅなる

Òʘをõめたı´ɼǜや、よcąò的なřɥ防止対ťについて事Ė者等がȴǠに対Áし、事故のʒǪ防止にŀ

けたƉǭを促進する。 

q ¸転者のĩłĀ´事故防止対ťの推進

自動車¸Ƕ事Ė等にƚ事する¸転者にȴ性ǆȖ及TŊƕÑの受ǆ・受Ŋを促進する。

また、事Ė者に対して、事故・®反ƇĀ¸転者、Ƥ心¸転者及T高˅¸転者に対するɏʁĒ±ʀTにȴ性ǆ

Ȗ受ǆを促進し、安全¸転の確保にȽめる。 

ク 自動車¸ʣ事Ė者に対するコ¡�ライi¡zの徹底

自動車¸Ƕ事Ė者に対して、̧ 行ñʴの徹底を図るため、ðŗ体制の強化、ðŗ対ƴのƜ点化等によc指導

ðɐ等を実施するとともに、関Ĝ事Ė者ȕ体を通@て指導にȽめる。 

行政ƣɼを受けた事Ė者をľɰする。 

t Íɻ自動車¸ʣ事Ė者安全性ɱÅ事Ėの促進等

Íɻ自動車¸Ƕ事Ė者については、Íɻ自動車¸ǶȴǗ化事Ė実施機関を通@て指導ðɐにȽめる。

ȃの模ɪとなる安全にĜるƉcǭみ、Ï期的・ǥ進的な安全にĜるƉcǭみを�安全対ťs�ト�ラク�j

z�としてƲÐする。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ⑷ 自動車¸Ƕ事Ė者の安全対ťの充実

大項目 & 安全¸転の確保 

すWての¸Ƕ事Ė者は、ġ¹ト��から現Ƹの¸転ƋにŲるまLʣǶの安全がŚもƜʭLあることを自ãし¸

ʣ安全マ�ジ�¡トによcǤえBʣǶの安全性のŀƶにȽめなけれSならないことから、̧ ʣ安全マ�ジ�¡ト

に関する情報を提供する。 

i ¸ʣ安全マ�ジ�¡ト等を通@た安全体Ɓの確立

自動車¸Ƕ事Ė等の¸行ñʴ者に対し、œȿ交通大ǅが認定した指導Ŋƕの受Ŋを促進し、ŵƁのŀƶを図

る。 

事Ė者等の安全意識の高ʪを図るため、事Ė用自動車によるƜ大事故のɥǘƼē、事Ė用自動車にĜる安全

対ť等の情報を提供する。 

¸Ƕ事Ė者がƉcǭ\、ƄɓLの安全Ē±を促進するため、ÚɷǦʟÈ等のè用による事故防止コ¡vル

�j¡s実施に対してů½を行い、ƄɓLの安全Ē±の充実を図る。 

イ ¶Ǝ¸転の根Ǥ

点ķ時におけるiルコール検ȘøのŪ用義ʕ化にɦい、確実な点ķの実施を指導する等、¶Ǝ¸転根Ǥにŀ

けたƉcǭみの徹底を行う。 

l ＩＣＴ・ǂ技術をè用した安全対ťの推進

�ライ��コー~ー、�ジ}ルż¸行ÿˊĢ等の安全¸転の確保にŵする機øの普及促進にȽめるため、こ

れらの機øに対してŋ入ů½を行うとともに、自動車¸Ƕ事Ėにおけるġ¹者、̧ 行ñʴ者による事故のřɥ

防止ťの検Ɇをʩ«に、かつ、Ŀʶ的�ĿÉ的に実施するためのè用ƋƢƦについてƒȘを図る。 

自動車や車Šø等によcƉɎした¸転情報なNを連ğ>Cた総合的�ー}をè用し、Ņなる事故のŤĲを図

る。 

m 超高˅ƄÑにおけるユ��ーvルvー�z連ğ強化をɇまえた事故防止対ť

高˅¸転者による事故防止対ťを推進する。

Ʒ合�zにおける車ɓ事故の実ȊをɇまえたƉǭを推進する。

n ĖȊ=との事故ɥǘĝŀ、ƈʭなʭ´等をɇまえた事故防止対ť

自動車事故報Œ規Ǻ（ƭˋ
�ɚ¸ʣƱ˂	��ŏ）にùJ9交通事故情報の収集・ɼǜに加え�自動車¸Ƕ事

ĖにĜる交通事故ʭ´ɼǜのための情報収集・ɼǜの充実強化を図る。 

また、�ライ��コー~ーを事Ė用自動車にɁŠし、交通事故ʯ止ĿÉ等についてȢŗ・ɼǜを行い、普及

促進を図る。 

o 事Ė用自動車の事故Ȣŗ©³Ñの提¦をɇまえた対ť

ƄÑ的ºĕの大8な事Ė用自動車のƜ大事故については、事故のɡĠにあるǭƾ的・構Ǹ的なʞȑのŅなる

Òʘをõめたı´ɼǜや、よcąò的なřɥ防止対ťについて事Ė者等がȴǠに対Áし、事故のʒǪ防止にŀ

けたƉǭを促進する。 

q ¸転者のĩłĀ´事故防止対ťの推進

自動車¸Ƕ事Ė等にƚ事する¸転者にȴ性ǆȖ及TŊƕÑの受ǆ・受Ŋを促進する。

また、事Ė者に対して、事故・®反ƇĀ¸転者、Ƥ心¸転者及T高˅¸転者に対するɏʁĒ±ʀTにȴ性ǆ

Ȗ受ǆを促進し、安全¸転の確保にȽめる。 

ク 自動車¸ʣ事Ė者に対するコ¡�ライi¡zの徹底

自動車¸Ƕ事Ė者に対して、̧ 行ñʴの徹底を図るため、ðŗ体制の強化、ðŗ対ƴのƜ点化等によc指導

ðɐ等を実施するとともに、関Ĝ事Ė者ȕ体を通@て指導にȽめる。 

行政ƣɼを受けた事Ė者をľɰする。 

t Íɻ自動車¸ʣ事Ė者安全性ɱÅ事Ėの促進等

Íɻ自動車¸Ƕ事Ė者については、Íɻ自動車¸ǶȴǗ化事Ė実施機関を通@て指導ðɐにȽめる。

ȃの模ɪとなる安全にĜるƉcǭみ、Ï期的・ǥ進的な安全にĜるƉcǭみを�安全対ťs�ト�ラク�j

z�としてƲÐする。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ˔ 交通ˉɉŞ害の防止等

大項目 & 安全¸転の確保 

i 交通ˉɉŞ害の防止

�i� 交通ˉɉŞ害防止対ťの推進

* �交通ˉɉŞ害防止のためのpイ�ライ¡�のƒȘ徹底

+ 交通ˉɉŞ害防止ȓɄñʴ者のǨɘの推進

�イ� ˉɉŞ害防止ȕ体等が行う交通ˉɉŞ害防止è動Vの指導½Ƨ

ʵƶÍɻ¸Ƕ事ĖˉɉŞ害防止ďÑ等がßƍˉɉŞ害防止è動の²環として行う交通ˉɉŞ害防止è動

について指導½Ƨを行う。 

また、交通ˉɉŞ害防止ȓɄñʴ者Ē±及T自動車¸転Ėʕƚ事者安全»ǘĒ±の実施について指導½Ƨ

にȽめる。 

�l� ɍˈÍɻ¸ǶĖにおけるȨʰ・転ʰŞ害の防止、�ʵƶÍɻ¸Ƕ事ĖにおけるËʡ作Ėの安全対ťpイ�

ライ¡�のƒȘ徹底等

イ 自動車¸転者のˉɉƻĨのȴǗ化

�i� ÕǩùƟの徹底

Ȥ時間ˉɉをı´とする交通ˉɉŞ害の防止を図るため��自動車¸転者のˉɉ時間等のÕǩのためのù

Ɵ（ÕǩùƟ）�のơƊを徹底する。 

�イ� 自動車¸転者のˉɉƻĨ確保のためのðɐ指導

自動車¸転者のˉɉ時間等のˉɉƻĨのÕǩを図c、ɾCて交通事故防止にŵするため、ÕǩùƟ等にù

J8、 

* ńǽ時間、¸転時間、Ćǻ期間及TĆɖ等のȴǗ確保 

+ ȴǗな¸行ĢÏのƐ立とDのʳ行 

, ˉɉƻĨのʘźとƓĖ規ǺのȴǗ化 

- ˉɉ時間及TçǷȦĚůɺのȴǗ化 

. ĩłǆȖのì全実施と事ĺǬ置の徹底 

/ ÎƜˉɉによるĩłƵ害防止対ťの徹底 

0 ˀ進ʆ合制度のɟ止にĜる指導等の徹底 

をƜ点にðɐ指導を実施する。 

�l� 自ƈ的ˉʕÕǩの促進のための指導

ˉɉ時間ñʴȴǗ化指導³のè用によc、ÕǩùƟのƒȘを図c、ɾCて自ƈ的なˉʕÕǩを促進する。 

�m� 関Ĝ行政機関との連ğ

ÕǩùƟのʳ行確保を図c、ɾCて交通事故の防止にŵするため、中œ¸ʣėɀ根¸ʣůė、ɀ根ĬģŦ

等関Ĝ行政機関との連ğを強化し、交通事故防止ŧ者ÑĄをÙŘして意ĭ交îを行うとともに、ǲĹ通報制

度をè用しɮʭにÁ@て合ɋのðŗ・ðɐを実施する。 

また、Ĭɓのトラ�ク¸ǶĖにおけるƉµ環境のÕǩ及TȤ時間ˉɉのʯ制を実現するための具体的な環

境整備等を図るため、中œ¸ʣėɀ根¸ʣůė等の関Ĝ機関と連ğしてƉǭを進める。 

�n� Ëƈȕ体等VのďʾʭǛ

自動車¸転者のˉɉ時間等のÕǩùƟのì全ơƊを図るため、Ȥ時間のŃƹ的なËȉGのÕǩ等にŀけて

Ëƈȕ体等Vɉ8æけ、ďʾʭǛを図る。 

�o� 時間Úˉɉのƶĵ規制及TÕǗÕǩùƟ等のƒȘ等

˂ˋ)ɚ４ħ$ɖからȴ用がÙū>れるÕǗˉɉùƟ法等のɓʩやˉɉ時間に関する法制度等について、

あら`る機Ñを通@てƒȘを行うとともに、ʴÒの促進等にŀけたƉǭを進める。 

（ ᓥ᰿ປാ局 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ˕ ɍˈ交通に関する情報の充実

大項目 & 安全¸転の確保 

i ÷険ɻʣǶに関する情報提供の充実等

Êʢˁ、高¤pz及T÷険ɻのʣǶについて、Ư防及TģŦ機関とďʾし、Êʢˁ¸ɨ証ʘƦのğ行、イm

�ーoー�の普及促進ʀTに車両の構Ǹ及Tǡ備のùƟȴ合の指導を行い、事故防止を図る。 

Êʢˁ保安ďÑ連合Ñ、高¤pzș°防ŞďĄÑ及T÷険ɻ保安ďÑ連合Ñのè動を通@、̧ 行中の交通事

故のʒǪ防止ʀTに交通事故がɥǘしたƸ合の被害ĤĲにŵする情報提供の充実を図る。 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課 ） 

イ œšÖƶコ¡��のʵƶʣǶにおける安全の確保�Ɯ点事項�

関Ĝ事Ė者に対し、コ¡��ÍɻのƜʼ等に関する情報のȻȒやコ¡����クの確実な実施等をɓʩとす

るɿ成	�ɚにť定>れた�œšÖƶコ¡��のʵƶにおける安全ʣǶpイ�ライ¡�のƒȘを図る。 

また、œšÖƶコ¡��のɏƌ性をɇまえた安全対ťを検Ɇするため、関Ĝ者が自ƈ的にƉcǭ\W8安全

対ť等について、ɿ成

ɚ度からɿ成
�ɚ度にかけて�œšÖƶコ¡��ト�ーラにĜる事故防止対ť推進

事Ė�において実証実įによる技術的検Ɇやコ¡��情報のȻȒに関する実ȊȢŗ等を行HたĦÉのとcまと

め、及Tɿ成 
 ɚ度にť定>れたœšÖƶコ¡��のʵƶにおける安全ʣǶマ�ュiル（ɿ成 �� ɚ４ħÕ

Ȳ）のƒȘを図る。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ） 

l ýƴ情報等の充実

�i� ýƴòǾʨ報体制の整備等、șǊ・ȧɞ・ÊŨのðų・ģ報体制の整備等、情報の提供等

* ýƴòǾʨ報体制の整備等

Ȏɸ、大·、ʸë等のĥしいɒɸなNのýƴ現ƴを早期かつǗ確にɝ£し、ȴ時・ȴǠなɏʁģ報・ģ

報・ʨ報等をɥɰするため、òǾʨ報体制の強化を図る。 

また、œš的なďʾとして、ǑØýƴ機関（���）がť定したǑØýƴðų（���）ĢÏをǝĘ的に

推進する。 

+ șǊ・ȧɞ・ÊŨのðų・ģ報体制の整備等 

șǊ・ȧɞ・ÊŨによるŞ害を防止・ĤĲするため、șǊ・ÊŨè動をƹ時ðųしてșǊ・ȧɞ・ÊŨ

に関する防Ş情報をȴ時・ȴǠにɥɰし、迅速かつ確実にȻȒするとともに、ƈにŹのことを行う。 

�*� ęĈșǊ速報（ʨ報及Tģ報）の利è用の推進 

ęĈșǊ速報（ʨ報及Tģ報）について�受ǀ時の対Á行動等の>らなるƒȘ�広報を行うとともに�

交通機関における利è用の推進を図るため�ʤĿ性や利è用のʋ法等の普及�Ğɥ及TǙ度ŀƶにƉc

ǭ\。 

�+� ȧɞģ報等の確実な¸用 

șǊĢによるòǾにùJ8速やかにȧɞģ報等のȐ²報のɥɰを行う。 

Dのĺ、広Ȉ°șǊĢをè用したșǊの規模のǙʓなÒǜやÂ合ȧɞĢをè用したȧɞのɪ¨・規模

のʨǾ等のÒǜを行い、DれらにùJ9ȧɞģ報等のŅǂをȴǠに行う。 

�,� ÊŨðų体制とɽÊ時等のɬɕ体制の推進 

ÊŨè動のðų・ɱÅのĦÉにùJ8、ģÔがɮʭなɪ （̈このɪ¨に入るとǘʗに÷険が及U）を

ʘźしてɽÊģ報等をɥɰするとともに、ɿƹ時からのÊŨ防ŞďĄÑにおけるɬɕĢÏの共ɋ検Ɇを

通@て、ɽÊģÔ��ルのÕǩを推進する。 
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道�交通安全対策 
中項目 ˕ ɍˈ交通に関する情報の充実

大項目 & 安全¸転の確保 

i ÷険ɻʣǶに関する情報提供の充実等

Êʢˁ、高¤pz及T÷険ɻのʣǶについて、Ư防及TģŦ機関とďʾし、Êʢˁ¸ɨ証ʘƦのğ行、イm

�ーoー�の普及促進ʀTに車両の構Ǹ及Tǡ備のùƟȴ合の指導を行い、事故防止を図る。 

Êʢˁ保安ďÑ連合Ñ、高¤pzș°防ŞďĄÑ及T÷険ɻ保安ďÑ連合Ñのè動を通@、̧ 行中の交通事

故のʒǪ防止ʀTに交通事故がɥǘしたƸ合の被害ĤĲにŵする情報提供の充実を図る。 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課 ） 

イ œšÖƶコ¡��のʵƶʣǶにおける安全の確保�Ɯ点事項�

関Ĝ事Ė者に対し、コ¡��ÍɻのƜʼ等に関する情報のȻȒやコ¡����クの確実な実施等をɓʩとす

るɿ成	�ɚにť定>れた�œšÖƶコ¡��のʵƶにおける安全ʣǶpイ�ライ¡�のƒȘを図る。 

また、œšÖƶコ¡��のɏƌ性をɇまえた安全対ťを検Ɇするため、関Ĝ者が自ƈ的にƉcǭ\W8安全

対ť等について、ɿ成

ɚ度からɿ成
�ɚ度にかけて�œšÖƶコ¡��ト�ーラにĜる事故防止対ť推進

事Ė�において実証実įによる技術的検Ɇやコ¡��情報のȻȒに関する実ȊȢŗ等を行HたĦÉのとcまと

め、及Tɿ成 
 ɚ度にť定>れたœšÖƶコ¡��のʵƶにおける安全ʣǶマ�ュiル（ɿ成 �� ɚ４ħÕ

Ȳ）のƒȘを図る。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ） 

l ýƴ情報等の充実

�i� ýƴòǾʨ報体制の整備等、șǊ・ȧɞ・ÊŨのðų・ģ報体制の整備等、情報の提供等

* ýƴòǾʨ報体制の整備等

Ȏɸ、大·、ʸë等のĥしいɒɸなNのýƴ現ƴを早期かつǗ確にɝ£し、ȴ時・ȴǠなɏʁģ報・ģ

報・ʨ報等をɥɰするため、òǾʨ報体制の強化を図る。 

また、œš的なďʾとして、ǑØýƴ機関（���）がť定したǑØýƴðų（���）ĢÏをǝĘ的に

推進する。 

+ șǊ・ȧɞ・ÊŨのðų・ģ報体制の整備等 

șǊ・ȧɞ・ÊŨによるŞ害を防止・ĤĲするため、șǊ・ÊŨè動をƹ時ðųしてșǊ・ȧɞ・ÊŨ

に関する防Ş情報をȴ時・ȴǠにɥɰし、迅速かつ確実にȻȒするとともに、ƈにŹのことを行う。 

�*� ęĈșǊ速報（ʨ報及Tģ報）の利è用の推進 

ęĈșǊ速報（ʨ報及Tģ報）について�受ǀ時の対Á行動等の>らなるƒȘ�広報を行うとともに�

交通機関における利è用の推進を図るため�ʤĿ性や利è用のʋ法等の普及�Ğɥ及TǙ度ŀƶにƉc

ǭ\。 

�+� ȧɞģ報等の確実な¸用 

șǊĢによるòǾにùJ8速やかにȧɞģ報等のȐ²報のɥɰを行う。 

Dのĺ、広Ȉ°șǊĢをè用したșǊの規模のǙʓなÒǜやÂ合ȧɞĢをè用したȧɞのɪ¨・規模

のʨǾ等のÒǜを行い、DれらにùJ9ȧɞģ報等のŅǂをȴǠに行う。 

�,� ÊŨðų体制とɽÊ時等のɬɕ体制の推進 

ÊŨè動のðų・ɱÅのĦÉにùJ8、ģÔがɮʭなɪ （̈このɪ¨に入るとǘʗに÷険が及U）を

ʘźしてɽÊģ報等をɥɰするとともに、ɿƹ時からのÊŨ防ŞďĄÑにおけるɬɕĢÏの共ɋ検Ɇを

通@て、ɽÊģÔ��ルのÕǩを推進する。 
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道�交通安全対策 
中項目 ˕ ɍˈ交通に関する情報の充実

大項目 & 安全¸転の確保 

, 情報の提供等 

交通事故の防止・ĤĲにŵするため、ƈにŹの情報をȴ時・ȴǠにɥɰし、関Ĝ機関等に迅速かつ確実

にȻȒする。また、Ɨʔに対し、ýƴȟ�ー��ージやœȿ交通Ʊ防Ş情報提供|¡}ーを通@てýƴ情

報等をリiル}イ�Lɼかc«9提供する。 

�*� ýƴɏʁģ報・ģ報・ʨ報等 

ýƴによるɍˈ交通Ƶ害がʨǯ>れる時は、ȴ時・ȴǠにýƴɏʁģ報・ģ報・ʨ報等をɥɰし、防

Ş情報提供xz��等を用いて、関Ĝ機関に迅速かつ確実にȻȒするとともに、報ɍ機関等のďʾによ

cɍˈ利用者にƒȘする。また、·によるŞ害ɥǘの÷険度をș図ƶにリiル}イ�にɰźする�大·・

ňǏģ報のqqクル（÷険度ɼɵ）�や、ýƴ情報におけるǧƼŌǏȈによる大·のÇɜ性についての

ķTかけ、ǝǣ・Ōǣのʛ的なƼēをźす�ŕĺのǣ（Òǜǝǣǃ・ÒǜŌǣʼ・ŌǣȔ時間ʨ報）�に

ついても、ýƴȟ�ー��ージや報ɍ機関等を通@てɍˈ利用者にƒȘする。>らに、ɏに大ǣによc

ǃőなɍˈ交通Ƶ害がĭŔまれるƸ合は、œȿ交通Ʊと連ğし、大ǣに対するœȿ交通ƱęĈɥɰを実

施し、ɍˈ利用者にģÔをķTかける。 

�+� ęĈșǊ速報（ʨ報及Tģ報）、ȧɞģ報等 

șǊ・ȧɞによるɍˈ交通Ƶ害がʨǯ>れる時は、ȴ時・ȴǠにęĈșǊ速報（ʨ報及Tģ報）、ȧɞ

ģ報等、șǊ情報等をɥɰし、防Ş情報提供xz��等を用いて、関Ĝ機関に迅速かつ確実にȻȒする

とともに、報ɍ機関等のďʾによcɍˈ利用者にƒȘする。 

�,� ɔÖトラ�șǊʿ時情報等 

ýƴȟȤíは、大規模șǊ対ťɏʁǬ置法の規定にùJ9șǊ防Ş対ť強化ș°にĜる大規模なșǊ

がɥǘするおDれがあると認める時は、ȥGにșǊʨȘ情報をɓä総ʴ大ǅに報Œする。 

また、ɔÖトラ�¾いLƹな現ƴをòǾしたƸ合やɔÖトラ�șǊɥǘのÇɜ性がǲ対的に高まH

たとɱÅしたƸ合等には、�ɔÖトラ�șǊʿ時情報�をʐÖɍの根ƀÂからɂʐșʋのŧʵÂにおけ

る大規模șǊのɥǘのÇɜ性がǲ対的に高まHたとɱÅしたƸ合には�ʐÖɍ・ŧʵÂĺɥșǊȝ意情

報�をɥɰし、防Ş情報提供xz��等を用いて、関Ĝ機関に迅速かつ確実にȻȒするとともに、報ɍ

機関等のďʾによcɍˈ利用者にƒȘする。 

�-� ɽÊģ報等 

ÊŨ現ƴによるɍˈ交通Ƶ害がʨǯ>れる時は、ɿƹ時からのÊŨ防ŞďĄÑL共ɋ検ɆしたɬɕĢ

ÏにùJ8、ɄÝɍˈの交通規制等の防Ş対ÁがとられるようɽÊģÔ��ルを付したɽÊģ報等をɥ

ɰする。 

また、ɍˈ利用者のŌ×ʼにÁ@たȴǠな防Ş行動にŵするよう、Ō×ʨ報をȴ時・ȴǠにɥɰする。 

これらの情報を、防Ş情報提供xz��等を用いて、関Ĝ機関に迅速かつ確実にȻȒするとともに、

報ɍ機関等のďʾによcɍˈ利用者にƒȘする。 

�イ� ýƴȘ識等の普及

¸ʣ事Ė者や防Ş機関のȓɄ者に対し、ɏʁģ報・ģ報・ʨ報等のȻȒ等に関するǢʘÑや ークx��

�、ýƴ情報等の利用ʋ法等に関するŊƕÑのÙŘ、広報ŵʺの作成・ɢɵ等によc、ýƴ、șƴ、Ǐƴに

関するȘ識の普及を行う。 

（ ᯇỤᆅ᪉Ẽ㇟ྎ ） 

道�交通安全対策 
中項目 ˕ ɍˈ交通に関する情報の充実

大項目 & 安全¸転の確保 

m DのȃのƉǭ

 ̱ �高度ɍˈ交通xz��（�ＴＳ）�の推進にŀけてのƉcǭみ

安全L¼éなɍˈ交通を確保し、Ȅʫ化するɍˈ利用者の�ー{にÁえるためには、ɍˈ利用者に対しɍ

ˈ交通情報を提供して合ʴ的なルートにʦ導し、交通のɼũによるɍˈの利用Ŀʶを高めるとともに、安全

¸転ů½xz��等の普及促進を図ることがɮʭある。 

ƛȋ情報、ƥʭ時間、規制情報等のɍˈ交通情報を迅速的確に収集し、�ライ�ーに対してリiル}イ�

に提供する�ɍˈ交通情報通ǀxz��（���Ｓ）�や�Ǧ用ĔȈ°通ǀ（�ＴＳz��ト）�の情報提供ɓʩの

充実等を図るとともに、車車間・ˈ車間通ǀ等の安全¸転ů½xz��の>らなる普及や高度化を進めるな

N、ɍˈ交通の安全確保のため、高度ɍˈ交通xz��の推進にŀけた関Ĝ機関との連ğにȽめる。 

 ˎ イ�¡トにɦうʿ時のʊǶėのÙǡ 

ɤʱÑやz�ー�大Ñ等のイ�¡トにšし、入Ƹ者等の利ʄ及TÑƸƒʂの交通安全を確保するためのĿ

É的な情報提供がL8る、イ�¡トにɦうʿ時のʊǶėのÙǡúʎ者に対して、Ùǡにŀけたǲȗ対Áや指

導等を行う。 

 ˏ コ�ュ��jʊǶėの普及促進 

oーラジn等の��ラジnを通@て、ș°ƗʔやòĽą等VɄÝș°にʓțした、8めşやかなɍˈ情報

やƪȷÜ等のȞ車Ƹ情報を提供L8る�コ�ュ��jʊǶė�（ŬȠȂの²ɷș°を対ƴにʊǶを行う��ʊ

Ƕė）のÙǡúʎ者に対して、Ùǡにŀけたǲȗ対Áや指導等を行う。 

#コ�ュ��jʊǶė�ĬɓLはɿ成	ɚ度に、$ė�（ê）m�m�いBも�がÙǡしている。

（ 中国⥲ྜ通ಙ局 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ˕ ɍˈ交通に関する情報の充実

大項目 & 安全¸転の確保 

m DのȃのƉǭ

 ̱ �高度ɍˈ交通xz��（�ＴＳ）�の推進にŀけてのƉcǭみ

安全L¼éなɍˈ交通を確保し、Ȅʫ化するɍˈ利用者の�ー{にÁえるためには、ɍˈ利用者に対しɍ

ˈ交通情報を提供して合ʴ的なルートにʦ導し、交通のɼũによるɍˈの利用Ŀʶを高めるとともに、安全

¸転ů½xz��等の普及促進を図ることがɮʭある。 

ƛȋ情報、ƥʭ時間、規制情報等のɍˈ交通情報を迅速的確に収集し、�ライ�ーに対してリiル}イ�

に提供する�ɍˈ交通情報通ǀxz��（���Ｓ）�や�Ǧ用ĔȈ°通ǀ（�ＴＳz��ト）�の情報提供ɓʩの

充実等を図るとともに、車車間・ˈ車間通ǀ等の安全¸転ů½xz��の>らなる普及や高度化を進めるな

N、ɍˈ交通の安全確保のため、高度ɍˈ交通xz��の推進にŀけた関Ĝ機関との連ğにȽめる。 

 ˎ イ�¡トにɦうʿ時のʊǶėのÙǡ 

ɤʱÑやz�ー�大Ñ等のイ�¡トにšし、入Ƹ者等の利ʄ及TÑƸƒʂの交通安全を確保するためのĿ

É的な情報提供がL8る、イ�¡トにɦうʿ時のʊǶėのÙǡúʎ者に対して、Ùǡにŀけたǲȗ対Áや指

導等を行う。 

 ˏ コ�ュ��jʊǶėの普及促進 

oーラジn等の��ラジnを通@て、ș°ƗʔやòĽą等VɄÝș°にʓțした、8めşやかなɍˈ情報

やƪȷÜ等のȞ車Ƹ情報を提供L8る�コ�ュ��jʊǶė�（ŬȠȂの²ɷș°を対ƴにʊǶを行う��ʊ

Ƕė）のÙǡúʎ者に対して、Ùǡにŀけたǲȗ対Áや指導等を行う。 

#コ�ュ��jʊǶė�ĬɓLはɿ成	ɚ度に、$ė�（ê）m�m�いBも�がÙǡしている。

（ 中国⥲ྜ通ಙ局 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ː 自動車の検ŗ及T点検整備の充実�Ɯ点事項�

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

i 自動車の検ŗ体制の充実

ɍˈ¸Ƕ車両法にùJ9自動車検ŗの確実な実施を図る。

不ǗÕǸ防止のための立入検ŗ、ÜɈ検ŗ体制の充実強化を図る。

>らに指定自動車整備事Ė制度のȴǗな¸用とè用を図るため、事Ė者に対する指導ðɐを強化する。

イ 自動車の点検整備の充実

自動車Ū用者の保Ɗñʴ意識を高ʪし、点検整備の促進を図るため、関Ĝȕ体のďʾのÃ�自動車点検整備

推進¸動�をȶÙするなN、自動車Ū用者による保Ɗñʴを促進する。 

�i� 不ǗÕǸ車のɠƨ

ɍˈ交通に÷険を及Yし、環境¢化のı´となるなNƄÑʞȑとなHている不ǗÕǸ車等をɠƨするため

関Ĝȕ体のďʾのÃ�不ǗÕǸ車をɠƨする¸動�をȶÙし、自動車Ū用者等の不ǗÕǸ防止にĜる認識の

>らなる高ʪを図るとともに、ÜɈ検ŗの実施等によc不ǗÕǸ車のɠƨを徹底する。 

" ÜɈ車両検ŗ実施ƼēとĢÏ

検ŗÓǐ 検ŗ車両ǐ 不ʻ車両 不合á  ʁ 整備ʗ  ˂ ģŒ 

˂ˋ４ɚ度実Ǟ �� 
�
�� � 	���� &   

˂ˋ(ɚ度ĢÏ 	�           

�イ� 自動車整備対ťの推進

ǂ技術をś用した自動車の普及にɦい、自動車整備事Ėにおける整備技術のŀƶを図るため、整備技術情

報の提供、技術者のĒ±及Tʮ成等を推進する。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ）

道�交通安全対策 
中項目 ˑ 自動車i|z�¡ト情報の提供等

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自動車のŪ用者、ʑはŪ用しようとする人に対して、安全な自動車にƷHていたF9ため、点検・整備のƜʭ

性をʴÒして実施していたF9こと、不ǗÕǸの事˃のƲÐ、安全装置のƲÐ、安全な自動車をǨhLいたF9

ための自動車i|z�¡トのɱÅのľɰ、��イル�xートi|z�¡トのɱÅのľɰを行う。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ⑶ リコール制度の充実・強化

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自動車製作者の垣根を超えた自動車装置の共通化やモジュール化が進み、大規模なリコールが行われている 

ことから、自動車のリコールを迅速かつ確実に実施するため、装置製作者等からの情報収集体制の強化を図る。 

自動車ユーザーからの不具合情報の収集を推進するとともに、自動車ユーザーに対しては、自動車の不具合に

ついて関心を高めるためのリコール関連情報等の提供の充実を図る。 

安全・環境性に疑義のある自動車については、独立行政法人自動車技術総合機構おいて現車の確認等による技

術的検証を行う。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ）

道�交通安全対策 
中項目 ⑷ 自転車の安全性の確保

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自転車事故の防止を図るため、自転車利用者が定期的に点検整備を受ける意識を醸成するとともに、自転車事

故による被害者救済のための損害賠償保険等の加入やＴＳ（TRAFFIC SAFETY）マーク貼付の自転車利用につい

て指導・広報を推進する。

また、夕暮れ時から夜間における交通事故防止を図るため、早めのライト点灯の徹底と反射材用品の普及促進

を図る。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑶ リコール制度の充実・強化

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自動車製作者の垣根を超えた自動車装置の共通化やモジュール化が進み、大規模なリコールが行われている 

ことから、自動車のリコールを迅速かつ確実に実施するため、装置製作者等からの情報収集体制の強化を図る。 

自動車ユーザーからの不具合情報の収集を推進するとともに、自動車ユーザーに対しては、自動車の不具合に

ついて関心を高めるためのリコール関連情報等の提供の充実を図る。 

安全・環境性に疑義のある自動車については、独立行政法人自動車技術総合機構おいて現車の確認等による技

術的検証を行う。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ）

道�交通安全対策 
中項目 ⑷ 自転車の安全性の確保

大項目 ４ 車両の安全性の確保 

自転車事故の防止を図るため、自転車利用者が定期的に点検整備を受ける意識を醸成するとともに、自転車事

故による被害者救済のための損害賠償保険等の加入やＴＳ（TRAFFIC SAFETY）マーク貼付の自転車利用につい

て指導・広報を推進する。

また、夕暮れ時から夜間における交通事故防止を図るため、早めのライト点灯の徹底と反射材用品の普及促進

を図る。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑴ 交通の指導ƛɏaの強化

大項目 * 道˷交通ȼƼの維持 

g 一ʈ道˷に6;るŏÈɐな指導ƛɏaの強化等!Ư点Ƈ項"

�g� 交通Ƈň˛止に資する指導ƛɏaの推進

Àȳʩŗ者ʱ害などの交差点関˶¥ʅ等、速度ɃÍ、ĳȦɘ˼ŷ用等¥ʅ等の交通ƇňにɆĹするół性

の高い¥ʅにƯ点を置いたƛɏaを推進する。 

また、通á˷、ǫ活道˷及びƇň多発˷線に6;る指導ƛɏaを推進する。 

�i� �ƕ性、ół性、˃˽性の高い¥ʅに対する指導ƛɏaの推進

¯Ơ、ʿ ˄ē運転者及びCのƣʦ者による¥ʅ、ɦ 害運転等�ƕ・ół性の高い¥ʅ及び˃˽性の高い¥

ʯȾ車の指導ƛɏaを強化する。 

�j� ƛɏa管理

交通指導ƛɏaの実施状況について、交通Ƈňの発ǫ実ȧ等を分ǰし、ņ状のĽǅをŗいƛɏaĵÎのŀ

Ɇしにʅ¶さBる、いd^る�D�Asiク�をよa一Ȋ機能さBる。 

�l� 自転車利用者に対する指導ƛɏaの推進

自転車利用者が¥ʅŗ¡のół性や交通�ー�ƶƜのƯ要性を理解できるよう指導ƛɏaを推進する。

特に、ółを及Wす�ƕ・ółな自転車利用者に対するĽĒȆ置を推進する。

�m� ǖたな���}hによる�ƕ・ółな運転に対する指導ƛɏaの推進

ɘ動oック�ー�等のǖたな���}hについて、�ƕ・ółな¥ʅŗ¡のƛɏaを強化する。

また、整備ʕ良車両等の指導ƛɏaを推進する。

i 高速自動車ŝ道等に6;る指導ƛɏaの強化等

高速自動車ŝ道では、ķʎな¥ʅŗ¡で2ってもƯ大交通ƇňにɆĹする6Cれが2ることから、交通˦や

交通Ƈň発ǫ状況等の交通の実ȧにȗしたŏÈɐな機動Ķら等を実施することによa、¥ʅのʻ然防止及び交

通˦の整Ƽを図るとともに、�ƕ性、ół性、˃˽性の高い¥ʅをƯ点とし、特に、ȿしい速度ɃÍ、ʱ害運

転、車îĔˣʕ保持、ĳȦɘ˼ŷ用等¥ʅ等の交通指導ƛɏaを強化する。 

（ 県警察交通指導課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ⑵

交通ƇňƇĻ等にかかる適Ǫかつ˿ʼなȋŢの

一Ȋの推進 大項目 * 道˷交通ȼƼの維持 

g 交通ƇňƇĻ等にĮるȋŢ力の強化等

Ƃʰ、ƯƾƇňのうF、Rきɦ<、ół運転ȺƂƾŬの適用がŀŞまれるものなどについては、Ƹ動時から

ʶ部交通指導課による実ƕɐ関˔を図a、ȇǏɐかつƯ点ɐなȋŢを実施する。 

また、実ʾ研修、専Çě˚、実ȀƱのÕť、ņ場指導、Ɠʾ資˪のŮǧ等によa、ȋŢ¬のȋŢ能力の向上

を図る。 

i 交通ƇňƇĻ等にĮるÇáɐȋŢの推進

常時録ÎƐ交差点n�ラやRきɦ<ƇĻ等のʋÿ車両特ɋに資するȋŢ支援uw}�等、装備資機ūをŏÈ

ɐに活用するとともに、ÇáȋŢ研究所との˶ĳを図a、Çáɐ・ĄíɐǅđのƢƪによるƇĻの˥Ļを図る。 

j 交通特ƞƇĻ等のȋŢの推進

道˷交通のȼƼをǓ害する保łĦŤþƇĻ、ʕǪ車ĽƇĻ等の交通特ƞƇĻ及びȇǏɐなƇĻに対するɼŊ

ǴɵをɈ及すUきƇĻのȋŢをɒɌする。 

（ 県警察交通指導課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ̂ ʳȒȜ対策の強化

大項目 * 道˷交通ȼƼの維持 

g 関Į機関・Ȳȣとの˶ĳ

ǯ少ɶ関Į機関・Ȳȣと˶ĳして、Ǎʬėˑを図a、ʳȒŗ¡のʻ然防止を図る。

（ 県警察交通⏬課・県警察交通指導課 ） 

i ʳȒŗ¡ȉ止のための環境整備

ʳȒȜ等（ʳȒȜ及び¥ʯŗ¡をéŗするĎ車 （˾ʳȒȜʝに改ȕしたĎıの自動ɲ˰車等を運転する者））

及びこれにʃうĭƨのいƪ場所として利用されやすい施設の管理者にĘ力をċめ、r ȒȜ等をいƪさBないた

めの施設の管理改ȃ等の環境I:aを推進するなど関Į機関・Ȳȣが˶ĳを強化し、r Ȓŗ¡等がƲ˝ない道

˷環境I:aをŘ@る。 

また、ÛƟŒʬɿȣの活用やÙɧ活動の機ÐをȘえて、r Ȓŗ¡をȉ止するためのİ発活動を推進し、r Ȓ

ŗ¡をēさない環境I:aをŗう。 

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課 ） 

j ʳȒŗ¡者に対する指導ƛɏaの推進

ƪȲʳȒŗ¡等の�ƕƇʇに対しては、ƛɏa活動をɒɌしてėɩółŗ¡等のĤ止¥ʅ等を適用してĽĒ

するとともに、ɡÚq�ー�の解Ŷに向;た指導をŗう。 

また、ƇȂのǍʬɴƝにɚめ、ƪȲ¥ʯŗ¡に発ɔする6Cれが2るときは、ȍøにʳȒȜ等とĭƨをàˣ

するなどのȆ置をŘ@る。 

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課 ） 

l 車両のʕǪ改ȕの防止

¥ʯŗ¡をéŗするĎ車˾¬に対する実ȧɹ�をɒɌし、ɹ�したǍʬを関Įə道ʘĿîでėˑ化するとと

もに、ʕǪ改ȕ等のƛɏaを強化するなどɐ確な対応を推進する。 

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課 ） 

ʳȒŗ¡を助長するような車両のʕǪな改ȕを防止するとともに、保安õƴに適śしない部ʒ等がʕǪな改

ȕにŷ用されることがないよう��ʕǪ改ȕ車をɻƽする運動 等を通@、Œʬ活動の推進及びñğ、関ĮȲȣ

に対する指導をǲĢɐにŗう。 

また、自動車�ーtーE;でな:、ʕǪ改ȕ等をŗった者に対して、ʏ要に応@て˥FɴaĽŢをŗう 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ̂ ʳȒȜ対策の強化

大項目 * 道˷交通ȼƼの維持 

g 関Į機関・Ȳȣとの˶ĳ

ǯ少ɶ関Į機関・Ȳȣと˶ĳして、Ǎʬėˑを図a、ʳȒŗ¡のʻ然防止を図る。

（ 県警察交通⏬課・県警察交通指導課 ） 

i ʳȒŗ¡ȉ止のための環境整備

ʳȒȜ等（ʳȒȜ及び¥ʯŗ¡をéŗするĎ車 （˾ʳȒȜʝに改ȕしたĎıの自動ɲ˰車等を運転する者））

及びこれにʃうĭƨのいƪ場所として利用されやすい施設の管理者にĘ力をċめ、r ȒȜ等をいƪさBないた

めの施設の管理改ȃ等の環境I:aを推進するなど関Į機関・Ȳȣが˶ĳを強化し、r Ȓŗ¡等がƲ˝ない道

˷環境I:aをŘ@る。 

また、ÛƟŒʬɿȣの活用やÙɧ活動の機ÐをȘえて、r Ȓŗ¡をȉ止するためのİ発活動を推進し、r Ȓ

ŗ¡をēさない環境I:aをŗう。 

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課 ） 

j ʳȒŗ¡者に対する指導ƛɏaの推進

ƪȲʳȒŗ¡等の�ƕƇʇに対しては、ƛɏa活動をɒɌしてėɩółŗ¡等のĤ止¥ʅ等を適用してĽĒ

するとともに、ɡÚq�ー�の解Ŷに向;た指導をŗう。 

また、ƇȂのǍʬɴƝにɚめ、ƪȲ¥ʯŗ¡に発ɔする6Cれが2るときは、ȍøにʳȒȜ等とĭƨをàˣ

するなどのȆ置をŘ@る。 

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課 ） 

l 車両のʕǪ改ȕの防止

¥ʯŗ¡をéŗするĎ車˾¬に対する実ȧɹ�をɒɌし、ɹ�したǍʬを関Įə道ʘĿîでėˑ化するとと

もに、ʕǪ改ȕ等のƛɏaを強化するなどɐ確な対応を推進する。 

（ 県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課 ） 

ʳȒŗ¡を助長するような車両のʕǪな改ȕを防止するとともに、保安õƴに適śしない部ʒ等がʕǪな改

ȕにŷ用されることがないよう��ʕǪ改ȕ車をɻƽする運動 等を通@、Œʬ活動の推進及びñğ、関ĮȲȣ

に対する指導をǲĢɐにŗう。 

また、自動車�ーtーE;でな:、ʕǪ改ȕ等をŗった者に対して、ʏ要に応@て˥FɴaĽŢをŗう 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑴ ĉ助・ĉĈȣ制の整備

大項目 + ĉ助・ĉĈ活動のƬ実 

交通Ƈňによるĉ助・ĉĈ活動に対応するため、ʏ要なĬ˵や˶˞Ę力ȣ制、施設設備の整備を図a、ǔɽC

ǫʯ等の応ĈƝɡをʙ及İ発し、また、ĉ助・ĉĈȪ¬、ĉĈĉ命士の˚ǧとěªĬ˵のƬ実を進め、��r�

zーによるĉĈğʾ、高速道˷に6;るĉĈȣ制の整備を促進する。 

g ĉ助ȣ制の整備・ÜƬ!Ư点Ƈ項"

交通Ƈňの多˗化、大û˅化に対Ʒできるよう、ʏ要なĬ˵や˶˞Ę力ȣ制の整備を推進する。

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊ県་⒪ᨻ⟇課ࠊ県警察交通つไ課 ） 

i 多ǣƾ者発ǫ時に6;るĉ助・ĉĈȣ制のƬ実

大û˅交通Ƈň等の多ǣのʚƾ者が発ǫするƯ大交通Ƈňに対Ʒするため、˶ ˞ȣ制の整備、ĉŋĬ˵の実

施等、ĉ助・ƪȲĉĈƇňȣ制を推進する。 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊ県་⒪ᨻ⟇課ࠊ県警察交通つไ課 ）

j 自動ȣÖƐƽŨ動ô（AED）のŷ用もðめたǔɽȈǫʯ等の応ĈƝɡのʙ及İ発活動の推進

�g� ǔ停止者のĉ命ˤ向上に資する/10のĿʽへのʙ及İ発Ƈğを実施する。

�i� 自動車ěƧ所に6;るěƧ及びƛɬ時ŘƧ、œǖ時ŘƧ等に6いて、応ĈĉŋƷ置に関するȶƑのʙ及に

ɚめる。 

�j� 交通安全の指導にĳdる者、安全運転管理者、交通Ƈňņ場にȔĪするÅ能性の高いğʾ用車両運転者等

に対するȶƑのʙ及にɚめる。 

（ 県་⒪ᨻ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察運㌿චチ課 ） 

l ĉĈĉ命士の˚ǧ・配置等の促進!Ư点Ƈ項"

ĉĈĉ命士˚ǧ施設（�一ŭ）ĉĈǕĞŭȲɠĕ研修所・ĨƤ研修所�へĉĈȪ¬のɺŁを進め、ĉĈĉ命士

を˚ǧする。 

$ ĉĈȪ¬ɺŁ実ǳ

˱˻)ɶ度実ǳ ˱˻*ɶ度ĵÎ 

ɺŁ人¬ .人 ��人 

ĉĈȪ¬、ĉĈĉ命士の実施するƷ置の高度化を図るため��~hn�r�トロー�ȣ制の整備を推進する。 

% ĉĈĉ命士（ĉĈĉ命士ʯによるŝ家資Ý）�ǔɽ停止状ȧのƾʑ者に対し、§Žの指ƍによaú管Ȍ管や

ˎũのɞ˔等のĉĈĉ命Ʒ置をŗう（一部、ǔɽ停止Ȃにŗう輸·やˎũɞ˔も2る。） 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊ県་⒪ᨻ⟇課 ）

m ĉ助・ĉĈ用資機ūの装備のƬ実!Ư点Ƈ項"

ĉ助・ĉĈğʾの実施Ȳȣに対し、高ûÝĉĈ自動車や高度ĉ命Ʒ置用資機ū、消防通ǒ施設をźめとする

施設設備の整備を促し、ğʾȣ制の向上を図る。 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊ県་⒪ᨻ⟇課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ⑴ ĉ助・ĉĈȣ制の整備

大項目 + ĉ助・ĉĈ活動のƬ実 

n 消防防災��r�zー及び�クzー��によるĉĈğʾの推進!Ư点Ƈ項"

Ŀの所ˑする消防防災��r�zーによるĉĈ��活動については、ʢǧ �� ɶ度よaĉĈĉ命士がɟǉで

きるようにĿとÛ消防ʶ部とのĘɋを設;た。 

şŊも両��r�zーによるĉĈ活動を推進する。 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊ県་⒪ᨻ⟇課 ） 

o ĉ助Ȫ¬及びĉĈȪ¬のěªĬ˵のƬ実

ɝŠĿ消防áŔに6いて、ĉ助・ĉĈȪ¬にʏ要なȶƑと技術のěªĬ˵をŗう。

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊ県་⒪ᨻ⟇課 ） 

ク 高速自動車ŝ道等に6;るĉĈğʾ実施ȣ制の整備

高速道˷に6;るĉĈğʾについて、¼線żɁȠとǭɳʶ高速道˷æƐÐƗはȏĘ力してǝ速かつŏÈɐな

人命ĉ助をŗうために、通ǒ˶˞ȣ制等のƬ実を図るとともに、i�zー{k�v所ŪżɁȠ等にŭǨȆ置を

Ř@、ɡÚżɁȠ等に6いても、ĉĈğʾ実施ȣ制の整備を推進する。 

さらに、ǭɳʶ高速道˷æƐÐƗ及び関ĮżɁȠ等は、ĉĈğʾにʏ要な施設等の整備、Ʈğ者に対するě

ªĬ˵の実施を推進する。 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊ県་⒪ᨻ⟇課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑴ ĉ助・ĉĈȣ制の整備

大項目 + ĉ助・ĉĈ活動のƬ実 

n 消防防災��r�zー及び�クzー��によるĉĈğʾの推進!Ư点Ƈ項"

Ŀの所ˑする消防防災��r�zーによるĉĈ��活動については、ʢǧ �� ɶ度よaĉĈĉ命士がɟǉで

きるようにĿとÛ消防ʶ部とのĘɋを設;た。 

şŊも両��r�zーによるĉĈ活動を推進する。 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊ県་⒪ᨻ⟇課 ） 

o ĉ助Ȫ¬及びĉĈȪ¬のěªĬ˵のƬ実

ɝŠĿ消防áŔに6いて、ĉ助・ĉĈȪ¬にʏ要なȶƑと技術のěªĬ˵をŗう。

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊ県་⒪ᨻ⟇課 ） 

ク 高速自動車ŝ道等に6;るĉĈğʾ実施ȣ制の整備

高速道˷に6;るĉĈğʾについて、¼線żɁȠとǭɳʶ高速道˷æƐÐƗはȏĘ力してǝ速かつŏÈɐな

人命ĉ助をŗうために、通ǒ˶˞ȣ制等のƬ実を図るとともに、i�zー{k�v所ŪżɁȠ等にŭǨȆ置を

Ř@、ɡÚżɁȠ等に6いても、ĉĈğʾ実施ȣ制の整備を推進する。 

さらに、ǭɳʶ高速道˷æƐÐƗ及び関ĮżɁȠ等は、ĉĈğʾにʏ要な施設等の整備、Ʈğ者に対するě

ªĬ˵の実施を推進する。 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊ県་⒪ᨻ⟇課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑴ ĉ助・ĉĈȣ制の整備

大項目 + ĉ助・ĉĈ活動のƬ実 

消防Ȑʾ課、ǭɳʶ高速道˷æƐÐƗ及びĉĈğʾ実施ȱɡżɁは、Ę力してǝ速かつŏÈɐな人命ĉ助を図

る。また、高速道˷交通ĶűȪ、§ˬ機関などの関Į機関との˶ĳȣ制の強化を図る。 

$ ĉĈ実施ȣ制（高速自動車ŝ道等）

道˷  ˀ 実施ĩî 上下ʥ
ĉĈğʾ実施機関 

（一部ȡĿ機関をðZ。） 

中 ŝ 自 動 車 道

˹ɳż���Ă˻�� 上a線
¸ɗ地ĩŒ域żɁȠļƇʾȇś 

˹ɳż���Əˋ�� 下a線

Ă˻���˹ɳż�� 下a線 Œɝż消防Ġ 

Əˋ���˹ɳż�� 上a線 ƣ南ż消防ʶ部（ŵ口Ŀ） 

ʓ ɗ 自 動 車 道

大ɀ���Ǣʫ�� 下a線 ʵŒɝɁ消防ʶ部 

Ǣʫ���大ɀ�� 上a線
Ŗɇ˒ȸ消防ȇś 

Ǣʫ������ 下a線

ʓɗ���Ǣʫ�� 上a線
ʓɗż消防ʶ部 

����ʓɗ�� 下a線

ǁ Ŗ 自 動 車 道

´南Äˆ����ƒ道��� 下a線 ´南Œ域˶ś´南消防ʶ部 

ƒ道����´南Äˆ��� 上a線 ǁŖż消防ʶ部 

´南Äˆ��� �高ˋ�� 上下線 ´南Œ域˶ś´南消防ʶ部 

ǁ Ŗ 道 ˷ ǁŖģȕ���ɠƲ´�� 上下線 ǁŖż消防ʶ部 

ŵ ± 自 動 車 道

ǁŖģȕ���ʊǽ�� 下a線
ǁŖż消防ʶ部 

ƒ道���ǁŖģȕ�� 上a線

ʊǽ���ƒ道�� 上a線
Ʋ´ż消防ʶ部 

Ʋ´���ʊǽ�� 上下線

ŵ±道（ 安˝道˷）

ʤŻǭ���安˝�� 下a線 ɅƛĿǭ部Œ域ŗǨ管理ȇś 

安˝���ʤŻǭ�� 上a線
安˝ż消防ʶ部 

安˝���ɠƲ´�� 下a線

ɠƲ´���安˝�� 上a線 ǁŖż消防ʶ部 

ŵ±道（ Ŗɇ道˷）

Ŗɇ���ʓɗɠ�� 下a線
Ŗɇ˒ȸ消防ȇś 

Ŗɇǭ���Ŗɇ�� 上a線

ʓɗɠ���ʓɗ��� 下a線
ʓɗż消防ʶ部 

ʓɗ����Ŗɇǭ�� 上a線

ŵ±道（ǜ ・̫ÁǾɇ道˷） ǜʷ・Ǳŀħŵ���Ǳŀʞō�� 上下線 大ɗż消防ʶ部 

ŵ±道（ʓɗ・ųī道˷） Ń¨���Ǳŀųī�� 上下線 ʓɗż消防ʶ部 

ŵ±道（ ʓɗ道˷） ʓɗ���Ń¨�� 上下線 ʓɗż消防ʶ部 

ŵ±道（ ¸ɗ道˷）
½ɗ���ąǊ�� 上下線 ʓɗż消防ʶ部 

高ɇ���ǞŻ�� 上下線 ¸ɗ地ĩŒ域żɁȠļƇʾȇś 

ŵ±道（ɀŵ・大ɗ道˷） 大ɗɀŵ���大ɗ中¾・ųʔŵ�� 上下線 大ɗż消防ʶ部 

ŵ±道（多ò・ɀŵ道˷）
大ɗɀŵ���Ʋ´多ò�� 上a線 大ɗż消防ʶ部 

Ʋ´多ò���大ɗɀŵ�� 下a線 Ʋ´ż消防ʶ部 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課ࠊす᪥ᮏ㧗㏿道路ᰴᘧ♫中国ᨭ♫ ） 

道�交通安全対策 
中項目 ⑵ ĉĈ§ˬȣ制の整備

大項目 + ĉ助・ĉĈ活動のƬ実 

g ĉĈ§ˬ機関等の整備!Ư点Ƈ項"

�g� Ƹø・'ƌ・(ƌのĉĈ§ˬȣ制のƬ実

ĉ Ĉ ȣ 制 ˱˻)ɶ度実ǳ ˱˻*ɶ度ĵÎ 

Ƹ ø

Ūȯɡʉ§制 +地ĩ +地ĩ 

Ć ɳ ǘ ˬ 所 (か所 (か所 

Ćɳǘˬ§ˬ １か所 １か所 

�i� 'ƌĉĈ§ˬȣ制の維持Ƭ実

ĉĈŜƍʑ°を中ǔにʑ°ĭ˰ʉ制などÛ地域ƇǍに応@たĉĈ§ˬȣ制がとられているが、§ˬ機関˶

ĳ等についてĽɤを進め、§ˬ機能の水ƴ維持にɚめる。 

�j� (ƌĉĈ§ˬȣ制（ĉ命ĉĈy�zー）の維持Ƭ実

˱ ˻ * ɶ 度 

実 施 ĵ Î 

地 域 ĉ 命 ĉ Ĉ y � z ー 

ǁ Ŗ ǁŖǵ十Ɖʑ° 

Ʋ ´ 
Ŀ˥中¾ʑ° 

ɝŠ大á§á部ʛțʑ° 

ʓ ɗ ŝ˥ʑ°機ŕʓɗ§ˬy�zー 

項 目 ˱˻)ɶ度実ǳ ˱˻*ɶ度ĵÎ 

ĉ命ĉĈy�zー )か所 )か所 

i ĉĈ§ˬȱɡ§Ž・ëŋŽの˚ǧ等!Ư点Ƈ項"

ĉĈ§ˬにĳdる§Žの確保にɚめるとともにĉĈ§ˬに関するěª研修にɚめる。

また、ëŋŽも˚ǧ施設に6;る実Ƨ等を通@てĉĈ部門をȱɡƲ˝る人ūの˚ǧにɚめる。

j �クzー��Ƈğの推進!Ư点Ƈ項"

§ŽやëŋŽがɩǉし、ĉ命§ˬをŗいながら、ĉĈè者をʆ送できる�クzー��の活用によa、交通Ƈ

ň等でʚƾしたè者のĉ命ˤの向上やŊ¦Ǆのķ減を図る。 

（ 県་⒪ᨻ⟇課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ̂ ĉĈ関Į機関のĘ力関Įの確保等

大項目 + ĉ助・ĉĈ活動のƬ実 

ĉĈ§ˬ施設へのǝ速かつºåなʆ送Ƣ˕を確保するため、ĉĈ§ˬ機関・消防機関等の関Į機関に6;る緊

ʼな˶ĳ・Ę力関Įを確保する。 

ɝŠĿĉĈğʾ高度化推進ĘāÐの活動を通@、�~hn�r�トロー�ȣ制Ƭ実に向;た、関Į機関との˶

ĳ・Ę力を図る。 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑵ ĉĈ§ˬȣ制の整備

大項目 + ĉ助・ĉĈ活動のƬ実 

g ĉĈ§ˬ機関等の整備!Ư点Ƈ項"

�g� Ƹø・'ƌ・(ƌのĉĈ§ˬȣ制のƬ実

ĉ Ĉ ȣ 制 ˱˻)ɶ度実ǳ ˱˻*ɶ度ĵÎ 

Ƹ ø

Ūȯɡʉ§制 +地ĩ +地ĩ 

Ć ɳ ǘ ˬ 所 (か所 (か所 

Ćɳǘˬ§ˬ １か所 １か所 

�i� 'ƌĉĈ§ˬȣ制の維持Ƭ実

ĉĈŜƍʑ°を中ǔにʑ°ĭ˰ʉ制などÛ地域ƇǍに応@たĉĈ§ˬȣ制がとられているが、§ˬ機関˶

ĳ等についてĽɤを進め、§ˬ機能の水ƴ維持にɚめる。 

�j� (ƌĉĈ§ˬȣ制（ĉ命ĉĈy�zー）の維持Ƭ実

˱ ˻ * ɶ 度 

実 施 ĵ Î 

地 域 ĉ 命 ĉ Ĉ y � z ー 

ǁ Ŗ ǁŖǵ十Ɖʑ° 

Ʋ ´ 
Ŀ˥中¾ʑ° 

ɝŠ大á§á部ʛțʑ° 

ʓ ɗ ŝ˥ʑ°機ŕʓɗ§ˬy�zー 

項 目 ˱˻)ɶ度実ǳ ˱˻*ɶ度ĵÎ 

ĉ命ĉĈy�zー )か所 )か所 

i ĉĈ§ˬȱɡ§Ž・ëŋŽの˚ǧ等!Ư点Ƈ項"

ĉĈ§ˬにĳdる§Žの確保にɚめるとともにĉĈ§ˬに関するěª研修にɚめる。

また、ëŋŽも˚ǧ施設に6;る実Ƨ等を通@てĉĈ部門をȱɡƲ˝る人ūの˚ǧにɚめる。

j �クzー��Ƈğの推進!Ư点Ƈ項"

§ŽやëŋŽがɩǉし、ĉ命§ˬをŗいながら、ĉĈè者をʆ送できる�クzー��の活用によa、交通Ƈ

ň等でʚƾしたè者のĉ命ˤの向上やŊ¦Ǆのķ減を図る。 

（ 県་⒪ᨻ⟇課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ̂ ĉĈ関Į機関のĘ力関Įの確保等

大項目 + ĉ助・ĉĈ活動のƬ実 

ĉĈ§ˬ施設へのǝ速かつºåなʆ送Ƣ˕を確保するため、ĉĈ§ˬ機関・消防機関等の関Į機関に6;る緊

ʼな˶ĳ・Ę力関Įを確保する。 

ɝŠĿĉĈğʾ高度化推進ĘāÐの活動を通@、�~hn�r�トロー�ȣ制Ƭ実に向;た、関Į機関との˶

ĳ・Ę力を図る。 

（ 県ᾘ㜵⥲ົ課 ） 
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道�交通安全対策 
中項目 ⑴ 交通ƇňȏȵğʾのƬ実

大項目 , ʋ害者支援のƬ実と推進 

g 交通Ƈňȏȵ所のȏȵğʾの実施

�g� 常設ȏȵ

ȏ ȵ 所 õ ʶ Õ 設 ɳ Õ設時î 

ǁ Ŗ ɳ˖ɳ、土˖ɳ、ưĆɳ及びɶʺɶźをƽ:ʸɳ 
ŉȂ�.時�Ǫŉ 

ŉŊ�１時�)時 

ʓɗȏȵƔ ưĆɳ及びɶʺɶźをƽ: ʸƩ水˖ɳ 
ŉȂ���時�Ǫŉ 

ŉŊ�１時�)時 

�i� ƵÒȏȵ

地 ĩ Ð 場 õʶÕ設ɳ Õ 設 時 î 

Ʋ ´ Ʋ ´ ż ˌ 所 ȭ(ˇ˖ɳ 
ŉȂ�.時�Ǫŉ 
ŉŊ�１時�(時 

（大ɗ、̧ ɗ、²öは
要˓ˍ） 

大 ɗ 大 ɗ ż ˌ 所 ȭ１Ë˖ɳ 

¸ ɗ ¸ ɗ ż ˌ 所 ȭ)ˇ˖ɳ 

² ö ²öのɝɁˌ場 ȭ'ˇ˖ɳのŉŊ、Cの˜ɳのŉȂ

i ȏȵ¬の資ƕの向上

内ßʘのŗうƇ˲研究Ðや研修ÐへのŴÄを通@て、ȏȵ内˕の多˗化、ʟŲ化に対応しうるよう、交通Ƈ

ňȏȵ¬の資ƕの向上を図る。 

j ȏȵğʾについてのŒʬの推進

ȏȵğʾの利用を高めるため、ĿŒʬ及びżɁȠŒʬƄやˑ線ʭ送等の活用などĿʽ及び関Į機関に対する

ǲĢɐなŒʬ活動をŗうとともに、ņ場Ķűçと˶ĳをʼにして、ʋ害者に対するɆǷɐなƣȶをŗう。 

また、ɳʶŸʯ支援y�zー（ʯ}ラw）等との˶ĳによaʏ要なǍʬɍĖをŗう。 

（ 県交通ᑐ⟇課 ） 

l Ķűに6;る交通ƇňȏȵのƬ実

Rきɦ<ƇĻ、交通ƂʰƇň、ół運転ȺƂƾŬを適用するƇĻ等のʋ害者ʹはCの¦Ȝに対して、ȋŢ状

況の˶˞をŗうVか、ʋ害者からƇňのØ要等についてǹ˂をċめられた場śに適切に対応するなど、交通Ƈ

ňƇĻのʋ害者等のǔǍや�ーxに¼ったʋ害者支援の実施にɚめる。 

�交通ƇňȏȵのƝ引き 、��ーフ�ット のŮǧ・配ʗ等によa、įƇƝ続のØ要のěƍ、ȟ害ʀƿƝ続

のØ要等のěƍ、ÛƟ援助・ĉŦ制度等、ʋ害者に対する適切な交通Ƈňȏȵ活動を推進する。 

また、交通Ƈňʋ害者ʹは¦ȜのĿ営ƫȯへのːǺɐɴĐ制度のǍʬɍĖや管理Ƈʾ所からのǃÐに対して

適切に対応する。 

（ 県警察交通指導課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ⑵ ȟ害ʀƿのǮċについての援助等

大項目 , ʋ害者支援のƬ実と推進 

g 交通Ƈňȏȵ活動の推進

Ŀ交通Ƈňȏȵ所を活用し、地域に6;る交通Ƈňȏȵ活動を、ɳʧ˶交通Ƈňȏȵy�zー、交通Ƈňʡ

ȎƷ理y�zー、CのȡʽîのʇŬʋ害者支援Ȳȣ等の関Į機関、Ȳȣ等と˶ĳを図aºåかつ適Ǫなȏȵ活

動を推進する。 

また、交通Ƈňȏȵ所等に6いてÛƟのŒʬをŗうVか、żɁȠ等のŒʬƅのǲĢɐな活用等によa交通Ƈ

ňȏȵ活動のƣȶɒɌを図a、交通ƇňɡƇ者等に対しŒ:ȏȵの機ÐをɍĖする。 

i ȟ害ʀƿǮċの援助活動等の強化

Ķűに6いては、交通Ƈňʋ害者に対する適Ǫかつǝ速な援助の一助とするため、ĉŦ制度のěƍや交通Ƈ

ňȏȵ活動をǲĢɐに推進する。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通指導課 ） 

道�交通安全対策 
中項目 ̂ 交通Ƈňʋ害者支援のƬ実強化

大項目 , ʋ害者支援のƬ実と推進 

g 自動車Ƈňʋ害者等に対する援助Ȇ置のƬ実

自動車Ƈňによるʋ害ĉŦのƬ実をøするため、ɮ˥ŗǨʯ人自動車Ƈň対策機ŕに6;る資Ħȩ付制度

（交通¦ƈ等ȩ付、Ŋ¦障害にĮる保ł及び保łĦの一部˥Ȩȩ付、ʕˡŗʄĸ等ȩ付ʣびにƯ度Ŋ¦障害者

のÏŋƝɡの支č）の利用促進について、ÛżɁȠ、ƗÐʞƃƇʾ所、ʽǫ�¬ĘāÐ等を通@ǲĢɐなŒʬ

活動をŗう。 

また、自動車Ƈňによるʋ害者のˬŋ施設の運営等Ư度のŊ¦障害者に対する援助Ȇ置のƬ実にɚめる。 

$ 自動車Ƈňによるʋ害者への資Ħȩ付制度によるȩ付â及び支čâ

ȩ 付 及 び 支 č Ɵ ʥ ȩ付â及び支čâ 

ĀʾěªƦ˨Ȃの交通¦ƈに対する資Ħのȩ付 

一 時 Ħ ��� ǻº 

ª ǧ 資 Ħ 
ʸĺ ��ǻº 

ʹは ��ǻº（ȁȰ制）

ɴá支度Ħ 

 ǻº 

Ŋ ¦ 障 害 保 ł Ħ 一 部 ˥ Ȩ ȩ 付 ��������� ǻº 

保 ǅ Ħ の 一 部 ˥ Ȩ ȩ 付 ��������� ǻº 

ʕ ˡ ŗ ʄ ĸ 等 ȩ 付 ��������� ǻº 

Ư 度 Ŋ ¦ 障 害 者 の Ï ŋ Ɲ ɡ 支 č （ĺâ）	����� ǻº 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ） 

i 交通Ƈňʋ害者等のǔǍに配 した対策の推進

�g� 交通Ƈňȏȵ

交通Ƈňȏȵにɡたっては、常にʋ害者等のǔǍに配慮したȏȵğʾを推進する。

（ 県交通ᑐ⟇課 ）

�i� ǍʬのɍĖ

ʋ害者等に対して、交通ƇňのØ要、ȋŢÍɎ等のǍʬをɍĖするとともに、įƇƝ続きの˦れ等をまと

めた�交通ƇňȏȵのƝ引き をŮǧし、活用する。 

�j� ʋ害者˶˞制度のƬ実

Rきɦ<ƇĻ、交通ƂʰƇň等のʋ害者等については、ʋÿ者のĽĒ、送Ⱥ状況等を˶˞するʋ害者˶˞

制度のƬ実を図る。 

また、Ä害者のŗǨƷ分ĹÈ等についてのˉいśdBに応@、適切なǍʬのɍĖを図る。 

�l� Ķűǐ¬に対するě˚・研修等

交通ƇňȋŢをȱɡするǐ¬に対しては、ĶűáŔに6;るěª・研修を実施するVか、ÛĶűƺに対す

るƵÒěª等をŗうとともに、÷Ȟのʋ害者支援対策関Į���g�のŀɆしをŗい、ʋ害者等のǔǍに配

慮したʋ害者支援が推進されるようɚめる。 

（ 県警察交通指導課ࠊ県警察運㌿චチ課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ̂ 交通Ƈňʋ害者支援のƬ実強化

大項目 , ʋ害者支援のƬ実と推進 

g 自動車Ƈňʋ害者等に対する援助Ȇ置のƬ実

自動車Ƈňによるʋ害ĉŦのƬ実をøするため、ɮ˥ŗǨʯ人自動車Ƈň対策機ŕに6;る資Ħȩ付制度

（交通¦ƈ等ȩ付、Ŋ¦障害にĮる保ł及び保łĦの一部˥Ȩȩ付、ʕˡŗʄĸ等ȩ付ʣびにƯ度Ŋ¦障害者

のÏŋƝɡの支č）の利用促進について、ÛżɁȠ、ƗÐʞƃƇʾ所、ʽǫ�¬ĘāÐ等を通@ǲĢɐなŒʬ

活動をŗう。 

また、自動車Ƈňによるʋ害者のˬŋ施設の運営等Ư度のŊ¦障害者に対する援助Ȇ置のƬ実にɚめる。 

$ 自動車Ƈňによるʋ害者への資Ħȩ付制度によるȩ付â及び支čâ

ȩ 付 及 び 支 č Ɵ ʥ ȩ付â及び支čâ 

ĀʾěªƦ˨Ȃの交通¦ƈに対する資Ħのȩ付 

一 時 Ħ ��� ǻº 

ª ǧ 資 Ħ 
ʸĺ ��ǻº 

ʹは ��ǻº（ȁȰ制）

ɴá支度Ħ 

 ǻº 

Ŋ ¦ 障 害 保 ł Ħ 一 部 ˥ Ȩ ȩ 付 ��������� ǻº 

保 ǅ Ħ の 一 部 ˥ Ȩ ȩ 付 ��������� ǻº 

ʕ ˡ ŗ ʄ ĸ 等 ȩ 付 ��������� ǻº 

Ư 度 Ŋ ¦ 障 害 者 の Ï ŋ Ɲ ɡ 支 č （ĺâ）	����� ǻº 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ） 

i 交通Ƈňʋ害者等のǔǍに配 した対策の推進

�g� 交通Ƈňȏȵ

交通Ƈňȏȵにɡたっては、常にʋ害者等のǔǍに配慮したȏȵğʾを推進する。

（ 県交通ᑐ⟇課 ）

�i� ǍʬのɍĖ

ʋ害者等に対して、交通ƇňのØ要、ȋŢÍɎ等のǍʬをɍĖするとともに、įƇƝ続きの˦れ等をまと

めた�交通ƇňȏȵのƝ引き をŮǧし、活用する。 

�j� ʋ害者˶˞制度のƬ実

Rきɦ<ƇĻ、交通ƂʰƇň等のʋ害者等については、ʋÿ者のĽĒ、送Ⱥ状況等を˶˞するʋ害者˶˞

制度のƬ実を図る。 

また、Ä害者のŗǨƷ分ĹÈ等についてのˉいśdBに応@、適切なǍʬのɍĖを図る。 

�l� Ķűǐ¬に対するě˚・研修等

交通ƇňȋŢをȱɡするǐ¬に対しては、ĶűáŔに6;るěª・研修を実施するVか、ÛĶűƺに対す

るƵÒěª等をŗうとともに、÷Ȟのʋ害者支援対策関Į���g�のŀɆしをŗい、ʋ害者等のǔǍに配

慮したʋ害者支援が推進されるようɚめる。 

（ 県警察交通指導課ࠊ県警察運㌿චチ課 ）
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道�交通安全対策 
中項目 ̃ ʿ保ł（ʿėŦ）車両対策のɒɌ

大項目 , ʋ害者支援のƬ実と推進 

 自動車ȟ害ʀƿ保łのʿ保ł車両の運ŗの防止にɚめるとともに、ĽŢ対ǆÖķ自動車及びŃ動機付自転車の

自動車ȟ害ʀƿǴɵ保ł（ǴɵėŦ）のÄɴを促進するため、ʿ保ł�iクɈʭo���ー�、Ùɧ指導ƛɏa

の強化等にɚめる。 

g Œʬİ発活動の推進

�g� Œʬİ発活動

ĽŢ対ǆÖķ自動車及びŃ動機付自転車に対し、自動車ȟ害ʀƿǴɵ保ł（ǴɵėŦ）のÄɴˤの向上を

図るため、.ĺ１ɳよa.ĺ	�ɳのî、ʿ 保ł�iクɈʭo���ー�として�wzーのĲƍ、�ーフ�ッ

トの配ʗ等のŒʬ活動を実施する。 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局 ） 

�i� ŘƧ等の機ÐをȘえたŒʬの実施

自動車ȟ害ʀƿǴɵ保ł（ǴɵėŦ）のø限切れ、ã;ʲれ等を防止するため、ÛƟ交通安全ŘƧ等に6

いて、Cのʏ要性についてǲĢɐにŒʬ活動を実施する。 

（ 県警察交通⏬課 ） 

i Ùɧに6;る指導ƛɏaの強化

Ùɧに6;る指導ƛɏaを強化し、ʿ保ł（ʿėŦ）車両の運ŗを防止する。

また、指導¬制度を活用して、ʿ保ł車両のɻƽにɚめる。

$ ʿ保ł車両等ƛɏ状況

実施Òǣ ĽŢ車両ǣ ¥ʅĻǣ 

˱˻)ɶ度実ǳ ��	Ò �����ȫ ��ȫ 

˱˻*ɶ度ĵÎ ��Ò # # 

（ 中国運輸局ᓥ᰿運輸ᨭ局ࠊ県警察交通指導課 ）

道�交通安全対策 

中項目 

⑴

⑵

̂

道˷交通の安全に関する研究Õ発の推進 

道˷交通Ƈňの分ǰと活用 

高齢者の交通Ƈň防止に関するɂŢ研究 
大項目 - 研究Õ発及びɂŢ研究のƬ実 

⑴ 道˷交通の安全に関する研究Õ発の推進

ŏˤɐでŏÈɐな交通安全対策を推進するため、ÛƟ対策の交通Ƈňのů減ŏÈ、ʋ害のķ減ŏÈについて、

~ーzƢƪ・分ǰ・ŏÈ˓șをŗい、ǍʬをȻǲし、研究Õ発にˌ˥てる。

（ 中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤ ） 

⑵ 交通Ƈňの分ǰと活用

ŏÈɐな交通安全対策のĽɤ、˥�に資するため、人、道˷、車両等についてȐśɐな交通Ƈň分ǰをŗいƇ

ň発ǫŃや要をɐ確にɹ�する。 

また、交通Ƈň分ǰにĮるǍʬについて、ĿĶjkブsiトやŒʬƄ等を活用し、関Į機関・Ȳȣや地域ƫʽ

に対してǲĢɐにŎʐ・ɍĖし、Ŀʽの交通Ƈň防止と交通安全 Ƒの向上を図る。 

̂ 高齢者の交通Ƈň防止に関するɂŢ研究

高齢ƗÐの進ɔにʃう交通ƇňǍǥの推£に対応して、高齢者が安全にかつ安ǔして£動・運転できるよう適

切な安全対策を実施するため、Íďのɣĵから交通Ƈňのʋ害にȔいやすい高齢者や自転車利用者の交通ŗ動特

性をɥまえたŏÈɐな交通Ƈň防止対策の˥�に関する研究を推進する。 

（ 県警察交通⏬課 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

⑴

⑵

鉄道施設等の安全性の向上 

運転保安設備等の整備 大項目 １ 鉄道交通環境の整備 

⑴ 鉄道施設等の安全性の向上

鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進んでいる橋梁等の施設について、長寿命

化に資する補強・改良を進めるよう指導する。 

特に、人口減少等による輸送量の伸び悩み等から厳しい経営を強いられている地域鉄道については、補助制度

等を活用しつつ、施設、車両等の適切な維持・補修等の促進を図る。研究機関の専門家による技術支援制度を活

用するなどして技術力の向上についても推進する。 

また、多発する自然災害へ対応するために、防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっている。このため、切

土や盛土等の土砂災害への対策の強化、地下駅等の浸水対策の強化等を推進する。切迫する南海トラフ地震等に

備えて、鉄道ネットワークの維持や一時避難場所としての機能の確保等を図るため、主要駅や高架橋等の耐震対

策を推進する。 

さらに、駅施設等については、高齢者、障がい者等の安全利用にも十分配慮し、段差の解消、内方線付き点状

ブロック等の整備などによる転落防止対策を引き続き推進する。 

⑵ 運転保安設備等の整備

曲線部等への速度制限機能付き自動列車停止装置（���）等、運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装置

等の整備について引き続き推進を図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 
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鉄道交通安全対策 
中項目 

⑴

⑵

鉄道施設等の安全性の向上 

運転保安設備等の整備 大項目 １ 鉄道交通環境の整備 

⑴ 鉄道施設等の安全性の向上

鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進んでいる橋梁等の施設について、長寿命

化に資する補強・改良を進めるよう指導する。 

特に、人口減少等による輸送量の伸び悩み等から厳しい経営を強いられている地域鉄道については、補助制度

等を活用しつつ、施設、車両等の適切な維持・補修等の促進を図る。研究機関の専門家による技術支援制度を活

用するなどして技術力の向上についても推進する。 

また、多発する自然災害へ対応するために、防災・減災対策の強化が喫緊の課題となっている。このため、切

土や盛土等の土砂災害への対策の強化、地下駅等の浸水対策の強化等を推進する。切迫する南海トラフ地震等に

備えて、鉄道ネットワークの維持や一時避難場所としての機能の確保等を図るため、主要駅や高架橋等の耐震対

策を推進する。 

さらに、駅施設等については、高齢者、障がい者等の安全利用にも十分配慮し、段差の解消、内方線付き点状

ブロック等の整備などによる転落防止対策を引き続き推進する。 

⑵ 運転保安設備等の整備

曲線部等への速度制限機能付き自動列車停止装置（���）等、運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装置

等の整備について引き続き推進を図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 
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鉄道交通安全対策 
中項目 

Ƞ

ȡ

鉄道ġ設等の安Żťの向上 

�Ʋ保安設備等のŧ備 大項目 � 鉄道交通µÔのŧ備 

� 鉄道ġ設のŧ備

事業Ĵ体 事 業 
ȖȜ�ǉ度実Ů ȖȜ５ǉ度計画 

備 Ć 
事業ȓ 事業ǒ（ų�） 事業ȓ 事業ǒ（ų�）

ŪǇǰ 

ȐÇ鉄道

Ä道強化 � ���		� � ������� ě�ŷ 

ŷȚ防ú設備等のŧ備 ５�ņ ���	
 #�ņ ����
�� ȈŬ防ú設備 

�ġ設のŧ備 ��ņ �	��	� ��ņ ����� ªƙ手ţŧ備 

ŉ 計 � ������� � 	����	� 

� ǎ 

ƴ Ĳ 

Ä道強化 � ������ � ������ ǯŊąŷ、大İŷ 

×りOうのŧ備 ��ņ �
�	�	 � � 

ƒŞǩ強 ７�ņ ����� ���ņ ������ ƴ鉄Ł�市�高ノÊ�間

その他鉄道ŷȚのŧ備 �ë ������ �ë ���	
� 
のりǸ¨修 

rイントȁŲ設備のĂ新

ŉ 計 � ��	���� � ���	
� 

合 計 � 
���		 � 
		�
�� 

� �Ʋ保安設備のŧ備

事業Ĵ体 事 業 
ȖȜ�ǉ度実Ů ȖȜ５ǉ度計画 

備 Ć 
事業ȓ 事業ǒ（ų�） 事業ȓ 事業ǒ（ų�）

ŪǇǰ 

ȐÇ鉄道

自動ȗĲƪ止Ƅ置 � � �	�ņ ������ ě�ŷ 

Řċ保安設備（その他） ��ņ 	���� ��ņ �����	 &%$化 

ȗĲǵŷ設備 ��ņ ��	� ��ȑ分 ����� Ɯ上�、Ĳȑ�� 

Ǧƴņ等の設備 � � �õ �
����� 

ŉ 計 � ��	� � ���
	� 

� ǎ 

ƴ Ĳ 

ȗĲļ中制øƄ置 �ë �
���� � � 

Řċ保安設備（その他） �ë 	����� �ë ���� Ä道¦ȚĂ新 

Ǧƴņ等設備 � � �Ɠ �	���� Ƨȍ高速度ĳƘ器Ă新

ƴȚ設備のŧ備 �ë �� �ë ����� ト|yŷĂ新 

ŉ 計 � ���	�� � 
���� 

合 計 � ����� � �
���	� 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目 � 鉄道交通の安Żに関する知Ĭの普及

�Ʋ事故のǽ#±をŴめるş身Ő害事故とƼůŐ害事故のƏくは、Ȋ用者やƼů通行者、鉄道�ŷĽ民等が関

係するもので'ることから、これらの事故の防止には、鉄道事業者による安Ż対ęに�えて、Ȋ用者等のȋ¥と

協力がǖȆで'る。

このため、°ă、�ŷĽ民、道Ț�Ɔ事業者等をǟāく対ŏとして、関係機関等の協力の下、Ż国交通安Ż�

動やƼů事故防止\vンoーン等に+いて、ā報活動をŭÜ的に行い、鉄道の安Żに関するŨしい知Ĭのśƽを

図る。

また、これらの機¤をƉえ、�pーム及びƼů道に+けるǔŔ�qcン等の安Ż設備について分かりやすいǗ

ĩのŧ備やǔŔ�qcンのƀ作等のÝ急ż置の周知ưƬを図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）
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鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目 � 鉄道交通の安Żに関する知Ĭの普及

�Ʋ事故のǽ#±をŴめるş身Ő害事故とƼůŐ害事故のƏくは、Ȋ用者やƼů通行者、鉄道�ŷĽ民等が関

係するもので'ることから、これらの事故の防止には、鉄道事業者による安Ż対ęに�えて、Ȋ用者等のȋ¥と

協力がǖȆで'る。

このため、°ă、�ŷĽ民、道Ț�Ɔ事業者等をǟāく対ŏとして、関係機関等の協力の下、Ż国交通安Ż�

動やƼů事故防止\vンoーン等に+いて、ā報活動をŭÜ的に行い、鉄道の安Żに関するŨしい知Ĭのśƽを

図る。

また、これらの機¤をƉえ、�pーム及びƼů道に+けるǔŔ�qcン等の安Ż設備について分かりやすいǗ

ĩのŧ備やǔŔ�qcンのƀ作等のÝ急ż置の周知ưƬを図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）

－ 49 －



鉄道交通安全対策 

中項目 

Ƞ

ȡ

Ȣ

ȣ

Ȥ

ȥ

Ȧ

保安¶査の実ġ 

�ƲĝのĥĮの保ħ 

安Ż上のトラlz情報の共ǿ・活用 

Áŏ情報等の充実 

大規模事故等が発生した場合のƯůな対応 

�Ǿ安Żsネauントǘ�の実ġ 

計画�Èへの取組 

大項目 � 鉄道の安Żな�行の確保 

Ƞ 保安¶査の実ġ

鉄道事業者に対し、ƫ期的にǱは重大な事故等の発生をã機に保安¶査を実ġし、ǾƆの安Żの確保に関する

取組のŖØ、ġ設及びĲȑの保Ķ·ȋŖØ、�Ʋ取�いのŖØ、ŒǴ員等に対するÖ�訓練のŖØ等について、

Ưůな指導を行うとともに、過去の指導のフォ|ーアッmを実ġする。また、計画的な保安¶査のHか、同種ト

ラlzの発生等のĖにもȕĨ保安¶査を行うなどuyハyのþいたよりþ果的な保安¶査を実ġする等、保安¶

査の充実を図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

ȡ �ƲĝのĥĮの保ħ

�ƲĝのĥĮの確保を図るため、動力ĲƀĿ者�ƲǷÐĤðをƯťに実ġする。

また、ĥĮが保ħされるよう、�Ʋ·ȋ者及びŒǴ員指導·ȋ者がÖ�等についてƯůにż置をĈ6るよう指

導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）

Ȣ 安Ż上のトラlz情報の共ǿ・活用

鉄道事業者の安Ż担当·ȋ者による鉄Ä道保安連ȇ¤Æ・�Ʋ·ȋ者¤Æを開催し、事故等及びその再発防止

対ęに関する情報共ǿ等を行う。 

また、安Ż上のトラlz情報をĹļし、速やかに鉄道事業者へ周知・共ǿすることによる事故等の再発防止に

活用する。 

さらに、�ƲŖØÃțƄ置等の活用やó場係員による安Ż上のトラlz情報のŭÜ的な報čを推進するよう指

導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）

ȣ Áŏ情報等の充実

鉄道交通に�Ùを及IすƓǝ、大�、大Ų、ȏ³等のéしいǄǝ、ƜŞ、ƨǌ、�ěǢ�等の自然óŏについ

て、的確な実Ø¶ģを行い�関係機関�ŒǴ員等がǖȆなż置を迅速にとり得るよう、ǃǥ警報・警報・Ȃ報等を

ƯĨ・Ưůに発Ǘして事故の防止・èòにƵめる。 

また、これらの情報のǅȄの充実とþ果的Ȋ活用の促進を図るため、ŸÃ「道Ț交通安Ż対ę � 安Ż�Ʋ

の確保 ȥ 道Ț交通に関する情報の充実（��・�	Ǥ）�でŃGたÁŏ¸ƊȂ報体制のŧ備、ƜŞ・ƨǌ・�ě¶

ģ体制のŧ備、各種情報の提供、Áŏ知Ĭ等の普及を行う。 

ǃにȏ³等のéしいǄǝによるȗĲƲǠ等の被害の防止にĥするため�ȏ³ơ�情報をƯĨ・Ưůに発Ǘする

とともに、分ǚ図ä式のƖĨ間ȂƊ情報としてȏ³発生確度gウ\vストを提供する。 

また、ƅ行中のȗĲに+けるƜŞ発生ĨのƲǠ等の被害の防止にĥするため、Ý急ƜŞ速報（Ȃ報及び警報�

の鉄道交通に+けるȊ活用の推進を図る。な+、Ǣ�警§{nzに応4て鉄道事業者等がとるGき防Ĕ対応につ

いて、平ŔĨからの�ě防Ĕ協Æ¤に+ける共同ìƻを通4て合�を図る。 

ア 鉄道Áŏ通報の実ġ

ŊąƜ方ÁŏƓとŪǇǰȐÇ鉄道ȟě�支İとの協ƫに¾<き、Ƹď県ǅの鉄道交通に�ÙをȃえるÁŏ・

ƜŞに関し、鉄道Áŏ通報を行う。 

（ ᯇỤᆅ᪉Ẽ㇟ྎࠊ中国運輸局鉄道部 ） 

鉄道交通安全対策 

中項目 

Ƞ

ȡ

Ȣ

ȣ

Ȥ

ȥ

Ȧ

保安¶査の実ġ 

�ƲĝのĥĮの保ħ 

安Ż上のトラlz情報の共ǿ・活用 

Áŏ情報等の充実 

大規模事故等が発生した場合のƯůな対応 

�Ǿ安Żsネauントǘ�の実ġ 

計画�Èへの取組 

大項目 � 鉄道の安Żな�行の確保 

Ȥ 大規模な事故等が発生した場合のƯůな対応

国及び鉄道事業者に+ける、Ǽ間・ÈǇのÝ急連ȇ体制をƳì・確ǈし、大規模な事故ǱはĔ害が発生した場

合に、迅速かつ的確な情報のĹļ・連ȇを行う。 

事故等が発生した場合のĐȉをèòするため、鉄道事業者に対し、ȗĲの�行ŖØを的確にǋ�して、鉄道Ȋ

用者へのƯůな情報提供を行うとともに、迅速なǞÎにǖȆな体制をŧ備するよう指導する。 

また、情報提供を行うに当た:ては、ėȎ外国ş及びǭǇ外国şにも対応するため、事故等発生Ĩに+けるƏ

言ù�ǅ体制の強化も指導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）

ȥ �Ǿ安Żsネauントǘ�の実ġ

鉄道事業者の安Ż·ȋ体制の構築・¨ŹŖØを国が確ǈする�Ǿ安Żsネauントǘ�を引き続き実ġする。 

また、�Ǿ安Żsネauントǘ�を通4て、�Ǿ事業者による防Ĕ�Ĭの向上及び事Ÿ対ęの強化等を図り、

�Ǿ防Ĕsネauントの取組を強化するとともに、́ ŶŌによる�ÙをƼまえた�Ǿ事業者の安Żへの取組及び

事業者によるコンmライアンスをưƬ・ŅĶする�ĬǙけの取組を的確に確ǈする。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

Ȧ 計画�Èへの取組

鉄道事業者に対し、大âのƓǝがŰÞ・上Ȍする場合など、ÁŏŖØによりȗĲの�Ʋに支Őが生6る+それ

がȂƊされるときは、�ſÁŏŖØにơ�するとともに、安Ż確保の¸Ƴから、Țŷのǃťに応4て、Ÿāに情

報提供した上で計画的にȗĲの�ƲをÈ止するなど、安Żの確保にƵめるよう指導する。 

また、情報提供を行うに当た:ては、ėȎ外国ş及びǭǇ外国şにも対応するため、事故等発生Ĩに+けるƏ

言ù�ǅ体制の強化も指導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目 � 鉄道Ĳȑの安Żťの確保 

発生した事故や�°技術の進ǨをƼまえïƧされる鉄道Ĳȑの構Ƈ・Ƅ置に関する保安上の技術¾ńの¨Ũに

対応し、Ưůな指導を行う。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）
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鉄道交通安全対策 

中項目 

Ƞ

ȡ

Ȣ

ȣ

Ȥ

ȥ

Ȧ

保安¶査の実ġ 

�ƲĝのĥĮの保ħ 

安Ż上のトラlz情報の共ǿ・活用 

Áŏ情報等の充実 

大規模事故等が発生した場合のƯůな対応 
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（ 中国運輸局鉄道部 ）

ȥ �Ǿ安Żsネauントǘ�の実ġ

鉄道事業者の安Ż·ȋ体制の構築・¨ŹŖØを国が確ǈする�Ǿ安Żsネauントǘ�を引き続き実ġする。 
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（ 中国運輸局鉄道部 ） 

Ȧ 計画�Èへの取組

鉄道事業者に対し、大âのƓǝがŰÞ・上Ȍする場合など、ÁŏŖØによりȗĲの�Ʋに支Őが生6る+それ

がȂƊされるときは、�ſÁŏŖØにơ�するとともに、安Ż確保の¸Ƴから、Țŷのǃťに応4て、Ÿāに情

報提供した上で計画的にȗĲの�ƲをÈ止するなど、安Żの確保にƵめるよう指導する。 

また、情報提供を行うに当た:ては、ėȎ外国ş及びǭǇ外国şにも対応するため、事故等発生Ĩに+けるƏ

言ù�ǅ体制の強化も指導する。 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目 � 鉄道Ĳȑの安Żťの確保 
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（ 中国運輸局鉄道部 ）
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鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目 ５ 救助・救急活動の充実 

鉄道の重大事故等に備えて、避難誘導・救助・救急活動を迅速かつ的確に行うため、訓練の充実や鉄道事業者

と消防機関、医療機関その他の関係機関との連携・協力体制の強化を図る。 

また、鉄道職員に対する自動体外式除細動器（AED）の使用を含めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動

を推進する。 

（ 中国運輸局鉄道部ࠊ県ᾘ㜵⥲ົ課 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目 ６ 被害者支援の推進 

公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、国土交通省に設置した公共交通事故被害者支援室で

は、①公共交通事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能、②被害者等が事故発生後から再び平穏な生活

を営むことができるまでの中長期にわたるコーディネーション機能（被害者等からの心身のケア等に関する相談

への対応や専門家の紹介等）等を担うこととしている。

引き続き、関係者からの助言を頂きながら、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事故被害者等

支援フォーラムの開催、公共交通事業者による被害者等支援計画作成の促進等、公共交通事故の被害者への支援

の取組を着実に進めていく。

大規模な公共交通事故が発生した場合には、国の支援の下、県や市町村・警察、医療機関、民間の被害者支援

団体等が連携を図り、情報提供、被害者等の心身のケアや専門家の紹介等被害者支援の推進を図る。 

（ 県交通ᑐ⟇課ࠊ県警察交通⏬課ࠊ県警察交通指導課ࠊ中国運輸局鉄道部 ） 

鉄道交通安全対策 
中項目 

大項目 ７ 鉄道事故等の原因究明と事故等防止

鉄道事故及び鉄道事故の兆候（鉄道重大インシデント）の原因究明を、さらに迅速かつ的確に行うため、調査

を担当する職員への専門的な研修を充実させ、調査技術の向上を図るとともに、新たな各種調査機器を活用した

調査方法、過去の事故等調査で得られたノウハウ、同種事故の比較分析など事故調査結果のストックの活用等に

より、調査・分析手法の高度化を図る。

また、事故等調査結果の情報については、「保安情報｣として鉄道事業者へ周知し、同種事故等の未然防止に向

けた指導を図る。 

（ 中国運輸局鉄道部 ）

���
�	�交通安全対策 

Œ項ƨ 
大項ƨ

� ŬĬ道のƴ体交á�、Õļの改ƺ及びƗ

行þƴ体�Ō施ĮのĦƃĽ進 

ā要な道ǂで交通ƻのłいŬĬ道について、道ǂのĝĮ�改Őに当た4ては、¹Ƽƴ体交á�をĠる。 

なお、Ɨ道が¶ǅなŬĬ道については、ŬĬ道ŴにおいてƗ行þと÷Ůÿ等がåĹすることがないよう、Ɨ行

þņƵをØƶした事ËƝïÐ�のÜいÕļBの改ƺをĽ進する。 

Fた、Ĉ前のŬĬ対策に�!、当Ƨの対策やŬĬĄƕ対策等もŬĬ対策にp置Ɖけ、[d_�a�`ƸƧから

できる対策を推進する。 

これらは、地方ŬĬ道改ƺ±議会等において、地域の実ĖをŬF!、Ê�のŬĬ道に係る関係þ£のŕĦ及び

ǁƮをơに進めることとする。 

� ŬĬ道のÕļ改ƺ等

事·ā体 事 ·
令和４年度実ī 令和５年度計画

ƃ Ø 
事·ƻ 事·Ɓ（į�） 事·ƻ 事·Ɓ（į�）

ĩ日ƞ 

Ʒ¬Š道
Ŋųƴ体交á � � ��ċ 
����� è}ı（Ɨ道´ĝĮ）

一 ż 

Ť ÿ
� � � � �

合 計 � � ��ċ 
�����

中国運輸局鉄道部ࠊ中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課ࠊ 

す᪥ᮏ᪑ᐈ鉄道ᰴᘧ♫୍ࠊ⏿㟁㌴ᰴᘧ♫

���
�	�交通安全対策 

Œ項ƨ 
大項ƨ 

２ ŬĬƖ安ĮƃのĦƃ及び交通規Ģの実

施 

S ŬĬƖ安ĮƃのĦƃ

ŬĬĀŌ機のĦƃ*れたŬĬ道は、ŬĬĀŌ機のĦƃ*れていないŬĬ道にſべて事ËŽĨƳがŘいことか

ら、ŬĬ道のƯ用Ęµ、ŬĬ道のƍz、交通規Ģの実施Ęµ等を�nし、ő実にŬĬĀŌ機のĦƃを行う。 

÷Ůÿ交通ƻのłいŬĬ道については、道ǂ交通のĘµ、事ËのŽĨĘµ等を�nして必要に�じ、Ē�Ǝ

Æ知ĺ置、U�b�alXÀÃ報ĺ置、大ÀĀŌĺ置等、より事ËƝïÐ�のÜいŬĬƖ安ĮƃのĦƃを進め

る。 

Üǀþ等のƗ行対策としてもÐ�が期Ņできる全方pÀÃ報ĺ置、Ƃĕ�しg\lのĦƃ、Ē�ƎÆ知ĺ置

のÜ規��を推進する。 

（ 中国運輸局鉄道部・す᪥ᮏ᪑ᐈ鉄道ᰴᘧ♫・୍⏿㟁㌴ᰴᘧ♫ ）

T ŬĬ道における交通規Ģの実施

ŬĬ道のƍz、Ɩ安施ĮのĦƃĘµ、交通ƻ等の道ǂ交通 ²及び地域ąƢ、道ǂƯ用þの意見�要ƜをŬ

F!た上、必要に�じてÿăをÉ定した通行ïめ等の交通規Ģを実施し、ŬĬ道における交通の安全と��を

Ġる。 

（ 県警察交通つไ課 ） 

－ 52 －



���
�	�交通安全対策 

Œ項ƨ 
大項ƨ

� ŬĬ道のƴ体交á�、Õļの改ƺ及びƗ

行þƴ体�Ō施ĮのĦƃĽ進 

ā要な道ǂで交通ƻのłいŬĬ道について、道ǂのĝĮ�改Őに当た4ては、¹Ƽƴ体交á�をĠる。 

なお、Ɨ道が¶ǅなŬĬ道については、ŬĬ道ŴにおいてƗ行þと÷Ůÿ等がåĹすることがないよう、Ɨ行

þņƵをØƶした事ËƝïÐ�のÜいÕļBの改ƺをĽ進する。 

Fた、Ĉ前のŬĬ対策に�!、当Ƨの対策やŬĬĄƕ対策等もŬĬ対策にp置Ɖけ、[d_�a�`ƸƧから

できる対策を推進する。 

これらは、地方ŬĬ道改ƺ±議会等において、地域の実ĖをŬF!、Ê�のŬĬ道に係る関係þ£のŕĦ及び

ǁƮをơに進めることとする。 

� ŬĬ道のÕļ改ƺ等

事·ā体 事 ·
令和４年度実ī 令和５年度計画

ƃ Ø 
事·ƻ 事·Ɓ（į�） 事·ƻ 事·Ɓ（į�）

ĩ日ƞ 

Ʒ¬Š道
Ŋųƴ体交á � � ��ċ 
����� è}ı（Ɨ道´ĝĮ）

一 ż 

Ť ÿ
� � � � �

合 計 � � ��ċ 
�����

中国運輸局鉄道部ࠊ中国ᆅ᪉ᩚഛ局ᯇỤ国道ົᡤ・⏣Ἑᕝ国道ົᡤࠊ県道路維持課ࠊ県道路建設課ࠊ県㒔ᕷィ⏬課ࠊ 

す᪥ᮏ᪑ᐈ鉄道ᰴᘧ♫୍ࠊ⏿㟁㌴ᰴᘧ♫

���
�	�交通安全対策 

Œ項ƨ 
大項ƨ 

２ ŬĬƖ安ĮƃのĦƃ及び交通規Ģの実

施 

S ŬĬƖ安ĮƃのĦƃ

ŬĬĀŌ機のĦƃ*れたŬĬ道は、ŬĬĀŌ機のĦƃ*れていないŬĬ道にſべて事ËŽĨƳがŘいことか

ら、ŬĬ道のƯ用Ęµ、ŬĬ道のƍz、交通規Ģの実施Ęµ等を�nし、ő実にŬĬĀŌ機のĦƃを行う。 

÷Ůÿ交通ƻのłいŬĬ道については、道ǂ交通のĘµ、事ËのŽĨĘµ等を�nして必要に�じ、Ē�Ǝ

Æ知ĺ置、U�b�alXÀÃ報ĺ置、大ÀĀŌĺ置等、より事ËƝïÐ�のÜいŬĬƖ安ĮƃのĦƃを進め

る。 

Üǀþ等のƗ行対策としてもÐ�が期Ņできる全方pÀÃ報ĺ置、Ƃĕ�しg\lのĦƃ、Ē�ƎÆ知ĺ置

のÜ規��を推進する。 

（ 中国運輸局鉄道部・す᪥ᮏ᪑ᐈ鉄道ᰴᘧ♫・୍⏿㟁㌴ᰴᘧ♫ ）

T ŬĬ道における交通規Ģの実施

ŬĬ道のƍz、Ɩ安施ĮのĦƃĘµ、交通ƻ等の道ǂ交通 ²及び地域ąƢ、道ǂƯ用þの意見�要ƜをŬ

F!た上、必要に�じてÿăをÉ定した通行ïめ等の交通規Ģを実施し、ŬĬ道における交通の安全と��を

Ġる。 

（ 県警察交通つไ課 ） 
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���
�	�交通安全対策 
Œ項ƨ 

大項ƨ ３ ŬĬ道のŪź合のĽ進 

ŬĬ道のƴ体交á�、Õļの改ƺ等の事·の実施にƐ/て、»ĭŬĬ道のう3、そのƯ用Ęµ、う�ǂのĘµ

等を�nして、第３、４ăŬĬ道な:地域ąƢの通行にŲにìĒを及E*ないとŸめられるものについて、Ūź

合を進めるとともに、これら»ĭŬĬ道以�のŬĬ道についてもůƫにŪź合をĽ進する。 

た2し、Õļ改ƺのう3、ŬĬ道にƗ道がないか、Ɨ道が¶Čな場合のƗ道Ħƃについては、そのº®ģをØ

ƶして、»ƽŬĬ道のŪź合を行Qずに実施できることとする。 

� ŬĬ道のŪź合

事·ā体 事 · 
令和４年度実ī 令和５年度計画 

ƃ Ø 
事·ƻ 事·Ɓ（į�） 事·ƻ 事·Ɓ（į�）

ĩ日ƞ 

Ʒ¬Š道 
ĦưŪ合 � � � � 

一 ż 

Ť ÿ 
ĦưŪ合 � � � � 

合 計 � � � � 

（ 中国運輸局鉄道部 ） 

���
�	�交通安全対策 

Œ項ƨ 
大項ƨ 

４ その他ŬĬ道の交通の安全及び 

���等をĠるためのĴ置 

S Ò報¿Ž�Ůの推進

º®に対策のÆūが必要なŬĬ道は、「ŬĬ安全通行Vi^」を作成�公表し、Ð�Æđを¥めたekZY

の「見!る�」を推進し、ŭƦģをƖ3ながら�ŬĬのĘµをŬF!た対策をĉŢ的に推進する。 

÷Ůÿ�šþやƗ行þ等のŬĬ道通行þに対し、交通安全意ùのÑ上及びŬĬìĒôにおけるƂĕg\lの

Ķ作等のº®Ĵ置のĄ知şŚをĠるため、ŬĬ事ËƝïWhlf�lを推進する。 

Fた、�Ô等において、ŬĬの通�方ƛ等の³xを{きĿき推進するとともに、Š道事·þ等によるÜǀþ

施ĮやƇ|等のvƹ機関BŬĬ事ËƝïのcldj]_等のŻƊをĽ進する。ŬĬ事Ëによるƀ�þ等Bのì

�についても、事ËのĘµ等をŬF!、ŞĬに対�してい&。 

Ƒĕôの交通の安全及び���の対策に�!、â�ôにおいても、ŬĬ道の長ô£ĀŌによる¯®�¯ƥ�

Ůやº®ƎñƩĻのìĒのŽĨ等の�ŉに対�するため、関係þ£でĀŌô£に関するĖ報共ƪをĠるととも

に、ĀŌの�Đや~�にÑけたâ�ôの¢ư方ƛを定めるĂĵを推進する。 

（ 中国運輸局鉄道部・県道路維持課・県道路建設課 ） 

T ŬĬ道における指ŰĂŜり

ÿƸ等のŬĬ通行ôのuž行sに対する指ŰĂŜりをĪ¹的に実施する。

（ 県警察交通指導課 ） 

交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）抜粋 

（都道府県交通安全対策会議のĮ置及びċč事ƣ） 

第十六条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置&。 

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の�号に掲げる事ƣをつか*:る。 

一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の¦画に関してĜ議し、

及びその施策の実施を推進すること。 

ç 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県ƒびに関係指定地方行政

機関及び関係市町村ķÍ£のǁƮŕĦをĠること。 

（都道府県交通安全対策会議のĵę等） 

第十ú条 都道府県交通安全対策会議は、会長及びqzをもつてĵęする。 

２ 会長は、都道府県知事をもつてĆてる。 

３ qzは、次に掲げるþをもつてĆてる。 

一 都道府県の区域の全部Ơは一部を¢�する指定地方行政機関の長Ơはその指ƤするĚz 

二 都道府県³xqz会の³x長 

ç Ãð総¡Ơは道府県Ãæƞ部長 

四 都道府県知事が都道府県の部ŴのĚzのう3から指Ƥするþ 

五 地方÷öƛ（Ď和二十二年ƛƲ第六十ú号）第二ƅ五十二条の十¼第一項の指定都市をƘ�する都道府県にあつ

ては、指定都市の長Ơはその指ƤするĚz 

六 都道府県の区域Ŵの市町村の市町村長及びĐƝ機関の長のう3から都道府県知事がŷƥするþ 

ú その他都道府県知事が必要とŸめてŷƥするþ 

４ 都道府県交通安全対策会議に、ŲƓの事項をĜ議*/るため必要があるときは、ŲƓqzを置&ことができる。 

５ 前�項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議のĵę及び��に関し必要な事項は、政令で定める基準に

Ĉい、都道府県の条ƿで定める。 

（都道府県交通安全計画等） 

第二十五条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基ƞ計画（陸上交通の安全に関する部ƏにÉる。）に基づき、都道

府県交通安全計画を作成しなければならない。 

２ 都道府県交通安全計画は、次の�号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 都道府県交通安全対策会議は、Ɵ年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該区域の全部Ơは一部

を¢�する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画（以下「都道府県交通安全実施計画」という。）

を作成しなければならない。この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全·ƣ計画（陸上交通の安全

に関する部ƏにÉる。）に抵触するものであつてはならない。 

４ 都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、すGやかに、これを

Ŵ�総ư大Ğ及び指定行政機関の長に報告し、ƒびに都道府県の区域Ŵの市町村の長に通知するとともに、その要旨

を公表しなければならない。 

５ 都道府県交通安全対策会議は、第ç項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成したときは、すGやかに、こ

れをŴ�総ư大Ğ及び指定行政機関の長に報告するとともに、都道府県の区域Ŵの市町村の長に通知しなければなら

ない。 

６ 第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安全実施計画の変更について準

用する。 
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交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）抜粋 

（都道府県交通安全対策会議のĮ置及びċč事ƣ） 

第十六条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置&。 

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の�号に掲げる事ƣをつか*:る。 

一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の¦画に関してĜ議し、

及びその施策の実施を推進すること。 

ç 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道府県ƒびに関係指定地方行政

機関及び関係市町村ķÍ£のǁƮŕĦをĠること。 

（都道府県交通安全対策会議のĵę等） 

第十ú条 都道府県交通安全対策会議は、会長及びqzをもつてĵęする。 

２ 会長は、都道府県知事をもつてĆてる。 

３ qzは、次に掲げるþをもつてĆてる。 

一 都道府県の区域の全部Ơは一部を¢�する指定地方行政機関の長Ơはその指ƤするĚz 

二 都道府県³xqz会の³x長 

ç Ãð総¡Ơは道府県Ãæƞ部長 

四 都道府県知事が都道府県の部ŴのĚzのう3から指Ƥするþ 

五 地方÷öƛ（Ď和二十二年ƛƲ第六十ú号）第二ƅ五十二条の十¼第一項の指定都市をƘ�する都道府県にあつ

ては、指定都市の長Ơはその指ƤするĚz 

六 都道府県の区域Ŵの市町村の市町村長及びĐƝ機関の長のう3から都道府県知事がŷƥするþ 

ú その他都道府県知事が必要とŸめてŷƥするþ 

４ 都道府県交通安全対策会議に、ŲƓの事項をĜ議*/るため必要があるときは、ŲƓqzを置&ことができる。 

５ 前�項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議のĵę及び��に関し必要な事項は、政令で定める基準に

Ĉい、都道府県の条ƿで定める。 

（都道府県交通安全計画等） 

第二十五条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基ƞ計画（陸上交通の安全に関する部ƏにÉる。）に基づき、都道

府県交通安全計画を作成しなければならない。 

２ 都道府県交通安全計画は、次の�号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 都道府県交通安全対策会議は、Ɵ年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、当該区域の全部Ơは一部

を¢�する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策に関する計画（以下「都道府県交通安全実施計画」という。）

を作成しなければならない。この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全·ƣ計画（陸上交通の安全

に関する部ƏにÉる。）に抵触するものであつてはならない。 

４ 都道府県交通安全対策会議は、第一項の規定により都道府県交通安全計画を作成したときは、すGやかに、これを

Ŵ�総ư大Ğ及び指定行政機関の長に報告し、ƒびに都道府県の区域Ŵの市町村の長に通知するとともに、その要旨

を公表しなければならない。 

５ 都道府県交通安全対策会議は、第ç項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成したときは、すGやかに、こ

れをŴ�総ư大Ğ及び指定行政機関の長に報告するとともに、都道府県の区域Ŵの市町村の長に通知しなければなら

ない。 

６ 第四項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安全実施計画の変更について準

用する。 
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（市町村交通安全計画等） 

第二十六条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成することができ

る。 

２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全計画を作成しようとするとき

は、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなければな

らない。 

３ 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

４ 市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市町村が講ずべき施策に関する計画

（以下「市町村交通安全実施計画」という。）を作成することができる。この場合において、市町村交通安全実施計

画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはならない。 

５ 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成したときは、速やかに、その要旨を公

表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やかに、これを都道府県知事に報

告しなければならない。 

７ 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村交通安全実施計画の変更につ

いて準用する。 

（令和５年６月16日、一部改正施行） 
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